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Ⅰ．建学の精神・大学の基本理念、使命・目的、大学の個性・特色等 

 

(1) 建学の精神・大学の基本理念 

 

本学が大学開学時に掲げた人材養成の目標は、「自立と共生の意識を持った人材の養

成」である。その内容は、自らの思考を深める方法を確立して応用力と自立（自律）的

行動力を養うとともに、文化の多様性を尊重して共生する意識、並びに環境及び組織・

社会の中で他の人々と共生する意識を養成することにある。それによって、高徳かつ、

社会に貢献する人材を養成することを目指す。このことは、平成 12(2000)年 6 月 30 日

に文部科学省に提出した「埼玉学園大学設置認可申請書」にも記載しているとおりであ

る。 

大学の基本理念として今日まで引き継いでいるのが、この「自立と共生」である。「自

立」の精神とは、大学での学修により獲得した知識や技能を通じて、主体的な思考力と

判断力を身に付け、自己の確立を目指すものである。また、「共生」の意識は、自立の精

神を持った個々人が、自他の関わりの中で多文化の社会を尊重し、協働しながら社会の

課題の解決と新しい社会の創造に貢献する「地球市民」として生きることである。 

 

(2) 使命・目的 

 

「自立と共生の意識を持った人材の養成」という大学の基本理念のもとに、「本学は、

教育基本法及び学校教育法に準拠し、新時代の社会の発展に貢献できる有用かつ高徳な

人材の育成を目指すとともに広く社会に開かれた大学として地域文化発展へ貢献するこ

とを期する」（埼玉学園大学学則（以下「大学学則」）第 1 条）ことを大学の使命・目的

とし、「学部教育を基礎とし、より高度な専門性の高い学術理論及び応用を教授研究する

ことにより、わが国の文化の発展へ貢献することを期する」（埼玉学園大学大学院学則

(以下「大学院学則」)第 1 条）ことを大学院の使命・目的としている。この理念を実現

するため、学生が「学ぶ楽しさ、知るよろこび」をもって学園生活を送ることを、全教

職員が共有し実現すべきコンセプトとしている。 

 

(3) 個性・特色 

 

本学の教育の特色としては、第一に少人数教育があげられる。教員一人当たり学生 20

人前後という教育体制の下、一方通行ではない授業で、学生個々の隠れた能力を導き出

すことを目指している。 

また、本学の学生は 1 年次から必ず 1 クラス 10 人前後の演習（ゼミナール）を受講

し、基礎的な内容のテーマについて、自分で調べて考え、その内容を意見交換できるよ

うな技能の修得から始める。2 年次からは自分の興味・関心に合わせた演習（ゼミナー

ル）を選択し、学年の進行に伴って段階的に専門性を深めていく。最終学年で卒業論文

又は卒業研究を仕上げることが目標になる。 

各ゼミの担当教員は、同時にそのクラスのチューターとなり、履修登録の方法、大学
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での学修の特色など、大学生活全般についてきめ細かな指導・助言ができる体制をとっ

ている。授業への出席状況が良くない学生との面談、資格取得や就職についての相談・

指導、保育実習や教育実習に際しての巡回指導など、学生一人ひとりに配慮した教育が

本学の個性であり、特色である。 

さらに、本学は、所在地域を中心に幅広く活躍する職業人の養成を目指しており、キ

ャリア教育とキャリア支援に力を入れている。1 年次から教育課程内の演習（ゼミナー

ル）やインターンシップで、職業生活に関する意識付けを強化しているほか、教育課程

外でもキャリアセンター職員が、各種キャリア支援行事の企画・実施をはじめ、就職相

談・助言、就職情報の提供を行っている。また、エクステンションセンターでは、各種

資格取得や公務員・教員採用・就職試験の合格を支援する原則受講料無料の講座を開講

している。このようにして、学生が入学後に自らの付加価値を高め、社会で幅広く活躍

できるようきめ細かく配慮することとしている。 

文部科学省令の改正により、「教育研究活動等の改善を継続的に行う仕組みに関する

こと＝内部質保証」が評価の重点項目とされることに伴い、本学においても内部質保証

についての方針を定めて公表している(平成 31（2019）年 2 月 13 日教授会承認)。本学

における内部質保証の実施は、学長の下、運営会議が統括・推進する。各学部・研究科

等の教育研究組織及び事務組織は、連携協力して本学の理念・目的に基づく改善・改革

に努めることとしている。 
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Ⅱ．沿革と現況 

1．本学の沿革 

昭和47(1972)年2月 学校法人峯徳学園設立認可 

昭和47(1972)年4月 川口幼稚園設置 

昭和51(1976)年4月 東川口幼稚園設置 

昭和62(1987)年4月 川口短期大学経営実務科設置 

平成13(2001)年4月 埼玉学園大学設置 人間学部 人間文化学科 

経営学部 経営学科 

情報メディアセンター開設 

平成15(2003)年4月 図書館司書課程設置 

博物館学芸員課程設置 

放送大学と単位互換協定を締結 

平成17(2005)年2月 創合棟(現4号館)完成 

平成17(2005)年4月 埼玉学園大学 人間学部 幼児発達学科設置 

経営学部 会計学科設置 

教育職員免許課程（中学校一種国語・社会、高等学校一種国語・

地理歴史・商業、幼稚園一種）設置 

保育士養成課程設置 

平成18(2006)年4月 キャリアセンター開設 

平成18(2006)年9月 キャンパス環境整備工事完了（正門、ス ク ー ル バ ス ロ ー タ リ ー整備） 

平成20(2008)年4月 エクステンションセンター開設 

教育職員免許課程（中学校一種英語、高等学校一種英語）設置 

平成21(2009)年4月 埼玉学園大学の収容定員変更（1,410人→1,700人） 

人間学部幼児発達学科を子ども発達学科に名称変更 

教育職員免許課程（小学校一種）設置 

教員・保育士養成支援センター開設 

平成22(2010)年4月 埼玉学園大学大学院経営学研究科(修士課程)設置 

平成24(2012)年5月 木曽呂陸上グラウンド完成 

平成25(2013)年4月 経営学部 経営学科、会計学科を経済経営学部経済経営学科に再編 

大学院経営学研究科(博士後期課程）設置 

平成26(2014)年1月 臨床心理カウンセリングセンター開設 

平成26(2014)年4月 大学院心理学研究科(修士課程)設置 

平成27(2015)年4月 大学院子ども教育学研究科(修士課程)設置 

平成29(2017)年4月 人間学部心理学科設置 

 

2．本学の現況 

・大学名 埼玉学園大学 

・所在地 埼玉県川口市大字木曽呂 1510 番地 

埼玉県羽生市大字弥勒 456 番地（羽生グランド） 
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・学部の構成 

学部・研究科 学科・専攻 入学定員(人） 編入学定員(人） 

大学 

人間学部 

人間文化学科 80 3 

子ども発達学科 140 3 

心理学科 100 0 

経済経営学部 経済経営学科 100 4 

大学合計 420 10 

大学院 

心理学研究科 臨床心理学専攻 10 ― 

子ども教育学研究科 子ども教育学専攻 5 ― 

経営学研究科 経営学専攻 10 ― 

大学院合計 25 ― 

 

・学生数（令和３年５月１日時点） 

学部・研究科 学科・専攻 人数(人） 

大学 

人間学部 

人間文化学科 418 

子ども発達学科 365 

心理学科 371 

経済経営学部 経済経営学科 440 

大学合計 1,594 

大学院 

心理学研究科 臨床心理学専攻 7 

子ども教育学研究科 子ども教育学専攻 4 

経営学研究科 経営学専攻 8 

大学院合計 19 

 

・教員数（令和３年５月１日時点） 

学 部 学 科 
教 授

(人) 

准教授

(人) 

講 師

(人) 

合 計

(人) 

人間学部 

人間文化学科 8 0 4 12 

子ども発達学科 11 5 3 19 

心理学科 5 5 2 12 

経済経営学部 経済経営学科 16 1 0 17 

合 計 40 11 9 60 

 

・職員数（令和３年５月１日時点） 

雇用形態 人数(人) 

専 任 22 

パート 29 

合 計 51 
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Ⅲ．評価機構が定める基準に基づく自己評価 

 

基準 1．使命・目的等 

1－1 使命・目的及び教育目的 

≪1－1 の視点≫ 

1-1-① 

1-1-② 

1-1-③ 

1-1-④ 

意味・内容の具体性と明確性 

簡潔な文章化 

個性・特色の明示 

変化への対応 

（1）1－1 の自己判定 

 

基準項目 1－1 を満たしている。 

 

（2）1－1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

  

1-1-① 意味・内容の具体性と明確性 

 本学の教育理念は、大学開学時に「人材養成の目標」として掲げた「自立と共生の意

識を持った人材の養成」であり、自らの思考を深める方法を確立して応用力と自立（自

律）的行動力を養うとともに、文化の多様性を尊重して共生する意識、並びに環境及び

組織・社会の中で他の人々と共生する意識の養成である。それによって、これからの時

代の高徳かつ、社会に貢献する人材を養成することを目指すものである。これは、平成

12(2000)年 6 月 30 日に文部科学省に提出した「埼玉学園大学設置認可申請書」に記載し

ているとおりである。【資料 1-1-1】 

 こうした教育理念に基づき、本学は、「学校法人峯徳学園寄附行為」第 3 条に、教育基

本法及び学校教育法に従い、学校教育を行い、社会に有為な人材を育成することを目的

とすると明記している。この目標の下に、大学学則第１条においては「本学は、教育基

本法及び学校教育法に準拠し、新時代の社会の発展に貢献できる有用かつ高徳な人材の

育成を目指すとともに、広く社会に開かれた大学として地域文化発展へ貢献することを

期する」と規定し、大学院学則第 1 条においては、「埼玉学園大学大学院（以下「大学

院」）は、学部教育を基礎とし、より高度な専門性の高い学術理論及び応用を教授研究す

ることにより、わが国の文化の発展へ貢献することを期する」と規定している。 

【資料 1-1-2～4】 

 設置している学部、学科及び大学院の人材養成目的はそれぞれ以下のとおりである。 

 

1. 大学学部、学科 

本学が設置している学部、学科の人材養成の目的は、大学学則第 3 条第 2 項及び第 3

項において以下のように規定している。【資料 1-1-3】 

(1)人間学部 

人間学部は、「自立と共生」という本学の教育理念のもとに、広い分野の知識と

人間に係る専門の学術を教授研究し、国際化した共生型社会の要請にこたえられる



 

6 

人材を養成することを目的とする。 

① 人間文化学科は、社会人としての幅広い教養を持つとともに、国際的視野に立 

って人間と文化・歴史との係りについて理解でき、他者への共感能力と豊かなコ 

ミュニケーション能力を備えた人材を養成する。 

② 子ども発達学科は、社会人としての幅広い教養を持つとともに、子どもの心身

の発達の理解を基本に、乳児・幼児・児童の保育、教育に関する専門知識と技能

を備えた人間性豊かな人材を養成する。 

③ 心理学科は、社会人としての幅広い教養を持つとともに、心理学の専門的知識

と心理的援助に関する技能を備え、現代社会の人間関係や組織の中で直面する課

題に対し、主体的に取り組む能力を持った人材を養成する。 

(2)経済経営学部 

経済経営学部経済経営学科は、「自立と共生」という本学の教育理念のもとに、

広い分野の知識と経済経営に関する専門の学術を教授研究し、企業等で活躍でき

る人材を養成することを目的とする。 

 

2. 大学院 

本学が設置している大学院研究科の人材養成の目的は、大学院学則第 4 条に以下のよ

うに規定している。【資料 1-1-4】 

(1)心理学研究科修士課程 

人間の内面についての深い理解と科学的思考を身に付け臨床的態度と専門的技法

をもって、人々に心理的援助のできる人材を養成する。 

(2)子ども教育学研究科修士課程 

学校教育において複雑化・多様化する社会背景のもとに顕在化する多様な学校教育

課題に、教育学的内容知識をもとに課題を正確に捉え分析し、解決方策を構築し、そ

れを実践知力まで高め、その実践結果を評価・改善し、理論化するという研究能力と

実践理論を身に付けた人材を養成する。 

(3)経営学研究科（博士前期課程） 

論理的思考に基づく研究能力を身に付け、豊かな人間性を持ち、専門性に優れ、新

しい問題に対して独創的な道を切り開く人材、地域に貢献できる高度な企業経営能力

を持つ人材及び国際的経営感覚を身に付けた経営能力を持つ人材の養成を教育研究

上の目的とする。 

(4)経営学研究科（博士後期課程） 

博士前期課程の目的に加え、実務と理論を融合し、新しい知を創造できる自立した

研究者としての能力を身に付けた高度専門職業人の養成を教育研究上の目的とする。 

  

以上のように、大学学則及び大学院学則の規定の文言は、高等教育機関として関係法

令が求める内容を遵守するとともに、人材養成の方向を本学の「自立と共生」という教

育理念に照らしながら具体的に表現しており、意味内容は明確である。 

 

 



 

7 

1-1-② 簡潔な文章化 

本学では平成 20（2008)年 5 月 21 日開催の教授会において「学ぶ楽しさ、知るよろこ

び」を大学コンセプトとして定め、本学の教育目的と教育理念を具現化するために、学

生が学ぶ楽しさを通じて知的関心を高め、知るよろこびを通じて自らの可能性を広げる

ことができるよう、教育研究に取り組む方針を宣言している。この大学コンセプトは、

高等教育機関での学びの本質を明確かつ端的に表現し、教職員、学生の道標としても具

体的である。【資料 1-1-5】 

学生一人ひとりが「学ぶ楽しさ、知るよろこび」を知り、主体的に自立して学ぶ姿勢

を醸成することこそが「自立と共生の意識を持った人材の養成」という大学理念を実現

するための基本となる。授業内容や方法、学生サービス、その他学生を取り巻く環境す

べてが「学ぶ楽しさ、知るよろこび」への気付きにつながる可能性があることを考慮す

ると、「自立と共生」の大学理念、「学ぶ楽しさ、知るよろこび」のコンセプトは、学生

や教職員が理解し共有するだけでなく、学外者にも理解されることが望ましい。このよ

うな趣旨から、大学理念及びコンセプトはともに簡潔な文章表現となっており、これを

本学ウェブサイト、学生便覧に掲載している。【資料 1-1-6～7】 

 

1-1-③ 個性・特色の明示 

大学の個性・特色としては、少人数教育、1 年次からの演習（ゼミナール）、資格取得

の推奨、充実した就職支援があげられる。また、きめ細かな学修支援の体制としては、

少人数教育、演習（ゼミナール）に加えて、チューター制度、オフィスアワーの導入が

あげられる。これらについては、本学ウェブサイト、「学生便覧」、「大学案内」で明示さ

れているところであり、その内容の概略は以下の通りである。【資料 1-1-8～10】 

(1)徹底した少人数教育 

学生一人ひとりの個性を伸ばすため、きめ細かな指導を実現する。演習での教員一人

当たりの学生数は 15 人前後であり、学生と教員との密接なコミュニケーションを通し

て「わかる」ことの楽しさが実感できるよう、一方通行ではない授業により学生個々の

隠れた能力と自発性を導き出す。 

(2)1 年次からの演習（ゼミナール） 

入学から卒業まで少人数制による演習(ゼミナール)を行う。1 年次の教養演習（心理

学科は基礎演習Ⅰ）は、学び合う仲間の形成、プレゼンテーションやディスカッション

力の養成に力を入れ、2 年次以降の基礎演習（心理学科は基礎演習Ⅱ）や専門演習では、

自分の興味・関心に応じて担当教員による丁寧な指導を受けながら、学年の進行に伴っ

て専門性を深めていく。最終学年で卒業論文又は卒業研究を仕上げることが目標になる。 

(3)チューター制 

大規模大学とは異なるメリットを最大限に活かし、演習（ゼミナール）担当教員 1 人

がチューターとして原則 8 人から 15 人の学生を受け持つ。新入生が大学に早く慣れ、

実りある学生生活を送れるよう、時間割の作成から学生生活や将来の進路についても

指導し、広く学生の相談に応じる。授業への出席状況が良くない学生との面談、資格取

得や就職についての学生や保証人からの相談、保育実習や教育実習に際しての巡回指

導なども行う。 
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(4)オフィスアワー 

専任教員全員が、必ず週に 1 回以上は「オフィスアワー」を設けている。この時間、

各教員は各科目の内容についての質問、勉強の仕方、専門分野を学ぶに当たっての履修

計画等、様々な相談を受けるため研究室に待機している。対話を通して自己認識を深め

充実した 4 年間を送ることができるよう、学生が専任教員の研究室を自由に訪問し、授

業でわからなかったことや大学生活の悩みを気軽に相談できる時間である。 

(5)資格取得 

「教育職員免許課程」、「保育士養成課程」、「図書館司書教諭課程」、「図書館司書課程」、

「博物館学芸員課程」を有し、課程外で資格取得や就職対策を支援するエクステンショ

ンセンターを設置しており、授業終了後に各講座を受講できる。公務員・教員採用試験

対策、簿記検定試験、宅地建物取引士資格、TOEIC 対策等、多様な講座を開設しており、

全ての講座が原則無料で、講師も外部からの専門家が担当し、内容の充実を図っている。 

(6)就職支援 

1 年次から 4 年次まで継続的に教育課程内では演習（ゼミナール）やインターンシッ

プで、職業生活に関する意識付けを強化しているほか、キャリアセンター職員が、各種

キャリア支援プログラムを用意し、就職に対する意識付け、就職試験対策、キャリアガ

イダンス、就職相談・助言、就職情報の提供など、実践的な支援を行っている。 

 

1-1-④ 変化への対応 

グローバル化の進展、情報通信技術の飛躍的発展により急激に社会が変化する中にあ

って、「自立と共生の意識を持った人材」の重要性は今後一層高まっていくものと考えら

れる。一方、大学は、学術研究の成果や人材養成を通じて、社会の発展に寄与すること

を使命としていることから、そのあり方も社会やニーズの変化に対応して変革が求めら

れる。このため、本学では、理事会の下に設置される「学校法人峯徳学園法人経営健全

化検討委員会」（以下「経営健全化検討委員会」）及び「埼玉学園大学将来事業計画検討

委員会」（以下「将来事業計画検討委員会」）での審議検討を踏まえ、社会や人材養成の

ニーズの変化に応じて、学科の新設や改組、カリキュラムの改訂などを実施することで

改善・改革に努めている。【資料 1-1-11～14】 

平成 22(2010)年 10 月の「将来事業計画検討委員会」からの答申では、経営学部にお

ける志願者減等の克服を求めており、これを受けて、経営と会計に関する授業科目の見

直しを行い、キャリア教育の充実を図るための方策を検討した。それを基に平成

24(2012)年度に新しいコース編成及びそれに伴う科目の整理、キャリア支援体制の変更

を行った。また、経済社会のグローバリゼーションや金融の高度化、地域経済の活性化

等に対応するため、大学院経営学研究科（修士課程）を設置した。 

さらに、平成 23(2011)年 9 月の「経営健全化検討委員会」からの答申を受けて、高度

な研究能力をもって地域の企業活動をリードすると同時に、国際的に通用する高度の専

門的実務能力を備えた人材養成を目的とする博士後期課程を平成 25(2013)年度に開設

し、従来の経営学研究科修士課程は博士前期課程とした。 

同年 12 月の答申では、経済情勢や企業の経営環境の変化に対応するため、経営学部の

経営学科及び会計学科の再編が求められたことを受け、平成 25（2013）年から経済経営
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学部経済経営学科への改組について理事会の承認を得、届出設置に係る大学院設置・学

校法人審議会大学設置分科会運営委員会との事前相談を経て、文部科学省に届け出た。 

平成 23(2011)年 9 月の答申は、社会の急激な変化で生じているメンタルヘルス上の課

題に対応するための臨床心理士の養成を目的とした大学院の設置、複雑・困難化する学

校が直面する諸課題に対応しうる中核的教員の養成を目的とした大学院の設置等を含む

大学院研究科の設置を求めており、大学院心理学研究科修士課程臨床心理学専攻の設置

認可申請を平成 25(2013)年に、少子化や家族形態の諸変化に伴い、質の高い子ども教育

のあり方が求められる中、大学院子ども教育学研究科修士課程の設置認可申請を平成

26(2014)年に行い、それぞれ認可を受けて、心理学研究科については平成 26(2014)年度

から、子ども教育学研究科については平成 27(2015)年度から学生の入学を開始した。 

「将来事業計画検討委員会」からは、平成 27(2015)年 2 月に、学部収容定員の充足策

について、新学科の設置を含めた検討、教育指導に関する履修・試験制度対策、就職支

援対策について答申があった。これを受けて本学では、運営会議の下に「埼玉学園大学

学部収容定員の充足策を検討する委員会」（以下「定員充足策検討委員会」）を設置し検

討を行った結果、定員割れが続く経済経営学部経済経営学科の入学定員を削減するとと

もに、人間学部人間文化学科の心理学領域を基礎として、これを独立させる形で「心理

学科」を新設することが適当との結論に達した。不確実性が増す社会で、心理学の専門

を基礎とする対人援助力や、コミュニケーション能力等の社会人基礎力の養成が今後極

めて重要との認識に基づくものである。運営会議の審議等の学内手続きと理事会の承認、

届出設置に係る大学院設置・学校法人審議会大学設置分科会運営委員会との事前相談を

経て、平成 28(2016)年 4 月に心理学科設置の届出を行い、平成 29(2017)年 4 月から学

生の受け入れを開始した。更に平成 29(2017)年 4 月には経済経営学部経済経営学科に

「スポーツ・健康科目群」を設け、「スポーツマネジメント論」・「スポーツマーケティン

グ論」・「スポーツ企業経営論」・「生涯スポーツ論」・「健康ビジネス論」・「スポーツ心理

学」・「スポーツ文化論」・「スポーツ栄養学」・「スポーツ指導論」の 9 科目を設置した。 

平成 30(2018)年 4 月に経済経営学部経済経営学科の専門科目に「観光ビジネス科目

群」を設け、「旅行ビジネス論」・「観光ホスピタリティ論」・「宿泊業経営論」・「観光マー

ケティング論」・「旅行業法」・「かしこい旅行実務論」・「世界遺産と観光業」・「エコツー

リズム」の 8 科目を配置した。同じく平成 30(2018)年 4 月には、公認心理師法施行及び

公認心理師法施行細則の施行に伴い、人間学部心理学科のカリキュラムを公認心理師の

受験資格を可能とする内容に改めた。それらに伴い経済経営学部経済経営学科及び人間

学部心理学科のディプロマ・ポリシーとカリキュラム・ポリシーの改正を実施した。日

本語教員養成課程については、平成 17(2003)年度の課程設置以来課程登録者数が少なく、

平成 15(2003)年以降登録者が皆無の状態が続いていたため、平成 30(2018)年 2 月に登

録募集は平成 30(2018)年度入学生及び科目等履修生をもって停止とし、すべての登録者

が課程修了又は卒業した年度をもって課程を廃止することとした。 

平成 31(2019)年 4 月には、大学教育におけるキャリア教育の重要性が高まっている状

況を踏まえ、全学共通科目に「ビジネス社会と出会うⅠ（業界研究・会社研究）」・「ビジ

ネス社会と出会うⅡ（業界研究・会社研究）」・「キャリアデザインⅠ」・「キャリアデザイ

ンⅡ」の 4 科目を配置した。同じく平成 31(2019)年 4 月には、教育職員免許法及び同施
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行規則の一部改正並びに児童福祉法施行規則の一部改正に伴い、教育職員免許課程及び

保育士養成課程に係る科目の新設、一部科目の名称変更等を行った。 

令和 2(2020)年 1 月に「経営健全化検討委員会」で平成 30 年度入試以降の本学志願者

の増加を受けて人間文化学科及び心理学科の定員変更と経済経営学科の改組について行

うこととし、令和 2 年度に申請することとしたが、引き続き検討中である。 

令和 2(2020)年においては文部科学省（令和 2（2020）年 3 月 24 日付元文科高第 1259

号）より大学の授業開始等について要請があったため、新型コロナウイルス感染拡大に

注意した上で 5 月 7 日から授業開始とした。新型コロナウイルス感染拡大防止に係る首

都圏一都三県への政府による移動自粛要請の解除がされた 6 月 19 日より面接授業を開

始したが、「3 密」を避けるため指定座席を設け、教室収容人数の半数を超えた授業は履

修者を A・B グループに分け、隔週で交互に面接授業とオンライン授業を行った。 

令和 3(2021)年 4 月より、心理学科では他学部・他学科科目の単位を 18 単位を上限に

自由選択科目として卒業要件に含めるようにするとともに、経済経営学科では DX(デジ

タル・トランスフォーメーション)、ICT(情報通信技術)、AI(人工知能)等の技術発展に

対応すべく「データサイエンス科目群」を新設した。 

なお、人間文化学科では授業科目の効率的提供と教育内容の充実をはかるため、令和

3(2021)年 12 月に令和 4（2022）年度入学生より適用されるカリキュラム改定を行い、

新たに「東アジア文学」・「ヨーロッパ文学」・「比較文学Ⅰ（東アジア）」・「比較文学Ⅱ（ヨ

ーロッパ）」・「ポップカルチャー論」・「ポピュラー音楽論」・「アニメ・ゲーム文化論」「映

像文化論」「人間心理調査法」の 9 科目を設置するとともに、「言語・コミュニケーショ

ン科目群」及び「史学・文化・人間理解科目群」を「文学・言語科目群」及び「史学・

文化・人間心理科目群」に変更し、併せて「メディア科目群」を新設した。 

このように、「自立と共生」という本学の基本的な教育理念のもとに、社会・経済の変

化に対応した組織の改編や教育課程の改訂を進めている。新しい学部・学科や研究科に

対応する人材養成目的や教育課程については、理事会の承認を経て、大学学則及び大学

院学則を改正し、文言の追加を行った。 

 

（3）1－1 の改善・向上方策（将来計画） 

「使命・目的」、「教育理念」、「人材養成の目的」「大学コンセプト」について、学生募

集（アドミッション）、教育課程（カリキュラム）、学位授与（ディプロマ）等の各プロ

セスで更に浸透していくように、「運営会議」、「教授会」、「FD 委員会」、「教務委員会」等

の各委員会で引き続き検討する。その際、学生・教職員が理解・共有しやすいよう「人

材養成の目的」「大学コンセプト」等の関係性をわかりやすく説明できるよう工夫する。 

また、平成 28（2016）年の学校教育法施行規則の改正により、入学者受入れに関する

方針（アドミッション・ポリシー）、教育課程の編成及び実施に関する方針（カリキュラ

ム・ポリシー）、卒業の認定に関する方針（ディプロマ・ポリシー）の策定が義務付けら

れたことを踏まえ、これらの方針が大学の「使命・目的」等に依拠したものであるかを

明確にするとともに、体系性や表現の整合性に留意していく。 

建学の精神・大学の基本理念の実現のため、引き続き社会の変化に対応した組織の改

編や教育課程のあり方について検討し、必要に応じ「経営健全化検討委員会」や「将来
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事業計画検討委員会」に諮問し、答申を受けて対応する。 

また、大学学則や大学院学則に規定する「人材養成の目的」については、「運営会議」、

「FD 委員会」、「教務委員会」等の各委員会にて、入学者受入れに関する方針（アドミッ

ション・ポリシー）、教育課程の編成及び実施に関する方針（カリキュラム・ポリシー）、

卒業の認定に関する方針（ディプロマ・ポリシー）との体系性や表現の整合性を検証し、

必要に応じてそれぞれの表現を見直す。 

大学コンセプトについては、平成 30（2018）年中央教育審議会答申の「2040 年に向け

た高等教育のグランドデザイン（答申）」により示された、2040 年の高等教育が目指す

べき姿を踏まえ、今後のあり方を検討する。 

1－2 使命・目的及び教育目的の反映 

≪1－2 の視点≫ 

1-2-① 

1-2-② 

1-2-③ 

1-2-④ 

1-2-⑤ 

役員、教職員の理解と支持 

学内外への周知 

中長期的な計画への反映 

三つのポリシーへの反映 

教育研究組織の構成との整合性 

（1）1－2 の自己判定 

 

基準項目 1－2 を満たしている。 

 

（2）1－2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

 

1-2-① 役員、教職員の理解と支持 

大学の使命・目的及び教育目的を達成するためには、理事会と大学との意思疎通と情

報の共有化が必要である。このため、理事会の構成員に本学の教職員が参画している。

また、法人としての大学経営の健全化や大学の将来計画に係る事案は、理事会の下に設

置される「経営健全化検討委員会」や「将来事業計画検討委員会」で審議されるが、各

委員会構成員には本学教職員が相当数参画する仕組みとなっており、理事と教職員との

相互理解・協力のもとで結論を得ることとされている。審議の状況や結果については、

教授会に報告され、構成員間で情報の共有ができている。 

なお、教授会の権限の明確化等を趣旨とする平成 26（2014)年の学校教育法の改正に

対応し、本学でも、埼玉学園大学運営会議規程（以下「運営会議規程」）、埼玉学園大学

教授会規則（以下「教授会規則」）を改正し、教授会は、試験及び単位認定に関する事項、

学生の入学及び卒業に関する事項、学位の授与に関する事項、学生の懲戒に関する事項

について学長が決定を行うに当たり意見を述べることとされた。また、教育研究に関す

る重要な事項として、教育課程の編成に関する事項、教育研究組織再編等に関する事項、

国内外の大学等との教育研究連携に関する事項についても意見を述べることとされた。

【資料 1-2-1～2】【資料 1-2-5】 

教授会の役割の明確化に伴い、教授会で審議された事項が運営会議に移されたものも

あるが、運営会議の審議事項は必ず教授会に報告することとしており、構成員間での情
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報共有に支障がないよう運営されている。大学院についても、大学学部と同様の趣旨か

ら、埼玉学園大学大学院委員会規程（以下「大学院委員会規程」）及び埼玉学園大学研究

科委員会規則（以下「研究科委員会規則」）の改正を行っている。【資料 1-2-3～4】 

理事会の構成員と大学の運営会議、教授会、大学院委員会、研究科委員会の構成員と

は、相互に連携して重要事項の決定に関わっており、大学の使命・目的及び教育目的に

ついて、理解と支持を得られる環境にある。 

また、教員（非常勤講師を含む）が担当する授業名、講義の目的、各回の授業内容等

を示すシラバスを作成するに当たっては、本学の教育理念、人材養成の目的、大学コン

セプトを示し、これらを理解した上で授業計画を組むよう教務委員会から要請している。 

 

1-2-② 学内外への周知 

大学、大学院の目的と学部、学科、研究科ごとの人材養成の目的は、大学学則、大学

院学則に規定されている。これらの学則は、教職員に配付している「埼玉学園大学規則

集」に掲載しているほか、全教職員・学生に配付している「学生便覧」に掲載し、周知

を図っている。また、本学の教育理念としての「自立と共生」及び大学コンセプトであ

る「学ぶ楽しさ、知るよろこび」を「学生便覧」及び「履修のてびき」に明記し、学生・

教職員をはじめとする関係者間で意識の共有を図っている。【資料 1-2-6～8】 

大学学則、大学院学則については、本学ウェブサイトから閲覧できるほか、教育理念、

大学コンセプトについても、ウェブサイトや受験広報用の「大学案内」の学長挨拶や項

目説明のページを通して学外者にも理解いただけるよう努めている。また、「学報」を年

2 回発行し、学生、保証人、高等学校、企業等、その他の本学に関係するあらゆる方面に

配付しており、この「学報」には、大学コンセプトを表紙に掲げ、学長、学部長及び学

科長のメッセージ、学生の体験談等の記事を通じて、「学ぶ楽しさ、知るよろこび」が伝

わるように構成している。【資料 1-2-9～11】 

 

1-2-③ 中長期的な計画への反映 

理事会の下に設置される「経営健全化検討委員会」や「将来事業計画検討委員会」で

審議される中長期的計画は、大学及び教育の使命・目的の下に、社会や人材養成のニー

ズの変化に対応して検討されている。平成 25(2013)年度には、「経営健全化検討委員会」

の答申で示されたところにより、前述の通り、経営学部を経済経営学部に改組するとと

もに、大学院経営学研究科博士後期課程を設置し、平成 26(2014)年度からの大学院心理

学研究科修士課程、平成 27(2015)年度からの大学院子ども教育学研究科の設置について

も認可を受けた。また、平成 29(2017)年度からの心理学科の開設は、「将来事業計画検

討委員会」の答申に基づく収容定員を充足する計画の一環として施行された。 

私立学校法の改正に伴う、本法人の寄附行為の変更については、令和 2（2020）年 3 月

16 日付けで文部科学省より認可を受けたことにより、令和 2（2020）年 4 月 1 日の理事

会・評議員会において、中期計画（寄附行為第 34 条第２項）が策定されている。 

【資料 1-2-12】 
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1-2-④ 三つのポリシーへの反映 

アドミッション・ポリシー（入学者受入れの方針）、カリキュラム・ポリシー（教育課

程編成の方針）、ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）は、大学や大学院の個性・特

色を明確化するためにも重要とされており（平成 20(2008)年 12 月 24 日中央教育審議会

答申「学士課程教育の構築に向けて」、平成 24(2012)年 8 月 28 日中央教育審議会答申

「新たな未来を築くための大学教育の質的転換に向けて－生涯学び続け、主体的に考え

る力を育成する大学」など）、平成 28(2016)年 3 月には学校教育法施行規則が改正され、

大学、学部又は学科若しくは課程（大学院にあっては、当該大学院、研究科又は専攻）

ごとに、これら 3 つの方針を定めることが義務付けられ、平成 29(2017)年 4 月 1 日から

施行されることになった。 

本学では、従来から全学的にアドミッション・ポリシーを策定していたところである

が、平成 24（2012）年の中央教育審議会答申等の方向性も踏まえ、平成 25(2013)年度に、

学部・学科ごとに、カリキュラム・ポリシー、ディプロマ・ポリシーを策定し、以後、

カリキュラムの改定等に合わせて修正を加えてきた。現行の三つのポリシーは本学ウェ

ブサイト上で公表されている。【資料 1-2-13～15】 

なお、大学院心理学研究科、大学院子ども教育学研究科及び大学院経営学研究科につ

いても、アドミッション・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、ディプロマ・ポリシー、

育成する人材像、指導方針、専攻の概要等を本学ウェブサイトに公表し、大学院の個性・

特色を明らかにしている。【資料 1-2-16～18】 

各ポリシー等の具体的な内容については後述するが、受け入れる学生に求める資質能

力、卒業時に獲得していることが望ましい付加価値、そのために在学中に実施すべき教

育研究の方法と内容について、「自立と共生」の教育理念と「学ぶ楽しさ、知るよろこび」

のコンセプトを基礎に文章化している。 

 

1-2-⑤ 教育研究組織の構成との整合性 

本学は、人間学部及び経済経営学部の 2 学部と、大学院として心理学研究科修士課程、

子ども教育学研究科修士課程、大学院経営学研究科博士課程の 3 研究科を設置している。

人間学部は人間文化学科、子ども発達学科及び心理学科の 3 学科、経済経営学部は経済

経営学科の 1 学科で構成しており、心理学研究科修士課程は心理学科、子ども教育学研

究科修士課程は子ども発達学科、経営学研究科博士課程は経済経営学科を基礎としてい

る。 

これらの教育研究組織は、大学の使命・目的及び教育目的を具体的に実現するために

設置しているものであり、その設置の目的は、学部にあっては前述のとおり、各学部・

学科ごとの人材養成目的として大学学則に規定しているほか、学位授与の方針について

は本学ウェブサイトに掲載しているディプロマ・ポリシーに記載されている。また、大

学院にあっては、大学院学則の教育研究上の目的に記載されているほか、本学ウェブサ

イトに掲載されている。 

設置している学部、学科及び大学院と教育目的との関係はそれぞれ以下の通りである。 

 

1. 大学学部・学科 
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本学が設置している学部、学科とその教育目的、ディプロマ・ポリシーについては、

本学ウェブサイトに以下の通り記載している。【資料 1-2-15】 

 

(1)人間学部（ディプロマ・ポリシー） 

人間学部は、「国際感覚に富んだ幅広い教養とコミュニケーション能力、情報活用能力

を身に付けるとともに、高度な専門的知識の修得を通じて国際化する社会や事業組織、

保育・教育現場等で応用力を発揮し得る能力を備えた」と認められる人材に学位を授与

する方針である。 

(2)経済経営学部（ディプロマ・ポリシー） 

経営学部を改組して設置した経済経営学部は、「経営や会計に携わる企業人・社会人に

とって、経済のグローバル化にともない経済に関する知識が不可欠になったことを踏ま

え、経済、経営、会計の 3 分野を統合した知識・教養を修得して、経済経営に関する基

礎的・専門的な知識・能力を有する」人材に学位を授与する方針である。 

2. 大学院研究科 

本学が設置している大学院研究科とその教育研究上の目的等については、本学ウェブ

サイトに以下の通り記載している。【資料 1-2-18】 

 

(1)大学院心理学研究科（教育研究上の目的等） 

心理学研究科修士課程では、「人間の内面についての深い理解と科学的思考を身に付け、

臨床心理的態度と専門的技法をもって人々に心理的援助のできる人材を養成する」こと

を教育研究上の目的としている。同専攻は、公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会

による第１種指定大学院の認定を受け、修了者は臨床心理士の受験資格を得ることがで

きるため、試験に合格し、臨床心理士として活躍することが期待されている。 

(2)大学院子ども教育研究科（教育研究上の目的等） 

子ども教育学研究科子ども教育学専攻では、「学校教育において複雑化・多様化する社

会背景のもとに顕在化する多様な学校教育課題に、教育学的内容知識を基に課題を正確

にとらえ分析し、解決方策を構築し、それを実践知力まで高め、その実践結果を評価・

改善し、理論化するという研究能力と実践理論を身につけた人材を養成する」を教育研

究上の目的としている。幼稚園教諭及び小学校教諭専修免許状取得の課程認定を受けて

おり、教育実践を理論化する研究能力を兼ね備えて、学校現場等で活躍できる教員を育

成する。 

(3)大学院経営学研究科（教育研究上の目的等） 

博士前期課程は、「論理的思考に基づく研究能力を身に付け、豊かな人間性を持ち、専

門性に優れ、新しい問題に対して独創的な道を切り開く人材、地域に貢献できる高度な

企業経営能力を持つ人材及び国際経営感覚を身に付けた経営能力を持つ人材を養成する」

ことを教育研究上の目的としており、「国際社会が大きな転換期を迎えている中で、新し

い経営環境に対応できる高い専門性と豊かな人間性を持つ人材を育成」する。また、博

士後期課程では、「博士前期課程の目的に加え、実務と理論を融合し、新しい知を創造で

きる自立した研究者としての能力を身に付けた高度専門職業人を養成する」ことを教育

研究上の目的としており、「経営に関して、知識基盤型社会の到来に対応できる高度の専
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門性・独創性と豊かな人間性を兼ね備え、地域社会でリーダー的な役割を果たすことの

できる自立した研究能力を備えた人材を育成」する。 

 

（3）1－2 の改善・向上方策（将来計画） 

大学の使命・目的、教育目的の有効性について、学内外に周知することには不断の努

力が必要である。今後もさらなる改善・向上を図るため、「運営会議」、「自己点検評価委

員会」、「教務委員会」、「FD 委員会」等で方策を検討していく。 

平成 28(2016)年 3 月には学校教育法施行規則が改正され、大学、学部又は学科若しく

は課程（大学院にあっては、当該大学院、研究科又は専攻）ごとに、アドミッション・

ポリシー（入学者受入れの方針）、カリキュラム・ポリシー（教育課程編成の方針）、デ

ィプロマ・ポリシー（学位授与の方針）の 3 つの方針を定めることが義務付けられ、平

成 29(2017)年 4 月 1 日から施行された。これらの方針が大学の「使命・目的」等に依拠

したものであるかを明確にするとともに、体系性や表現の整合性に留意していく。 

平成 28(2016)年 3 月には文部科学省の「学校教育法第百十条第二項に規定する基準

を適用するに際して必要な細目を定める省令の一部を改正する省令」が公布され（平成

30(2018)年 4 月 1 日に施行）、教育活動等の改善を継続的に行う仕組み（「内部質保

証」）に関することについて重点的に認証評価を行うこと、とされたのに対応し、内部

質保証についての方針を定めて公表している(平成 31(2019)年 2 月 13 日教授会承認)。 

この方針をもとに教育研究活動等が適切な水準にあることの保証・説明に努め、恒常

的・継続的に質の向上を図っていく。【資料 1-2-19】 

 

［基準 1 の自己評価］ 

「1-1 使命・目的及び教育目的の設定」に関しては、本学の使命・目的は、高等教育

機関として、学校教育法、大学設置基準等の関係法令に適合しており、「自立と共生の意

識を持った人材養成」という人材養成目的、及び「学ぶ楽しさ、知るよろこび」という

大学コンセプトは、大学での学びの本質を明確かつ端的に表現したものである。表現は

簡潔で理解も容易である。また、大学理念、大学コンセプトが示唆するように、本学の

使命・目的及び教育目的は、学生一人ひとりの個性を伸ばすことを通じて人格の完成を

目指すものである。関係法令に適合していることはもちろん、時々の法令の改正、学部・

学科、大学院研究科の設置等に当たって守るべき基準、設置後の履行状況調査にも真摯

に対応してきた。また、グローバル化の進展、情報通信技術の飛躍的発展により急激に

変化する現代社会の中で、「自立と共生の意識を持った人材養成」の理念は一層重要にな

っていることから、本学の使命・目的及び教育目的としても適切である。一方、社会の

変化や人材需要の高度化にも機動的・柔軟に対応して、組織改編や教育課程の変更を進

めている。 

「1-2 使命・目的及び教育目的の反映」に関しては、「自立と共生の意識を持った人

材養成」という大学の人材養成目的、「学ぶ楽しさ、知るよろこび」の大学コンセプトが、

各学部・学科や大学院研究科等の設置の趣旨・人材養成理念をリードする概念となって

きた。また、大学の使命・目的、大学コンセプトに関する周知については、大学のウェ

ブサイト、「学生便覧」、「埼玉学園大学規則集」等において学内外に適切に行われている。 

以上のように、「使命・目的等」に関し、本学は高等教育機関として必要な水準を満た

していると考える。  
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基準 2．学生 

2－1 学生の受入れ 

≪2－1 の視点≫ 

2-1-① 

2-1-② 

2-1-③ 

教育目的を踏まえたアドミッション・ポリシーの策定と周知 

アドミッション・ポリシーに沿った入学者受入れの実施とその検証 

入学定員に沿った適切な学生受入れ数の維持 

（1）2－1 の自己判定 

 

基準項目 2－1 を満たしている。 

 

（2）2－1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

 

2-1-① 教育目的を踏まえたアドミッション・ポリシーの策定と周知 

本学では、大学全体としてのアドミッション・ポリシー（入学者受入れの方針）を定

めているほか、大学院心理学研究科修士課程、大学院子ども教育学研究科修士課程並び

に大学院経営学研究科博士前期課程及び後期課程のアドミッション・ポリシーをそれぞ

れ定めている。これらについては、学部学科・大学院研究科それぞれの各年度学生募集

要項に掲載するとともに、本学ウェブサイトで公表し、受験生、保護者、高等学校教員

等に幅広く周知している。【資料 2-1-1～4】 

 

1. 大学学部・学科 

本学が設置している学部・学科共通の入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシ

ー）を定めている。 

内容としては、学生の選考の基本的なポイントを、他者との関係性を自覚し、知的向

上の意欲を強く持っていることに置いており、埼玉学園大学の目指すもの・基本姿勢・

受験生に求める能力や資質を記述している。以下に、令和 4(2022)年度学生募集要項よ

り本学のアドミッション・ポリシーを引用する。【資料 2-1-1】 

 

埼玉学園大学の誇りは、教員が一人一人の学生と向かい合い、各人の個性や資質に即

した親身の指導をしようと心がけていることです。 

基本的な学力と同じくらい大切なのは、大学での勉強を通して自分をレベルアップさ

せようと願う向上心や、自分を取り巻く状況に広く目を向けていこうとする好奇心、自

分と他者との関係性をしっかりと把握できる認識力などです。 

学びたいという意欲や、困難を乗り越えて伸びていける意志と努力、積極性や誠実さ

など、それぞれが持つ様々な資質は、どれもかけがえのない大切な財産です。本学では、

この様な素晴らしい資質を持つ学生を求めています。 

本学では、大学進学希望者の多様性に対応して、多様な形態の入試を実施しています

が、選考の基本的なポイントを、他者との関係性を自覚し、知的向上の意欲を強く持っ

ていることに置いています。 

また、本学には、人間学部に人間文化学科、心理学科及び子ども発達学科の 3 学科、
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経済経営学部に経済経営学科があります。大学全体の入学者受け入れ方針のもとに、そ

れぞれの学科では、人材養成目的や教育研究内容の特色に沿った観点を重視します。 

 

この方針のもとに、入試形態別（指定校推薦入試、公募推薦入試、一般入試、大学入

学共通テスト利用選抜、総合型選抜）に求める能力や、各学科において重視する観点等

を明らかにしている。 

 

2. 大学院研究科 

大学院については、研究科ごとにアドミッション・ポリシーを定めている。以下に令

和 4 年（2022）度学生募集要項より本学大学院のアドミッション・ポリシーを引用する。

【資料 2-1-2】 

 

(1)大学院心理学研究科修士課程 

人間の心の問題に対応する実践的な人材として高い専門性と臨床的立場でのコミュ

ニケーション能力及び問題解決能力を重視する教育を目指します。本研究科の修了生に

は、公認心理師、臨床心理士としての活躍が期待されており、入学生には、学修成果の

達成に必要な基礎的な知識・能力と明確な目的意識が求められます。 

このため、人間の心の問題に対応する実践的な人材として高い専門性と臨床的立場で

のコミュニケーション能力及び問題解決能力を重視する教育を目指し、論文作成能力に

重点を置いた入試を行います。 

また、臨床心理学専攻は、臨床心理士の養成を主たる目的としており、そのために設

置している科目の履修に最低限必要な基礎的な知識を量るために、書類選考及び口述試

験により、公認心理師や臨床心理士としての資質を確認します。 

(2)大学院子ども教育学研究科修士課程 

「自立と共生」を理念に豊かな教養と子供に対する深い愛情と保育・教育に対する強

い使命感をもち、高度な専門的知識と教育実践的力量を有する人材の養成を目指します。

そこで、次のような能力・意欲・適性を持った学生を求めます。 

① 学部段階で培われた資質能力をもとに保育・教育に関する研究に意欲的に取り組も

うとする者。 

② 学校や地域において指導的役割を遂行できるスクールリーダーとなることを志向し、

高度な実践力を修得しようとする者。 

このため、教職に対する責任感と教育的愛情をもとに、自らの実践を省察し、自らの教

育実践理論を構築し続けていくことのできる高度な知識・技能、地域や社会と連携・協

働して教育実践に取り組むことのできる資質能力を重視する教育を目指し、論文作成能

力に重点を置いた入試を行います。 

(3)大学院経営学研究科博士課程 

博士前期課程は、グローバリゼーション下での知識基盤型社会の到来に対応する独創

性・専門性・人間性を兼ね備えた高度専門職業人の養成を目標としています。このため、

知識基盤型社会に対応する人材として高い専門性と独創的な問題解決能力を重視する教

育を目指し、論文作成能力に重点を置いた入試を行います。 
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博士後期課程は、自立した研究能力を持ってグローバリゼーション下での知識基盤型

社会の到来に対応する独創性・専門性・人間性を兼ね備えた高度専門職業人の養成を目

標としています。このため、原則としてすでに修士号を取得した者及び取得見込みの社

会人・一般学生・留学生を対象に、研究計画書、研究業績（修士論文を含む）及び面接

により、博士論文のテーマに対しての問題意識の深さ、研究能力及び博士論文作成のポ

テンシャリティーを重視した入試を行います。 

 

2-1-② アドミッション・ポリシーに沿った入学者受入れの実施とその検証 

学生受入れの適切な実施を目的として、本学及び川口短期大学に、学生募集・広報活

動協議会（以下「協議会」）を置いている。協議会は、学長、両大学の教員、事務局長、

事務職員で構成し、両大学の学生募集及び学生募集に関する広報活動の企画、連絡調整

及び事業の実施体制等について検討を行う。また、両大学の学生募集活動等を円滑かつ

効率的に処理するため、学生募集・広報センター（以下「センター」）を置いて、協議会、

入試委員会及び入試広報課と連携しながら、各種広報活動を企画・実施している。 

【資料 2-1-5】 

高校生、保護者その他の関係者に、本学の人材養成目的、アドミッション・ポリシー、

教育内容、教育システム、入試内容などの関係情報を理解していただくために、センタ

ーが中核となって実施している主な広報活動には、以下のものがある。 

・ 高校生や保護者等に対しては、「オープンキャンパス」や「進学説明会」を開催して

いる。 

・ 埼玉県内を中心に県外の高等学校も含め、個別に高等学校訪問を実施し、丁寧に説

明を行って各高等学校との緊密な関係構築を心掛けている。 

・ 高等学校からの依頼を受けて「出張講義」を実施し、本学の教育研究内容への関心

を喚起している。 

・ 高等学校や専門の事業者が主催する大学進学説明会（ガイダンス）に参加し、直接

高校生等に対し説明を行う機会を活用している。 

・ 大学案内や本学ウェブサイトに、本学の教育内容や入試情報等を詳細に掲載すると

ともに、専門の事業者が提供する各種広報媒体（ダイレクトメール、進学啓発用雑誌へ

の掲載、インターネット利用による広報など）を利用して、幅広い広報に努めている。

【資料 2-1-6～7】 

具体的な入学選抜については、アドミッション・ポリシーに依拠しつつ、有為な人材

を求めるという観点から以下のように多彩な入試形態を採用している。 

 

1. 大学学部・学科 

大学学部・学科の入試形態は共通に以下のようになっている。このような共通の入試

形態のもとに、学部・学科の人材養成目的等に応じて、選考基準に若干の違いを設けて

いる。 

① 指定校推薦入試 

高等学校との信頼関係に基づいて、高校生活での全教科における総合的な学力を持ち、

人物について優れていると学校長が認めた生徒について口頭試問を行い、知的好奇心や
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大学での勉学意欲、また集団生活への適応性などを有する学生を求める。 

② 公募推薦入試 

高等学校での活動において、優れた点を持つと学校長または教諭が認めた生徒につい

て口頭試問を行い、自己認識やコミュニケーションなどの言語上の能力や知的な意欲、

また積極性や誠実さなどを有する学生を求める。また、経済経営学部では、商業・情報

などの学科・コースを設置する専門高等学校で、商業に関する科目において所定の成績

を収めた生徒、又は、所定の資格を有する生徒についても口頭試問を行い、より高度な

専門的知識を学ぶ基礎を有する学生を求める。 

③ 一般入試（第Ⅰ期） 

本学独自の学力試験を実施し、本学の求める日本語能力（国語）と、得意な 1 教科（外

国語、地理歴史・公民、数学のいずれか）について、本学での学修における基礎学力を

有する学生を求める。 

④ 一般入試（第Ⅱ期） 

本学独自の学力試験を実施し、本学の求める日本語能力（国語）か外国語能力（英語）

について、本学での学修における基礎学力を有する学生を求める。 

⑤ 一般入試（第Ⅲ期・Ⅳ期） 

本学独自の学力試験を実施し、基礎的な日本語能力（国語）をもち、大学生にふさわ

しい表現力と思考力の資質を有する学生を求める。 

⑥ 大学入学共通テスト利用選抜（第Ⅰ期・第Ⅱ期） 

大学入学共通テストの得点により、本学の求める日本語能力（国語）と、得意な１教

科（地理歴史、公民、数学、外国語のいずれか）について、本学での学修における基礎

学力を有する学生を求める。（本学での個別学力試験は行わない。） 

⑦ 大学入学共通テスト利用選抜（第Ⅲ期・Ⅳ期） 

大学入学共通テストの得点により、本学の求める日本語能力（国語）について、本学

での学修における基礎学力を有する学生を求める。（本学での個別学力試験は行わない。） 

⑧ 総合型選抜 

少人数教育や言語運用能力の向上を目指す本学の基本姿勢を理解し、その方針に沿っ

て自分の能力を伸ばすことのできる生徒を、高等学校の状況と合わせ、１回の口頭試問

で選抜する。経験から学び取る力やコミュニケーション能力を有する学生を求める。 

 

以上のほか、3 年次からの編入学試験（面接形式）を実施している。 

入学者の選考に関しては、学長を委員長、各学部長、各学科長等からなる入試委員会

を置いて、試験科目、選考方法などの試験実施要領、入試日程、募集人員の決定や問題

作成業務を専任教員と事務職員の協力体制の下に、厳正な実施に努めている。 

【資料 2-1-8】 

2. 大学院研究科 

大学院については、アドミッション・ポリシーに依拠しつつ、有為な人材を求めると

いう観点から下表のような入試形態を採用している。 
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[表]大学院研究科の選抜方法 

研究科名 課程名 
選抜の方法 

一般選抜 学内選抜 

心理学研究科 修士課程 専門科目試験（筆記） 

英語試験（筆記） 

口述試験 

書類選考 

口述試験 

書類選考 

子ども教育学研究科 修士課程 専門科目試験（筆記） 

英語試験（筆記） 

口述試験 

書類選考 

口述試験 

書類選考 

経営学研究科 博士前期課程 専門科目試験（筆記） 

口述試験 

書類選考 

口述試験 

書類選考 

博士後期課程 口述試験 

書類選考 

 

 

2-1-③ 入学定員に沿った適切な学生受入れ数の維持 

学生の受入れについては、年度により、また学部・学科、大学院研究科により充足率

に変動がある。近年は、近年の学部毎の充足率は安定している。ただし、18 歳人口の減

少の影響により定員未充足の学科もあり、収容定員充足のために、志願者増加のための

取組み及び退学者の減少に向けた取組みが課題となっている。 

 

1. 大学学部・学科 

学部、学科別の入学定員に対する入学者数及び収容定員に対する在籍者数並びに学部

ごとの定員充足率はそれぞれ下表 1、表 2 のとおりである。 

 

［表 1］入学者定員・入学者数と学部充足率 

年度 

人間学部 経済経営学部 大学全体 

人間文化学科 子ども発達学科 心理学科 学 部 

充足率 

経済経営学科 学 部 

充足率 
定員 入学者 充足率 

定員 入学者 定員 入学者 定員 入学者 定員 入学者 

平成 29 年  80   57 140   81 100   65 0.63 100  82 0.82 420 285 0.67 

平成 30 年  80   68 140   77 100   81 0.70 100 85 0.85 420 311 0.74 

平成 3１年 

(令和元年) 
 80  111 140  75 100 106 0.91 100 129 1.29 420 421 1.002 

令和２年 80 128 140 118 100 104 1.09 100 126 1.26 420 476 1.13 

令和３年 80 121 140 106 100 110 1.05 100 108 1.08 420 445 1.06 
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［表 2］学部・学科別の収容定員と在籍者数 

年度 

人間学部 経営学部 経済経営学部 大学全体 

人間文化学科 子ども発達学科 心理学科 経営学科 会計学科 経済経営学科 
定員 在籍者 

定員 在籍者 定員 在籍者 定員 在籍者 定員 在籍者 定員 在籍者 定員 在籍者 

平成 29 年 506 426 566 447 100 65 - 6 - 1 528 331 1,700 1,276 

平成 30 年 446 376 566 377 200 144 - 1 - 0 488 321 1,700 1,219 

平成 3１年 

(令和元年) 
386 354 566 329 300 238 - 0 - 0 448 349 1,700 1,270 

令和２年 326 363 566 341 400 324 - 0 - 0 408 401 1,700 1,429 

令和３年 326 418 566 365 400 371 - 0 - 0 408 440 1,700 1,594 

 

2. 大学院研究科 

また、大学院研究科の入学者数の内訳は下表 3 のとおりである。入学定員に対する充

足率は年度により、また、研究科により変動があり、入学定員の母数が小さいことによ

り変動幅も大きい。 

 

［表 3］大学院研究科別の入学者定員と入学者数 

年度 

心理学研究科 子ども教育学研究科 経営学研究科 

修士課程 修士課程 博士前期課程 博士後期課程 

定員 入学者 定員 入学者 定員 入学者 定員 入学者 

平成 31 年(令和元年) 10 5 5 0 10 2 3 0 

令和 2 年 10 4 5 2 10 4 3 0 

令和 3 年 10 5 5 2 10 3 3 1 

 

（3）2－1 の改善・向上方策（将来計画） 

入学定員に沿って適切な学生受入れ数を維持することは、人材養成の社会的使命を果

たす観点、また、大学の持続的発展の観点から極めて大きな課題となっている。このた

め、「法人経営健全化検討委員会」及び「将来事業計画検討委員会」での審議検討等を踏

まえ、社会のニーズに対応した組織改編や入学定員の学科間移動、教育課程の改訂、大

学院の設置等を進めてきた。 

収容定員未充足問題の改善のためには、教育の質を保証しながら、留年者、休学者、

退学者の減少対策を講ずることが重要である。このため、前述の「定員充足策検討委員

会」では、原因、対応策について、入口（入学者選抜）・中身（教育内容・方法）・出口

（就職）にわたり総合的に調査検討を行い、着実に具体化していくことが課題として議

論されている。今後の具体的な改善策としては以下があげられる。 

子ども発達学科では、人間形成の基礎となる 0～12 歳の子どもの発達について学び、

保育所・幼稚園・小学校の各年代に求められる知識や技能を身につけ、子ども教育の専

門家を養成する学科であることを伝えていく。 

地域社会との連携を強化し、ボランティアやイベントを通して子どもたちと関わるこ

とで、学びと地域貢献の両立を目指す「子ども子育て支援プロジェクト」を行っている。
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地域と連携した教育現場で、子どもたちと実際に関わりながら活きた学びを体験するこ

とを目指している。幼稚園・小学校教諭、保育士の 3 つの免許状・資格が同時に取得で

き、私立幼稚園・私立保育所への就職率は近年 100％となっており、これらの内容が志

願者等に浸透し定着するよう、丁寧な説明と広報に努める。 

心理学科では、平成 29（2017）年から学生を受け入れており、組織改編や教育課程改

訂の趣旨を徹底し、教育研究内容の充実に努める。同年 9 月の公認心理師法施行後、大

学における必要な科目の整備、講師の手配、既存の科目の経過措置の検討を鋭意行い、

平成 30（2018）年春に、公認心理師の養成教育が開始できるように厚生労働省に申請書

類を提出した。公認心理師養成カリキュラムについての内容を、オープンキャンパスに

おける学科説明や広報等で付け加え、高校教員等、関係者に浸透し定着するよう努めて

いる。 

次に経済経営学科は平成 30(2018)年度から「スポーツ・健康科目群」、「観光ビジネス

科目群」を開設した。「スポーツ」、「健康」とビジネスの関わりについて、その仕組みと

展望を学ぶ科目を充実させ、スポーツの発展、人々の健康に貢献できる人材の育成を目

指している。また、同じく平成 30(2018)年度から「観光ビジネス科目群」を開設した。

ビジネスの幅広い分野で使える、確かな基礎力を身につけるための教養に加えて、高度

な専門科目群が用意された。また令和 3（2021）年 4 月には、データサイエンス科目群

を新設し、実践的データサイエンスとその AI への応用を学ぶことができることとした。 

人間文化学科では、人間と社会を様々な角度から考察し、人間性豊かな知性と教養を

培うため、令和 3（2021）年において令和 4 年度入学生より新たにメディア科目群を追

加開設することを決定した。当該科目群では映像、音楽、広告、SNS など、さまざまなメ

ディアを横断しながら、コミュニケーションや表現文化の新たな形について考え、生活

に深く浸透したメディアとそれを用いる人間の営みを考察するとともに、メディアに囲

まれた現代社会を生きる知を獲得することを目指す。併せて、AI（人工知能）時代にお

ける人間の社会的役割を問い直し、歴史・文学・言語・メディア・人間心理などを通じ

て人間としてより良く生きるためのコミュニケーション力と構想力を磨いていくことを

目標とする。 

以上、全学的にこれから伸びが期待される分野であることを学生に詳しく丁寧に説明

していく。興味ある学生への履修指導を積極的に行うと同時に、各教職員が生徒や進路

指導の先生に、学科の特長・魅力をどう説明するのかの共通認識を持つこととした。高

校訪問・オープンキャンパスなど、引き続き志願者等への広報に努める。 

定員未充足が継続している子ども発達学科については、令和 5（2023）年度より「小

学校教育コース」、「幼児教育コース」の 2 コースを設置することにする。これまでもゼ

ミ等を通して進路に応じた指導を行ってきた実績はあるが、受験生に分かりやすい形で

示されていなかった。両コースで取得可能な免許状・資格に違いを出さないことで、こ

れまでの 3 種の免許状・資格を取得できるという点を維持しつつ、受験生に対して本学

科で学ぶことによって開かれる進路を明確化することに努める。 

入試形態の AO 入試について採用していたオープンキャンパス参加型と面談 1 回型の

2 つの形態が受験生にわかりにくいという指摘もあったことから、平成 29（2017）年度

入試から 1 本化することとしている。 
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最後に入試広報課の職員は高校訪問や学生募集の会場ガイダンス等に、積極的に出席

する。相談者に対しては本学及び各学科の特徴を丁寧に説明していくとともに、大学選

びにてオープンキャンパスへの参加や大学を自分で確かめることの重要性を訴えていく。 

2－2 学修支援 

≪2－2 の視点≫ 

2-2-① 

2-2-② 

教員と職員等の協働をはじめとする学修支援体制の整備 

TA（Teaching Assistant）等の活用をはじめとする学修支援の充実 

（1）2－2 の自己判定 

 

基準項目 2－2 を満たしている。 

 

（2）2－2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

 

2-2-① 教員と職員等の協働をはじめとする学修支援体制の整備 

 本学では学修支援を充実させるべく、教員と職員が協力関係を築いている。教務関係

では、特に教育課程や時間割の編成、学生の履修及び成績管理、学生向け履修相談ブー

スの設置、シラバスの作成作業とウェブサイトへの掲載、「履修のてびき」の編集、学期

開始時のガイダンスに向けての教員説明マニュアルの作成と開催準備、資格課程（図書

館司書、博物館学芸員等）の運用・管理、単位互換制度の運用、キャリア教育科目での

授業運営等を行い、学生に対する修学上のサポート体制を整備している。なお、新型コ

ロナウイルスの感染拡大防止のため、令和 3(2021)年度は履修相談ブースを設置するこ

とができなかった。【資料 2-2-1～2】 

 学生の退学・休学や年次別の在学者数等の学籍状況については教務課が管理し、教務

委員会での審議を経て、教授会に報告されることにより、教員・職員間で退学・休学理

由を含めた情報の共有を行っている。なお、退学や休学の可能性がある学生については、

演習（ゼミナール）担当教員が個別に連絡・指導を行い、その内容を「修学指導報告書」

にまとめて教務課に提出し、情報共有すべく教務委員会において該当学生の修学状況が

報告されている。【資料 2-2-3】 

 また、学生の学修上の質問や相談に応ずるため、すべての専任・特任教員が週に 1 コ

マ以上のオフィスアワーを設けて学修支援を行う体制を整え、質問・相談があった場合

には月ごとに「学習支援・修学相談記録」を教務課に提出することとしている。 

 さらに、例年、本学では入学予定者に対して課題作文を課し、専任・特任教員が添削

指導をすることによって、入学前から文章表現力を養成することとしているほか、入学

予定者を対象として入学前の 3 月下旬に「入学前ガイダンス」を開催し、大学での勉学

の心構えなどを説く導入授業、各専門分野の入門授業、保育士資格や小学校・幼稚園教

諭免許取得のための説明授業を行うとともに、併せて「学習到達度調査（日本語・英語）」

を教員と職員との協力体制の下で実施することにしている。しかしながら、新型コロナ

ウイルスの感染拡大防止のため、令和 3(2021)年度の入学予定者については、課題作文

の添削指導は実施したものの、「入学前ガイダンス」を開催することができなかった。 

【資料 2-2-4～5】 
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 本来「入学前ガイダンス」と同日に行われるはずであった「学習到達度調査」は、毎

年旺文社の「学習成果到達度システム」のテストを使用し、1 科目あたり 45 分で行って

いるものである。調査の目的は、大学の勉学に必要な日本語力の確認と「英語Ⅰ」（1 年

次必修科目）のレベル別クラス分けに利用することにある。その他、学生の学力状況を

把握し、学力不足の学生に対しては補習などのサポートを含めた学習支援を行う場合の

参考材料とする一方、学力の良好な学生については「エクステンションセンター」の各

種資格講座等の受講や将来の大学院進学を促す際の資料とするなど、学生の勉学意欲の

向上に資するように活用することも学習到達度調査実施の目的となっている。上記の目

的を果たすために、個々の学生の調査結果を 1 年次の教養演習クラスごとに担当教員に

配付するとともに、学科別の成績一覧表を各学科所属の全教員に配付し、学生の学力状

況を把握できるようにしている。 

 「教員・保育士養成支援課」は、教職課程、保育士養成課程に関する委員会の運営に

関するサポートや、資格・免許に関する事務取扱を行っている。また、「教員・保育士養

成支援センター」において、保育・教育実習に関しての学生からの相談や、実習に関係

する機関との調整に当たっている。【資料 2-2-6】 

 

2-2-② TA（Teaching Assistant）等の活用をはじめとする学修支援の充実 

学生の高いニーズに応えるため、心理学実験室に 3 名の TA が配置されている。3 名

（令和 3（2021）年度秋期より 2 名）の TA は、各種の心理学実験の授業で使用する物品

や実験用具の管理、レポート・卒業論文の作成補助や PC 操作の指導等を担っており、そ

の活動状況については毎年、教務委員会にて報告がなされている。【資料 2-2-7～8】 

 

（3）2－2 の改善・向上方策（将来計画） 

学修支援及び授業支援の充実のためには、教員と事務職員の間の意思疎通が必要不可

欠である。そのために、事務職員は社会の要請や学生のニーズを的確に把握し、教員に

対し適切な情報提供を行うこととする。また、新たな取組みに当たっては、学内の委員

会等に教員と事務職員が共に参画して企画するなど教員と事務職員の連携強化を図る。 

事務組織については、業務内容や業務量の変化に対応して組織編成を行い、教員のオ

フィスアワーに関しては適切に運用されており、一層の活用を図る。 

学修支援体制を一層強化すべく、教員による学修支援の実施状況を正確に把握するた

め、「学習支援・修学相談記録」の提出の徹底を図る。 

新型コロナウイルス感染拡大防止のために中止していたものの復活を検討するとと

もに、そのような事態の有無にかかわらず学修支援体制を維持できるように「入学前ガ

イダンス」等のあり方について検討する。 
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2－3 キャリア支援 

≪2－3 の視点≫ 

2-3-① 教育課程内外を通じての社会的・職業的自立に関する支援体制の整備 

 

（1）2－3 の自己判定 

 

基準項目 2－3 を満たしている。 

 

（2）2－3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

 

2-3-① 教育課程内外を通じての社会的・職業的自立に関する支援体制の整備 

本学では、学生の卒業後の職業生活等を支援するため、教育課程に関しては、教務委

員会が中心となり、教育課程外については、エクステンションセンターとキャリアセン

ターが連携を図り、大学設置基準第 42 条の 2 の規定の趣旨に添って取り組む体制を整

備している。エクステンションセンターは、学生の各種資格取得、国家試験対策等を支

援するための教育事業を展開し学生のキャリア支援に資すること等を目的として設置さ

れており、就職活動全般に必要な知識やスキルを身に付けられるよう、希望する学生は

無料で受講できる各種講座を開設している。また、キャリアセンターは、学生の就職及

び進学活動の支援を目的としている。【資料 2-3-1～2】 

教育課程内の取組としては、1・2 年次に「インターンシップⅠ」、3 年次に「インター

ンシップⅡ」、また 1～4 年次に「キャリアデザインⅠ」「キャリアデザインⅡ」を開講し

て、社会との接点を持つことに関する興味や実践にかかわる指導ができるようにしてい

る。 

  「インターンシップⅠ」はインターンシップ（企業就業体験）のための準備講座で、

働くことに関する基礎知識の習得や、先輩・企業人との対話による就業意識の醸成を目

的として開講している。「インターンシップⅡ」は、自己分析、業界研究、受入先への応

募や実習のための事前指導と、学生自ら応募（エントリー）し、体験してきたインター

ンシップやセミナー等に基づく事後指導を行う。いずれの授業も、適宜、グループワー

クやゲストとの対話を取り入れ、コミュニケーション能力の向上を意識したものとなっ

ている。 

  「キャリアデザインⅠ」はキャリアデザインの意味と、自分と大学、社会を捉え直し

ながら、主体的なキャリアや生き方を検討する内容となっている。「キャリアデザインⅡ」

は、「就職活動」の準備期間として必要な知識や情報の習得と、実際に就職活動を始める

ことを目的としたワークやグループディスカッションなどを行う内容となっている。 

これらの授業から 4 年間を通じて社会性や就職にかかわる教育指導ができるようにし

ている。 

 さらに、平成30(2018)年度は経済経営学科に「特殊講義Ⅰ」を開設し、令和元(2019)

年度入学生からは全学共通科目として「ビジネス社会と出会うⅠ（業界研究・会社研

究）」と「ビジネス社会と出会うⅡ（業界研究・会社研究）」を隔年で開講している。こ

れらの授業科目は、学生が業界や企業に関する適時で適切な情報を得る機会を提供して
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いる。具体的には、下表1のとおり様々な業界の企業から実務に携わっている講師を招

聘し、業界における様々な企業、仕事内容からその仕事内容の社会的意義や働きがいも

含めて講義してもらうオムニバス形式の授業である。【資料2-3-3】 

 

[表 1]令和 3(2021)年度「ビジネス社会と出会うⅠ(業界研究・会社研究）」招聘企業一覧 

綜合警備保障株式会社（ALSOK） 川口市（川口市長） 

日本アイ・ビー・エム株式会社 日本郵便株式会社 

株式会社東京証券取引所（日本取引所グループ） 日本放送協会（NHK） 

株式会社マツモトキヨシホールディングス いすゞ自動車株式会社 

株式会社三井住友銀行 株式会社オンワード樫山 

ヒューリックビルド株式会社 株式会社ホテルオークラ東京 

 

また、教育課程外の取組みとしては、就職基本講座を下表 2 のとおり開講した。 

 

[表 2]就職基本講座開講状況（令和 3（2021）年度） 

開催日 講座名 概要 

2 月 04 日（金） 
就職基本講座① 

(WEB サイトの活用法) 

就職サイト運営者から、エントリーや

説明会予約方法、履歴書の書き方につ

いて解説してもらう。 

2 月 10 日（木） 
就職基本講座② 

(グループディスカッション講座) 

グループディスカッションについて

コツや実践トレーニングを体験する。 

2 月 18 日（金） 

就職基本講座③ 

(就活力アップマナー講座) 

(就職活動キックオフ) 

マナーの基本・身だしなみについて、

元 ANA 客室乗務員の方より解説。 

今までの就職基本講座のおさらい、疑

問や質問について応える。 

 

エクステンションセンターでは、学生の各種資格取得を幅広く支援し、社会人基礎力

を身につけさせるためのさまざまな講座を提供している（原則受講料無料）。講座数及び

講座内容について、多様化する社会のニーズや学生の要望に応え、毎年検討し、改善・

充実を図っている。外部講師に関しても厳しい基準で選考し、受講生アンケートによる

常時チェック体制を敷き、学生が高いモチベーションを維持しながら学べるよう受講環

境の整備に努めている。令和 2（2020）年度には下表 3 の通り、公務員・教員試験対策

として、公務員試験対策〈専門〉講座、小学校全科対策講座を新たに開講し、これと同

時に資格関連講座には世界遺産検定 2 級講座、色彩検定 3 級講座を新設した。日商簿記

１級講座は学外にて実施した。【資料 2-3-4】 
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［表 3］令和 2 年度開講講座一覧 

区分 講 座 名 講座回数 

公務員 

教 員 

公務員試験対策<教養>講座（国家・地方公務員） 66 回 

公務員試験対策<専門>講座（国家・地方公務員） 81 回 

地方初級公務員試験対策講座（公立保育士・行政事務） 59 回 

教員採用試験対策講座 37 回 

公立小・保育士特別支援講座（大学・短大） 

公立小 

3 年次 15 回 

4 年次 15 回 

公立保 

3 年次  9 回 

4 年次 10 回 

小学校全科対策講座 16 回 

情 報 

処 理 

MOS 講座 Word エキスパート  8 回 

MOS 講座 Excel エキスパート  8 回 

MOS 講座 PowerPoint  6 回 

ＩＴパスポート試験講座【国家資格】 15 回 

語 学 ＴＯＥＩＣテスト対策講座（500 点突破） 24 回 

簿 記 

会 計 

日商簿記検定 1 級講座 外部で開催 

日商簿記検定 2 級講座(11 月試験対策) 35 回 

金 融 ファイナンシャルプランニング技能検定 3 級講座【国家資格】 10 回 

不動産 宅地建物取引士資格試験講座【国家資格】 27 回 

ビジネ

ス 

秘書技能検定 2 級講座 （ 6 月試験対策）  8 回 

秘書技能検定 2 級講座 （11 月試験対策）  8 回 

流 通 リテールマーケティング（販売士）検定 3 級講座 11 回 

観 光 

国内旅行業務取扱管理者講座【国家資格】 25 回 

世界遺産検定 2 級講座  6 回 

ブライダルプランナー検定 2 級講座 10 回 

医 療 

事 務 

調剤薬局事務講座 12 回 

医療事務技能審査試験講座 25 回 

心 理 

メンタルヘルス・マネジメント検定Ⅲ種講座  5 回 

アロマテラピー検定 2 級講座  5 回 

色彩検定３級講座  7 回 

幼 児 

教 育 

・保育 

救急法救急員講座  Ａ日程／Ｂ日程 各 3 日間 

ネイチャーゲームリーダー養成講座 2 日間 

おもちゃインストラクター養成講座 1 日間 

保育のための表現講座（キッズダンス、手遊び・指遊び、折紙） 3 日間 

 

一方、新型コロナウイルスの感染拡大により、「救急法救急員講座」が中止になった。

また公務員・教員試験対策講座について、合格まであきらめず学ぶためのサポート体制

の強化、及び講座内容の再検討の必要性が課題として残った。令和 3（2021）年度では、

下表 4 の通り、令和 2（2020）年度の課題を解決するため、「公務員試験対策〈専門〉入

門講座（国家・地方公務員）」の内容を見直し、憲法・民法・経済学を中心としたカリキ

ュラムに変更した。その結果、受講生が受講しやすくなり、受講者増につながった。資

格講座について、情報管理を担う人材の育成が急務となっている社会ニーズに鑑み、新

たに「情報セキュリティマネジメント講座」を開設した。また観光業就職志望の学生の

増加に応じて、「ホテルビジネス実務検定講座」を開講した。【資料 2-3-5】 
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［表 4］令和 3 年度開講講座一覧 

区  分 講 座 名 実施回数 

公 務 員 

教  員 

1 公務員試験対策<教養>講座（国家・地方公務員） 64 回 

2 公務員試験対策<専門>入門講座（国家・地方公務員） 38 回 

3 地方初級公務員試験対策講座（公立保育士・行政事務） 59 回 

4 教員採用試験対策講座 37 回 

5 公立小・保育士特別支援講座（大学・短大） 

公立小 
3 年次 15 回 
4 年次 15 回 

公立保 
3 年次  9 回 
4 年次 10 回 

6 小学校全科対策講座 16 回 

情報処理 

7 MOS 講座 Word エキスパート  8 回 

8 MOS 講座 Excel エキスパート  8 回 

9 MOS 講座 PowerPoint  6 回 

10 IT パスポート試験講座【国家資格】 15 回 

11 情報セキュリティマネジメント講座【国家資格】  9 回 

語  学 12 TOEIC○R  Listening & Reading テスト対策講座（500 点突破） 24 回 

簿記会計 
13 日商簿記検定 1 級講座 外部で開催 

14 日商簿記検定２級講座 35 回 

金  融 15 ファイナンシャルプランニング技能検定３級講座【国家資格】 10 回 

不 動 産 16 宅地建物取引士資格試験講座【国家資格】 27 回 

ビジネス 
17 秘書技能検定２級講座（ 6 月試験対策）  8 回 

18 秘書技能検定２級講座（11 月試験対策）  8 回 

流  通 19 リテールマ-ケティング（販売士）検定３級講座 11 回 

観  光 

20 国内旅行業務取扱管理者講座【国家資格】 25 回 

21 世界遺産検定２級講座 10 回 

22 ブライダルプランナー検定２級講座 10 回 

23 ホテルビジネス実務検定講座 13 回 

医療事務 
24 調剤薬局事務講座 12 回 

25 医療事務技能審査試験講座 25 回 

心  理 

26 メンタルヘルス・マネジメント○R検定Ⅲ種講座  5 回 

27 アロマテラピー検定２級講座  5 回 

28 色彩検定３級講座  7 回 

幼児教育 

保  育 

29 救急法基礎講座 Ａ・Ｂ日程 各 1 日 

30 ネイチャーゲームリーダー養成講座  2 日 

31 おもちゃインストラクター養成講座  1 日 

32 保育のための表現講座（ｷｯｽﾞﾀﾞﾝｽ、手遊び・指遊び、折り紙）  3 回 

 

「密」を避けるための教室変更、同一講座の講座回数の増加など、新型コロナウイル

ス予防措置を徹底し、受講者数の確保に努めた結果、下表 5 の通り、令和 2（2020）年

度に比べ、令和 3（2021）年度の受講者数は大幅に増加し、コロナ前の水準の 7 割まで

回復した。 

［表 5］令和元年度から 3 年度の受講者数比較 

 令和元年 令和 2 年度 令和 3 年度 

大学生（卒業生） 838（2）人 366（1）人 627（3）人 

※卒業生は外数 
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一方、令和 3 年度においても「救急法基礎講座」（救急法救急員講座）は新型コロナウ

イルス感染拡大のため中止となった。 

このような教育課程内外での取組みと共に、キャリアセンターは、就職活動中の学生

に対して窓口で日々相談に応じているほか、活動意欲が低い消極的な学生へは電話連絡

を行って個別に対応するなど、学生一人一人に対してきめ細やかな指導を行っている。

また、相談内容や内定状況などは Microsoft Access 内で一元管理を行っている。学生の

状況に合わせて相談ができる環境を整えており、下表 6 のとおり総じて高い就職率を確

保している。 

[表 6]過去 5 年間の学部別就職率推移 

年  度 人間学部 経済経営学部 全学合計 

平成 29 年度 99.5％ 95.7％ 98.7％ 

平成 30 年度 100.0％ 100.0% 100.0% 

令和元年度 99.5％ 97.9％ 99.1％ 

令和 2 年度 97.8％ 97.8％ 97.8％ 

令和 3 年度 97.2％ 95.8％ 96.8％ 

 

（3）2－3 の改善・向上方策（将来計画） 

エクステンションセンターでは今後の改善・向上方策について、以下のように考えて

いる。 

 

①講座内容の充実と改善 

これまでは毎年度講座内容の充実・改善を図り、各専門分野のバランス、講座の一貫

性、就職との関連性、講座の人気度などを吟味し、慎重に検討するうえでコースを決定

している。この基準を踏まえて、令和 4（2022）年度は下表 7 の通り、国家資格取得講

座、公務員・教員採用試験対策講座、金融・流通・情報処理・ビジネス関連資格講座、

簿記検定試験、語学資格対策など 35 コースを開講することとなった。 

令和 4（2022）年度に「日商 PC 検定 2 級講座（文書作成）」、「日商 PC 検定 2 級講座

（データ活用）」を新設し、情報処理関連内容を一層充実させた。この 2 講座を受講して

いれば、企業実務で要求されるワード・エクセル・パワーポイントの機能・操作方法を

習得できるだけでなく、ハードウェア、ソフトウェア、ネットワークに対する実践的な

知識も身につけられるので、多くの学生の受講を期待している。 

今後は社会ニーズや学生の就職志向に合わせて、IT 関係、データサイエンス、AI（人

工知能）、情報管理、医療系、心理学系講座の充実を検討する。【資料 2-3-6】 
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［表 7］令和 4（2022）年度開講講座一覧 

区  分 講座No. 講 座 名 実施回数 

公 務 員 

教  員 

1 公務員試験対策<教養>講座（国家・地方公務員） 61 回 

2 公務員試験対策<専門>入門講座（国家・地方公務員） 38 回 

3 地方初級公務員試験対策講座（公立保育士・行政事務） 59 回 

4 教員採用試験対策講座 37 回 

5 公立小・保育士特別支援講座（大学・短大） 

公立小 
3 年次 15 回 
4 年次 15 回 

公立保 
3 年次  9 回 

  4 年次 10 回 

6 小学校全科対策講座 16 回 

情報処理 

7 MOS 講座 Word エキスパート 春期  8 回 

8 MOS 講座 Word エキスパート 秋期  8 回 

9 MOS 講座 Excel エキスパート 春期  8 回 

10 MOS 講座 Excel エキスパート 秋期  8 回 

11 MOS 講座 PowerPoint  6 回 

12 日商 PC 検定２級講座（文書作成） 10 回 

13 日商 PC 検定２級講座（データ活用） 10 回 

14 IT パスポート試験講座【国家資格】 15 回 

15 情報セキュリティマネジメント講座【国家資格】  9 回 

語  学 16 TOEIC○R Listening & Readingテスト対策講座（500点突破） 24 回 

簿記会計 
17 日商簿記検定 1 級講座（令和 5 年 6 月試験対策） 外部で開催 

18 日商簿記検定２級講座（令和 4 年 11 月試験対策） 35 回 

金  融 19 ファイナンシャル･プランニング技能検定３級講座【国家資格】 10 回 

不 動 産 20 宅地建物取引士資格試験講座【国家資格】 27 回 

ビジネス 
21 秘書技能検定２級講座（ 6 月試験対策）  8 回 

22 秘書技能検定２級講座（11 月試験対策）  8 回 

流  通 23 リテールマーケティング（販売士）検定３級講座 11 回 

観  光 

24 国内旅行業務取扱管理者講座【国家資格】 31 回 

25 世界遺産検定２級講座 12 回 

26 ブライダルプランナー検定２級講座 12 回 

27 ホテルビジネス実務検定講座  8 回 

医療事務 
28 調剤薬局事務講座 12 回 

29 医療事務技能審査試験講座 25 回 

心  理 

30 メンタルヘルス・マネジメント®検定Ⅲ種講座  5 回 

31 色彩検定３級講座  7 回 

32 救急法基礎講座  1 日 

幼児教育 

保  育 

33 ネイチャーゲームリーダー養成講座  2 日 

34 おもちゃインストラクター養成講座  1 日 

35 保育のための表現講座（ｷｯｽ゙ ﾀ゙ ﾝｽ､手遊び､歌あそび､絵本読み聞かせ､折り紙）  3 回 

 

②受講率・合格率の向上 

引き続き受講率・合格率の向上を目指す。公務員試験については教員及び公立保育士

だけでなく、行政等への希望者に受講してもらうよう、各学科の演習担当教員と連携を

密にし、受講・受験者をバックアップする。合格率や人気度の高い講座を継続させる一

方、受講者数が少ない、または合格率の低い講座については、講師、派遣業者、エクス

テンションセンター委員会など各方面で意見交換を行い、必要に応じて受講生のデータ

ベースを活用し、演習担当教員と連携し問題解決を図る。モチベーションを高めるガイ
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ダンス・説明会、豊富で魅力的な講座内容、質の高い講師陣が不可欠と考えている。令

和 4（2022）年度は引き続き一人でも多くの合格者を出すよう、質の高い講座と良好な

受講環境の確保を目指して取り組んでいきたい。 

 

③ウィズコロナ時代の新しい模索 

新型コロナウイルスの影響拡大・長期化が懸念される中、ウィズコロナ時代の新しい

模索が必要である。令和 4（2022）年度では二年連続中止となった「救急法基礎講座」に

ついて、日本赤十字社と意見交換し、受講者や指導員の感染予防を徹底したうえで、安

全に配慮した実技内容限定の開講の可能性を探ると同時に、中止となった講座の代替措

置を検討し、対応していきたい。 

 

④キャリアセンターとの連携 

エクステンションセンター講座の目的は、学生が正課授業で学んだ知識や技能にさら

に磨きをかけ、就職活動全般に必要なスキルを身につけさせることである。今後もキャ

リアセンターとの連携を深めながら、就職に直結する資格講座を一層充実させると同時

に、引き続き各講座の受験率・合格率の向上、公立保育所、公立小学校等への就職率ア

ップを図る。 

キャリアセンターでは、引き続き、就職活動の動向を注視しながら、入学時から 4 年

次までの連続的かつ体系的な就職支援プログラムの充実を図っていく。そのうえで、学

生・チューター・職員間での情報共有を行い、学生の就職に関するコミュニケーション

が円滑に行うことができるような体制を継続的に検討する。 

 

2－4 学生サービス 

≪2－4 の視点≫ 

2-4-① 学生生活の安定のための支援 

 

（1）2－4 の自己判定 

 

基準項目 2－4 を満たしている。 

 

（2）2－4 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

 

2-4-① 学生生活の安定のための支援 

「学生便覧」にて、学生サービス・厚生補導、経済的支援、課外活動、健康相談、心

的支援、生活相談のためのガイドを掲載して、学生への周知を図り、活用を促している。

具体的内容は以下のとおりである。【資料 2-4-1】 

(1)学生サービス、厚生補導のための組織 

学生サービス、厚生補導の内容としては、スクールバス運行ダイヤの管理、奨学金、

健康診断、学生相談、「学友会」との対応、大学祭（「埼学祭」と称する）、体育祭等学生

のための行事、学生団体（サークル活動）の管理・運営、適切なアルバイトに関する指
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導、学内施設（カフェテリア（学生食堂）、体育アリーナ、テニスコート、多目的ルーム

など）の使用に関する指導、紛失物や取得物の管理などのほか、私費外国人留学生に関

する在籍確認、アルバイトに係る副申書発行、学習奨励費支給のための面談なども含ま

れる。これらの業務は「学生委員会」が所管し、実際の業務は学生課が実施する。 

【資料 2-4-2～3】 

なお、カフェテリア（学生食堂）の運営については、外部業者に委託しているが、運

用方法については業者との連携を密に取りながら、その向上を図っている。また、外部

業者と提携し、学内に購買を設置し、学生の福利を図っている。 

また、基準項目 1-1 で述べたチューター制、オフィスアワー制度等は、学生サービス

厚生補導の機能も果たしている。 

(2)奨学金等 

経済的支援として、入学料及び授業料の免除は、「埼玉学園大学入学料及び授業料の免

除に関する規程」に基づいて行われている。【資料 2-4-4】 

入学料は、大学院の場合は大学学部、大学の場合は学校法人峯徳学園（以下、「本法人」）

が設置する川口短期大学を卒業又は退学した者について全額、風水害の被害その他の事

情により入学料の納付が困難な者について半額を免除することとなっている。また、授

業料の免除は、学業成績優秀で経済的理由その他の事情により授業料の納付が困難な者

について行われることになっており、最近では平成 26（2014）年に 1 名がこの制度の適

用を受けている。 

本学独自の奨学金制度として、平成 19（2007)年に「埼玉学園大学特待生規程」を定

め、各学年の成績優秀者の中から 5 名を上限に選考して、授業料相当分、又は授業料の

半分を免除する「特待制度」を導入した。本制度については、平成 23 年(2011)には、新

たに制定した「埼玉学園大学奨学金規程」に基づいて支給する埼玉学園大学奨学金（通

称「さいがくサポート奨学金」）として発展的に改められ、運用等の改善を図りながら現

在に至っている。さいがくサポート奨学金は、指定校推薦型選抜Ⅰ期入試及び公募推薦

型選抜Ⅰ期入試を受験して特に優秀な成績をもって入学し、在学中勉学に専念する意欲

のある学生に対して経済的な支援を行うことにより、有為な人材を育成することを目的

としている。この奨学金は、学部学科を問わず各学年 10 名以内が対象となり、給付額は

年間 50 万円とし、在学中の成績優秀な学生は連続して最大 4 年間受給できる。前述の

席次の算出方法による成績評価は、継続受給の可否の選考に用いられる。【資料 2-4-5】 

また、大学院学生については、「埼玉学園大学大学院奨学金規程」に基づき、選抜入試

Ⅰ期を受験して特に優秀な成績をもって入学し、在学中勉学に専念する意欲のある学生

から選考して年間 66 万円を給付する。この金額は、大学院の年間授業料及び維持管理費

に相当し、成績優秀な学生は連続して 2 年間まで受給できる。奨学生数は各研究科各学

年 5 名の範囲で各研究科の学生定員の規模等に応じて定めている。 

さらに、独立行政法人日本学生支援機構奨学金の受給を希望する学生には、ガイダン

スを実施し、必要に応じて面接指導を実施した。従来の奨学金制度に加え、令和 2（2020）

年 4 月から経済的理由により大学への進学・進級が困難である学生を対象とした「高等

教育の修学支援新制度」が開始されたが、この奨学金制度を利用したい学生に対するガ

イダンスを複数回実施するとともに、必要に応じて個別相談を行った。本制度の利用を
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希望した全ての学生に対して、大学での単位取得状況や成績を確認し、学ぶ意欲の有無

について確認するための面接指導を実施した。新制度給付型奨学金対象者の判定につい

ては、日本学生支援機構が行い、対象となった学生には、授業料及び入学金について、

経済状況に応じて免除又は減額された。【資料 2-4-6】 

なお、第一種、第二種奨学金、給付型奨学金を合わせた受給者は、令和 2(2020)年度

625 名、令和 3 年度(2021)年度 665 名であった。 

その他地方公共団体、公益法人等の各種諸学金制度の情報収集を積極的に行い、本学

ウェブサイトとのリンクを通じて学生への周知を図っている。 

(3)課外活動 

令和 3(2021)年度末現在、課外活動の認定団体（26 団体）が登録され、活動を行って

いる。令和 2（2020）年度は、新型コロナウイルス感染症蔓延のため、全ての課外活動を

停止とし、活動を実施することができなかった。令和 3（2021）年度については、感染防

止と課外活動との両立を図ることを目指して「課外活動における新型コロナウイルス感

染防止対策ガイドライン」を策定し、各団体に対して、実際の活動に即した感染対策を

記述した「課外活動再開計画書」の提出を義務づけた。活動時間、回数については、週

2 回、1 回あたり 2 時間以内とし、課外活動を再開させた。 

課外活動の運営については、「学友会」の一機関であるサークル管理委員会が中心とな

り、「課外活動団体代表者会議」が開催されている。新型コロナウイルス感染症が蔓延す

る以前は、代表者会議を年 6 回程度開催していたが、令和 3（2021）年度については、

オンライン会議 1 回と対面式会議 1 回が実施された。主な活動内容は、施設利用の調整、

サークル活動費の手続き及びその配分方法、年間活動計画及び活動報告等である。 

【資料 2-4-7～8】 

また、令和 3（2021）年度のサークル勧誘会については、オンライン形式で実施され

た。なお、サークル管理委員会の相談、援助については、学生委員会を中心として事務

局学生課が担当し、課外活動の円滑な運営をサポートしている。 

(4)学生相談 

本学では、学生の就学や一身上の問題等について相談に応じ、助言を与えることを目

的として「学生相談室」（通称「さいがくルーム」）を設置している。学生相談室には、

臨床心理士の資格を有するカウンセラーが 1 人配置され、原則として週 2 日、相談に当

たっている。また、チューターとの情報を共有し、連携が密に図られるよう「学生相談

室連絡会」を定期的に開催している。【資料 2-4-9～10】 

(5)健康相談等 

本学では、学生生活の向上に資するための健康診断を毎年 4 月に実施している。 

また、本学１階には医務室が設置されており、体調不良の学生は、学生課に申請する

ことにより、医務室での休息が可能となっている。通学中あるいは学内で怪我をしたり、

体調が悪くなったりした場合には、一時的な処置を施すことができ、そのために必要な

用具が完備されている。怪我や病状が治療を要する程度である場合は、近接する総合病

院（埼玉協同病院）への連絡、搬送を行ったり、受診を勧めたりすることとしている。

これらについては、学生課職員が中心となって対応に当たっている。 
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（3）2－4 の改善・向上方策（将来計画） 

経済的支援については、日本学生支援機構の奨学金の活用はもとより、学内外の支援

を積極的に活用する。 

課外活動の支援については、新型コロナウイルス感染症への感染防止対策を充分に図

りながら、授業以外の課外活動においても充実した学生生活が実現できるように、学生

の自発性を生かしたサークル活動、大学祭（埼学祭）を支援する。 

授業時間以外の「学生の居場所づくり」については、新型コロナウイルス感染症への

対応と関連させながら、今後ハード・ソフト両面においての充実を検討していく。 

大学食堂サービスについては、学生の要望に対応できるよう、更なる改善を検討して

いく。 

心の悩みや問題を抱えている学生に対して、早期に適切な対応を図るため、新入生の

みならず、学生全体に「さいがくルーム」の役割について、周知する活動を強化し、発

達上の問題を抱えた学生に対して教職員や学内各機関の連携に基づく援助も検討する。 

 

2－5 学修環境の整備 

≪2－5 の視点≫ 

2-5-①

2-5-②

2-5-③

2-5-④ 

校地、校舎等の学修環境の整備と適切な運営・管理 

実習施設、図書館等の有効活用 

バリアフリーをはじめとする施設・設備の利便性 

授業を行う学生数の適切な管理 

 

（1）2－5 の自己判定 

 

基準項目 2－5 を満たしている。 

 

（2）2－5 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

 

2-5-① 校地、校舎等の学修環境の整備と適切な運営・管理 

埼玉学園大学有形固定資産管理規程に基づき管理している。【資料2-5-1】 

本学キャンパスの校地等面積は、川口短期大学と共用の校舎敷地が 18,619.00 ㎡、

運動場用地は木曽呂陸上グランド、羽生市所在の運動場を合わせて 18,942.55 ㎡であ

り、全体で 39,754.55 ㎡である。また、校舎面積は、合計 17,197.70 ㎡であり、そのう

ち、本学専用部分が 9,406.09 ㎡、同一法人が隣接して設置している川口短期大学との

共用部分が 4,430.74 ㎡、川口短期大学の専用部分が 3,360.87 ㎡となっている。また、

区分上のその他の敷地として、川口短期大学との共有で 7,276.70 ㎡を有する。校地面

積、校舎面積のいずれも下表の通り大学設置基準を上回っている。 
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[表]校地・校舎面積（㎡） 

区分 所有面積 
大学設置基準上

の必要面積 

併設（短期大

学）の必要面積 

収容定員 

1 人当たり面積 

校地 39,754.55 17,000.00 5,800.00 23.39 

校舎 17,197.70 9,030.26 4,650.00 10.12 

 

校舎面積の内訳の主なものは、講義室 21 室（面積合計 1,831.80 ㎡）、演習室 9 室

（面積合計 336.60 ㎡）、情報ネットワーク室 2 室（面積合計 147.60 ㎡）である。ま

た、音楽関連の教室として、音楽室 1 室（面積 104.64 ㎡）、ピアノ個人レッスン室 12

室（面積合計 97.20 ㎡）、ピアノ個別指導室 6 室（面積合計 34.72 ㎡）、心理学関連の教

室として心理学実験室兼幼児行動観察室 1 室と実験準備室（面積合計 119.30 ㎡）のほ

か、図工教室（面積 123.55 ㎡）、乳児保育実習室（面積 114.99 ㎡）、AV ホール（面積

73.80 ㎡）などとなっている。AV ホールには、多様な映像・音響機器が設置されてお

り、各種メディアを活用した授業の実施や学生・教員の利用に供する。教員研究室は、

67 室（面積合計 1,373.00 ㎡）となっている。 

運動施設としては、上記の運動場のほか、校舎敷地内に体育アリーナ(面積1,093.00㎡）、

多目的ルーム（面積130.00 ㎡）、テニスコート3面（面積2,739.00 ㎡）があり、学生は、

「健康科学Ⅰ・Ⅱ」の授業をはじめ課外でも様々な運動が可能となっている。 

その他、学習環境の充実のため以下の7点を整備した。 

1点目、パソコン教室の新設について、併設する川口短期大学306教室に最新のデスクト

ップ型PC55 台（うち1台教員用）を設置のうえ、全PCに授業支援ソフトCHIeru

「InterCLASS」を導入し、「情報処理（文書の作成と表現）」「情報処理（表計算）」の授業を

最新機器を用いて学習できるよう環境を整えた。 

2点目、505教室及び506教室の全84台のPCに導入しているSPSS（統計ソフト）につい

て、505教室においては、全PC21 台の SPSS Base 及びAdvanced 並びにSPSS Amos を導入し

ているうち10台を最新ヴァージョンへ更新し、506教室においては、全PC63 台の SPSS 

Base及び Advanced を最新ヴァージョンへ更新した。 

3 点目、券売機の更新について、令和 3（2021）年 11 月の 500 円硬貨改鋳に伴い、

埼玉学園大学及び埼玉学園大学臨床心理カウンセリングセンターの券売機を新硬貨へ対

応可能な機種へ更新した。 

4 点目、館内照明の LED 化について、カフェテリア内の照明を全面 LED 化し、照度

を上げ、学生の自習環境の整備を行った。 

5点目、Officeソフトの更新について、学生用PC139 台（川口短期大学306教室除く）を

Office2021 に更新し、ウイルス対策及び最新ソフトで学習が出来るよう、環境を整えた。 

6 点目、清掃作業について、日常的な清掃の他、毎年 10 月の大学祭終了後より、清

掃業者による清掃を実施しており、床面の剥離作業・ワックス掛けの他、窓、受水槽及

び空調設備等の清掃を行い、学習環境を衛生的に保てるよう努めている。 

7点目、基幹システムについて、耐用年数の到達に伴い、令和3（2021）年度に最新機器へ

更新し、システム障害発生時におけるネットワーク障害等のリスク軽減を図った。 

平成 26（2014）年 1 月から臨床心理カウンセリングセンターを開設した。平成 26(2014)
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年 4 月から入学を開始した大学院心理学研究科臨床心理学専攻の学生に対して、学内実

習施設としての機能を有するとともに、外来者に対する心理相談サービスの提供と調査・

研究活動を行う役割を果たしており、相談室 3 室（面積合計 48.70 ㎡）を有している。 

 

2-5-② 実習施設、図書館等の有効活用 

情報メディアセンター(図書館)（以下「メディアセンター」）は、本学の設置者と同じ

法人が設置する川口短期大学との共用施設であり、「埼玉学園大学・川口短期大学情報メ

ディアセンター規則」、「埼玉学園大学・川口短期大学情報メディアセンター委員会規程」、

「埼玉学園大学・川口短期大学情報メディアセンター図書資料管理規程」、「埼玉学園大

学・川口短期大学情報メディアセンター利用規程」、「埼玉学園大学・川口短期大学情報

メディアセンター学外者利用要項」に基づき、管理、運営を行っている。 

【資料 2-5-2～6】 

メディアセンターは、広さ 1,200.29 ㎡、閲覧座席数 174 席を有し、約 20 万冊収納可

能である。車いすでも利用しやすいよう、通路は広めに確保されており、メディアセン

ター内には車いす用トイレも設置されている。現在、蔵書数約 11 万 8 千冊を擁してお

り、平日 9 時から 21 時まで開館し、授業終了後の夜間においても、利用者に資料の閲覧

及び勉学の場を提供している。また、同施設には、映像資料視聴のための視聴覚ブース

8 席、情報検索やレポート作成のための PC20 台のほか個人 PC の接続が可能な情報コン

セント（有線 LAN）や無線 LAN も設置されており、図書資料に限らず、データベース等

の各種媒体資料の整備と共に、学生の勉学をサポートできる体制をとっている。 

メディアセンターの蔵書については、学科推薦、教員推薦及びメディアセンター推薦

等により、令和 2(2020)年度には 2,776 冊、令和 3(2021)年度には 2,626 冊、合計 5,402

冊の図書（視聴覚資料含む）を新たに整備した。また、学外からも利用できるアグリゲ

ータ系電子ジャーナルを導入しており、現在約 7,300 タイトルの外国雑誌が利用可能と

なっている。 

資料の貸出・返却のほか他大学との相互協力業務（ILL）等の図書館業務は、図書館シ

ステムにより電算化されており、蔵書検索サイトを通じて学外からも自身の貸出状況の

確認や予約、ILL の申込が可能となっている。なお、図書館システムは、令和 4(2022)年

2 月に更新し、図書検索や図書の貸出・返却の利便性の更なる向上と、大学が保有する

図書・視聴覚資料等の研究資源の保全を図った。特に、検索資料の書影や目次・あらす

じが蔵書検索サイト上で表示されるようになったことで、利用者の利便性が向上した。

また、埼玉県内の大学及び短期大学で構成されている「埼玉県大学・短期大学図書館協

議会(SALA)」に加盟しており、加盟館相互で来館利用手続きの簡素化を行うなど、他大

学図書館と連携し利用者の利便性を高めている。ただし、令和 2(2020)・令和 3(2021)年

度については、新型コロナウイルス感染症の影響から利用申請は制限され、相互利用は

0 件であった。エビデンス集（データ編）【共通基礎様式 1】【表 2-11】【表 2-12】参照 

メディアセンターの年間入館者数及び貸出冊数は、令和 2(2020)年度は前年度比で減

少した。これは、新型コロナウイルス感染症の影響から開館日数が減少したことによる

ものである。令和 2（2020）年 4 月 1 日から 5 月 31 日までは学内入構制限に伴う臨時休

館、6 月 1 日から 6 月 18 日までは 17 時閉館とし、自宅等の通信環境が整わない学生に
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対して PC コーナ―のみ解放する等、制限を設けて開館した。利用制限を設けていた期間

は、資料の返却期限延長を実施した。なお、6 月 19 日以降は面接授業が再開され、一定

数の利用は見受けられたが、一部授業のオンライン化・大人数授業のグループ分け等、

新型コロナウイルス感染症流行前とは異なる授業体制がとられたことにより、秋期授業

期間以降も入館者数は前年に比べ減少傾向にあった。令和 3(2021)年度の年間入館者数

及び貸出冊数は、開館日数が通常に戻ったことにより、新型コロナウイルス感染症流行

前にあたる令和元(2019)年度の数値まで回復しつつある。ここ数年、年度による利用変

動は見られるものの、利用者マナーは向上しており、メディアセンターツアーやデータ

検索講習会の実施により、利用者教育及び情報リテラシー教育の一翼も担う施設となっ

ている。【資料 2-5-7～8】 

メディアセンターでは、学生の情報処理技術力を高めるための情報教育環境の整備に

も力を入れている。本学では、主に、各担当教員の演習時間において、毎年 1 年生を対

象に蔵書検索（OPAC）実習を兼ねたメディアセンターツアーを実施しており、令和

2(2020)年度は約 69％、令和 3(2021)年度は約 86％の新入生が参加した。ツアーは、メ

ディアセンターの活用促進と利用マナー等の周知も併せて目的としている。なお、令和

2(2020)年度の参加者が少ないことは、新型コロナウイルスの感染拡大が影響している。

春期授業開始が約 2.5 ヵ月遅れたことにより、ツアー実施期間も通常より 3 ヵ月延長し

たが、三密を避けるため担当教員が独自に実施したり、資料配付にとどまったりする等、

例年とは異なる対応がとられたためである。 

また、メディアセンター職員が講師を務めるほか、外部講師を招いたデータ検索講習

会を学内で開催し、データベースやインターネット資源の情報収集及び情報活用能力向

上を図っている。令和 3(2021)年度からは講習会名称を「データベース講習会」から「デ

ータ検索講習会」と改め、掲示用ポスターも一新することで講習会の訴求力を高め、学

生への更なる周知を図った。また、告知方法も掲示及び情報メディアセンターウェブサ

イトの 2 種類に加え、大学ウェブサイトへの掲載も行った結果、令和 3(2021)年度は過

去最多の合計 147 人が参加した。なお、募集定員は例年の半数に制限し、換気を十分に

行う等、新型コロナウイルス感染症拡大防止策をとった上で実施した。 

その他、データベースの周知及び利用者の利便性を高めるべく、メディアセンターウ

ェブサイトにデータベースを紹介するページを新設し、トップページの目立つところに

バナーを配置した。これにより、利用者は必要な情報源にアクセスすることが容易とな

った。【資料 2-5-9～10】 

さらに、学生の興味や向学心、メディアセンターの利用促進に結びつけるため、独自

の企画展示を実施しているほか、メディアセンターウェブサイトに教員が学生に読ませ

たい本の紹介を「おすすめ本」として掲載し、教員の読書体験を共有することを通じて

学生の読書を奨励している。また、平成 29（2017）年度より利用を開始した公式 Twitter

を通して、メディアセンターからの情報発信を積極的に行っている。【資料 2-5-11～12】 

なお、令和 2(2020)年度・令和 3(2021)年度に実施した企画展示は下表の通りである。 
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［表］令和2(2020)年度、令和3(2021)年度実施の企画展示テーマ等 

テーマ 期 間 

春の本まつり♪大学生活入門☆ 令和2年 4月 1日～令和2年5月 29日 

感染症対策～私たちにできること～ 令和2年 6月 1日～令和2年10 月 30日 

SDGs って何？ 

～2030年までに達成すべき持続可能な開発目標～ 

令和2年 11 月 12日～令和3年 3月5日 

情報メディアセンターを活用しよう！ 令和3年 4月 1日～令和3年5月 31日 

渋沢栄一を知る 

～埼玉の偉人・日本資本主義の父～ 

令和3年 6月1日～令和3年 9月 30日 

彩の国 埼玉 誕生150周年 令和3年 10月 1日～令和3年 11月 30日 

文学賞受賞作品～一度は読みたい名作揃い～ 令和3年 12 月 1日～令和4年 3月 4日 

また、平成 28(2016)年 4 月 1 日より運用を開始した「埼玉学園大学・川口短期大学機

関リポジトリ」（以下「リポジトリ」）では、本学教員の研究成果を組織的に収集・保存・

公開している。埼玉学園大学紀要については、平成 13(2001)年度発行の創刊号から令和

3(2021)年度発行の第 21 号まで、埼玉学園大学心理臨床研究については、平成 26(2014)

年度発行の創刊号から令和 2(2020)年度発行の第 7 号まで掲載し、学内外に無償で公開

している。また、本学初の博士号授与（平成 28(2016)年 3 月）以降、博士論文の公表も

リポジトリで行っており、メディアセンターは、本学で作成された知的生産物を広く社

会に発信し、貢献する目的を果たす役割も兼ね備えている。【資料 2-5-13】 

 

2-5-③ バリアフリーをはじめとする施設・設備の利便性 

 大学入口に車椅子用スロープ、大学内に車椅子用のエレベーターを設置する他、大学

から体育館方向への自動ドアを平成 30(2018)年中に改修し、障がい者の利便性を高めた。 

 

2-5-④ 授業を行う学生数の適切な管理 

各授業科目における履修登録者数について、授業科目の種類に応じて標準数を設定し、

標準数を超過した場合の履修者選抜基準を「埼玉学園大学履修規程」（第 8 条）で明記し

ている。特に履修登録希望者が多い科目については、大教室への変更を含め教室収容人

数の超過を防止すべく教務課において管理することに努めている。【資料 2-5-14】 

併せて、きめ細やかな授業を行うべく各授業の履修者数を適正なものとするため、各

時限に同一科目区分の科目を複数配置したり、前年度に履修者数が多かった科目につい

てはクラス数を増設したりするなどの対応措置も講じている。 

なお、実技科目及び外国語科目においては第一回目の授業出席者が 50 人（英会話は

30 人）を超えた場合、また、実験科目や情報関係科目については教室収容人数を超えた

場合には、それぞれ人数制限をすることを認めている。 

演習科目に関しても、適切な担当教員数を確保し、履修者の規模を少人数にできるよ

う努めている。令和 3(2021)年度の演習（ゼミナール）では、学年によって異なるもの

の、原則 8 人ないし 15 人までを定員とした履修登録者数となっている。 

また、実際に受講している学生が履修者となるよう、「埼玉学園大学履修規程」（第 11
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条）に基づいて所定の「履修登録確認期間」を設け、履修を取りやめる意思のある学生

については、その期間内での履修登録科目の取消を認めている。【資料 2-5-14】 

さらに、単位制度の実質化を図るため、履修登録単位数の上限が定められており（卒

業年次生は除く）、この上限措置も履修者数の増大を抑える機能を果たしている。そのう

え、正課カリキュラムにある科目については、一部の隔年開講科目を除き、ほぼすべて

の科目が毎年度開講され、学生は多くの授業科目から履修科目を選択できることで、1 コ

マあたりの履修者数の適正化が達成されている。 

 

（3）2－5 の改善・向上方策（将来計画） 

履修登録者が教室収容定員を超過しないよう管理の徹底を図り、履修登録に関わる

事務処理をより正確かつ円滑に行うため、業務内容のチェック体制を強化する。 

引き続き学生の教育環境に留意して保有施設の良好な状態での管理に務める。 

メディアセンターでは、蔵書のより一層の充実に努め、教育研究に必要な資料を体系的に

整備し、メディアセンター機能の利活用促進のため、メディアセンターツアー、データ検索

講習会、企画展示等を引き続き実施。また、機関リポジトリ運用の定着に引き続き努める。 

 

2－6 学生の意見・要望への対応 

≪2－6 の視点≫ 

2-6-① 

2-6-② 

 

2-6-③ 

学修支援に関する学生の意見・要望の把握・分析と検討結果の活用 

心身に関する健康相談、経済的支援をはじめとする学生生活に関する学生の

意見・要望の把握・文政期の検討結果の活用 

学習環境に関する学生の意見・要望の把握分析と検討結果の活用 

 

（1）2－6 の自己判定 

 

基準項目 2－6 を満たしている。 

 

（2）2－6 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

 

2-6-① 学修支援に関する学生の意見・要望の把握・分析と検討結果の活用 

各授業に対する学生の意見・要望については、FD 委員会が春期と秋期にそれぞれ「授

業についてのアンケート」を実施し把握に努めている。令和 2（2020）年は、7 月 27 日

(月)～8 月 7 日(金)と 12 月 7 日(月)～12 月 18 日(金)、令和 3（2021）年は、7 月 5 日(月)

～7 月 16 日(金)、12 月 6 日(月)～12 月 17 日(金)にそれぞれ実施した。アンケート調査で

は、学生自身による学習態度への自己評価とともに、授業内容、授業方法、授業満足度

に関する質問に対し、学生が 5 段階の評価をつけることになっている。併せて自由記述

欄を設け、学生からの意見・要望を具体的に記述させることとしている。 

【資料 2-6-1～2】 

アンケートの結果については、教務課で取りまとめを行い、学生からの主たる意見・

要望とともに授業担当教員に集計結果を報告している。授業担当教員は、アンケート結
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果を受けて、「授業の問題点」「学生の授業満足度」「授業改善の課題と方策」等について

総括を行い、今後の授業改善に役立てるべく「授業改善書」の作成を行っている。 

令和元（2019）年度春学期に授業アンケートを Web 上での回答方法に変えた結果、個々

の授業の自由記述欄への書き込みが大幅に増えた。アンケート結果は、各科目の担当教員

に配布しているので、今後の参考にすることができる。また令和 3（2021）年度より、ア

ンケートの各項目について結果を集計し、全教員の平均値を 5 段階で記したものを集計

結果に加え、授業改善の参考にしてもらっている。【資料 2-6-3～4】 

学生の学習支援に関する学生の意見・要望を汲み上げる仕組みとして、毎年「大学院

専任教員と客員教員及び大学院生による意見交換会」が実施されている（令和 2（2020）

年度：10 月 28 日、令和 3（2021）年度：10 月 27 日実施）。本意見交換会には、院生、

授業を担当する専任教員のみではなく、客員教員も参加し、学修環境に関する院生から

の率直な意見や要望を把握する機会となっている。院生が学修しやすい環境の構築につ

いて、3 者間での率直な意見交換の場であり、今後の改善の方向性についても検討・分

析することができている。結果は各研究科における「FD 活動報告書」に記載されており、

本報告書内容は開示され、今後の改善に向けた各検討の素材として活用されている。 

【資料 2-6-5～7】 

さらに、令和 3（2021）年度においては、卒業生と同時に、大学院修了生についても、

学修環境への意見・要望項目も含めた「卒業生・修了生アンケート 2021」を実施した。

アンケート分析結果については、教授会にて報告され、今後の改善に活用される予定で

ある。【資料 2-6-8】 

 

2-6-② 心身に関する健康相談、経済的支援をはじめとする学生生活に関する学生の

意見・要望の把握・分析の検討結果の活用 

 

本学では、心身に関する相談窓口として、「学生相談室」（通称「さいがくルーム）が

設置されており、週 2 回、カウンセラー（臨床心理士）が相談業務を担当した。令和 2

（2020）年度については、新型コロナウイルス感染症のため、大学が閉鎖された期間が

あり、開室日数が 49 日であったが、令和 3（2021）年度については、64 日開室すること

ができた。相談件数（延べ人数）については、令和 2（2020）年度が 104 名（1 日平均 2.1

名）、令和 3（2021）年度が 148 名（1 日平均 2.3 名）であった。相談内容は、「対人関係

がうまくいかない」や「コミュニケーションがとれない」といった「心理性格」に関す

るものが多いが、休学や退学に関する「進路修学」関する内容、抑うつ傾向といった「心

身の健康」に関する内容など、相談内容は多岐にわたっていた。相談に来る学生の中に

は、精神疾患や発達障害が疑われる学生が含まれており、医療機関や学内の担当教員、

担当部署との連携が必要となる。学生相談室との連携のあり方については、引き続き検

討していく。【資料 2-6-9～10】 

本学には、在学するすべての学生を会員とする「学友会」があり、学生が充実した学

生生活を送るため、学生の相互親睦を深め、課外活動の振興等を図っている。この学友

会活動を一層活発化させることを目的として、例年学友会執行委員及び実行委員長と教

職員（学生委員会委員、学生課職員）との意見交換会を開催していた。しかし、令和 2
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（2020）年度については、新型コロナウイルス感染拡大のため、学友会を含めた全ての

課外活動が停止され、意見交換会も実施することができなかった。令和 3（2021）年度

については、新型コロナウイルス感染症の感染状況が収束されてきたタイミングで一部

の課外活動が再開されたことから、これらの活動に関する意見交換会については、学生

委員長と学友会執行委員との間で実施された。主な内容は、コロナ禍における学生活動

（大学祭、体育祭、サークル活動、ボランティア活動等）における反省点・改善点、次

年度の課題等であった。学生から出された意見・要望等については、感染症対策を充分

に図りながら、次年度以降の活動に反映できるよう検討を行っている。 

 

2-6-③ 学習環境に関する学生の意見・要望の把握分析と検討結果の活用 

学生サービスのさらなる向上に資する基礎資料を得るために、学生生活や大学への満

足度を調査する「卒業生・修了生アンケート 2021」を令和 3（2021）年度に行い、分析

を行っている。本調査結果を基に、関係部署との連携を図りながら、学生の学修意欲を

高める環境整備のあり方についての検討を行っている。【資料 2-6-8】 

 

 

（3）2－6 の改善・向上方策（将来計画） 

「授業改善書」は冊子にして教務課で学生の閲覧を可能とするのと同時に、本学 Web

サイト上で「FD 活動報告書」の一部として公開することで、より多くの学生が閲覧

し、教員もそれを参考にできるようにしている。また、学生によるアンケートの回収率

が悪い場合があるが、開始前に十分に時間をとり、全員が回答できるように教員に周知

を徹底してもらう。また、教員による「授業改善書」の提出率は、令和 2（2020）年度

春期は 149 人中 95 名の 64％、秋期は 150 名中 96 名の 64％、令和 3（2021）年度春期

は 149 名中 105 名の 70％、秋期は 149 名中 97 名 65％にとどまっているが、こちらも

提出の徹底を図ってゆくこととする。【資料 2-6-10】 

学生生活の充実を図るため、学友会執行委員及び実行委員長を中心とした学友会の

代表と教職員が密に連絡を取り合いながら、引き続き学友会の円滑な運営方法を検討し

ていく。 

「卒業生・修了生アンケート 2021」の分析をさらにすすめ、学生の意見・要望の把

握に努める。また、今後の学生生活意識調査のあり方について、検討していく。 

 

［基準 2 の自己評価］ 

「2-1 学生の受入れ」に関しては、入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー）

を定め、大学・大学院研究科それぞれについて学生募集要項で明らかにするとともに、

本学ウェブサイトで公表し、これに基づき多彩な入試形態を採用して、他者との関係性

を自覚し、知的向上の意欲を強く持っている学生の受入れを目指している。入学定員に

対する充足率についてはここ数年ほぼ 100％に達している。社会のニーズに対応した組

織改編や、教育課程の改訂等を進めてきた。また、学生募集・広報センターが中心とな

って協議会、入試委員会及び入試広報課と連携しながら各種広報活動を積極的に展開し、

適切な学生受入れ数の維持に努力している。 
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「2－2 学習支援」に関しては、主として教務委員会と教務課が連携して業務に当た

り、学修支援及び授業支援に関する最前線の役割を果たしている。学習到達度調査は、

令和元(2019)年度については新型コロナウイルスの影響で実施できなかったが、学修支

援等の情報資料となるものである。心理学実験室における TA は、学生のニーズに応じた

学修支援を行い、十分な役割を果たしている。 

「2－3 キャリア支援」に関して、本学では教育課程内外を通じて社会的・職業的自

立に関する支援体制をとっている。教育課程内では、従来から開設している講義に加え、

様々な業界の企業から実務に携わっている講師による講義を開設し、職業生活に関する

意識づけをより強化した教育指導を行っている。教育課程外では、エクステンションセ

ンターが原則として受講料無料の各種資格取得や国家試験対策等を支援するための講座

を開講し、多くの学生が受講している。キャリアセンターは教育課程内では講師の依頼、

教育課程外では就職相談・助言、就職情報の提供を行うなど、学生、就職先及び教職員

の間に立ち、丁寧かつきめ細かな対応を行っている。その結果、学生の就職に関する実

績も改善してきている。 

「2-4 学生生活の安定のための支援」に関しては、カフェテリア（学生食堂）、スク

ールバスなど、学生支援のための体制が整備されている。また、従来から運用されてい

る本学独自の奨学金（「さいがくサポート奨学金」等）に加え、令和 2（2020）年 4 月か

ら始まった「新しい奨学金制度」の対象機関（確認大学等）として承認されたことから、

経済的理由により大学への進学・進級が困難である学生へのさらなるサポート体制が充

実した。 

「2-5 学習環境の整備」に関しては、校地・校舎とも大学設置基準で定める基準を上

回っている。メディアセンターは、図書館機能、情報センター機能を有しており、学生・

教職員に向けたデータ検索講習会や企画展示等、利用促進を促す啓発事業も意欲的に行っ

ている。各授業科目における履修登録者数は教務課によっておおむね適正に管理される

とともに、履修登録に関わる事務処理も的確に行われている。 

「2-6 学生の意見・要望への対応」に関しては、「学生による授業アンケート」の自

由記述欄への記入が大幅に充実しており、各科目の担当教員はこれまで以上に、教授能

力の向上に努めることができるようになった。 

また、「学生生活に関する学生の意見・要望の把握・分析と検討結果の活用」に関して

は、「学友会」と教職員の間に意見交換会をはじめとして密に連絡を取り合っており、学

生生活を充実させるための支援体制が整っている。 

「学習環境に関する学生の意見・要望の把握分析と検討結果の活用」に関しては、「学

生生活意識調査 2019」の調査結果を基に、対応可能な課題についての検討を更に進めて

いく必要がある。 

以上のように、学生定員の充足が一部の学科で課題として残っているが、教員の配置、

教育研究環境等については法令に適合している。また、学部レベルでは入学者受入れの

方針、教育課程の編成や実施の方針、学位授与の方針を策定し運用しており、今後、大

学院研究科での方針の取りまとめなど検討課題はあるが、全体として高等教育機関に求

められる必要な水準を満たしている。 
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基準 3．教育課程 

3－1 単位認定、卒業認定、修了認定 

≪3－1 の視点≫ 

3-1-① 

3-1-② 

 

3-1-③ 

教育目的を踏まえたディプロマ･ポリシーの策定と周知 

ディプロマ・ポリシーを踏まえた単位認定基準、進級基準、卒業認定基準、

修了認定基準等の策定と周知 

単位認定基準、進級基準、卒業認定基準、修了認定基準等の厳正な適用 

 

（1）3－1 の自己判定 

 

基準項目 3－1 を満たしている。 

 

（2）3－1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

 

3-1-① 教育目的を踏まえたディプロマ･ポリシーの策定と周知 

本学では、大学の建学の精神・理念・使命や学部の教育目的を踏まえながら、各学科・

研究科における教育研究及び人材養成の目的を明らかにし、それらの目的を達成するう

えで求められる能力を具体的に示すため、学科・研究科ごとにディプロマ・ポリシーを

策定している。なお、人間文化学科は令和 3（2021）年度において、令和 4（2022）年度

入学生から適用となる改定ポリシーを作成した。各学科・研究科のディプロマ・ポリシ

ーは以下のとおりである。 

 

(1) 人間文化学科 

人間文化学科では、「自立と共生」という本学の教育理念のもと、社会人としての幅広

い教養を持つとともに、国際的視野にたって人間と文化・歴史とのかかわりについて理

解でき、他者への共感能力と豊かなコミュニケーション能力を備えた人材の養成を目的

とします。そのため卒業までに、人間や社会に関しての専門的知識を支える土台となる

幅広い教養を備えたゼネラリストの素養を身につけること、情報機器を用いた情報収集

能力及び的確な選択と判断に基づいて諸問題を処理する情報活用能力を高めること、さ

らに、専門的知識を用いて論理的かつ創造的に思考する能力を身につけることを学生に

求めます。具体的には以下の能力を系統的または総合的に身につけた学生に学士（文学）

の学位を授与します。 

① 日本と世界の文学、哲学、言語学などに関する専門的知識を修得し、言語コミュニケー

ション能力を活用して、国際文化理解を促進できる力を備えていること。 

② 日本と世界の文化、思想、歴史などに関する専門的知識を修得し、それらの知識を

活かして国際化する社会に貢献できる力を備えていること。 

③ 多様化したメディアに関する専門的知識を修得し、現代の文化や社会を読み解くこ

とのできる力を備えていること。 

④ 多様化した現代社会での人間の行動に関する専門的知識を修得し、人間尊重の立場

から人々が直面する諸問題を解決できる力を備えていること。 
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学士号を取得するには、本学に 4 年以上在学し、かつ所定の授業科目を履修すること

により、外国語科目 4 単位以上を含む全学共通科目を 36 単位以上、専門科目を 68 単位

以上、他学科の専門科目又は他学部の開講科目から自由選択できる科目 18 単位以内、合

計 124 単位以上を修得することが必要です。 

 

(2) 心理学科 

心理学科では、「自立と共生」という本学の教育理念のもとに、社会人としての幅広い

教養を持つとともに、心理学の専門的知識と心理的援助に関する技能を備え、現代社会

の人間関係や組織の中で直面する課題に対し、主体的に取り組む能力を持った人材の養

成を目的とします。 

具体的には、心理統計法、心理学研究法など心理学の基礎的知識・研究法を学び、情

報の収集と科学的・実証的な分析力とともに、心理学各分野の専門的知識により他者理

解能力や対人援助技術を身につけて、心理専門家として活躍できる人材であり、同時に、

心理学の専門性を基礎にコミュニケーション能力、チームワーク力、ストレスコントロ

ール力などを身につけ、課題解決に主体的かつ柔軟に取り組むことにより企業等で活躍

し得る人材です。本学科では次のような知識・能力・態度を有するに至った学生に学士

（心理学）の学位を授与します。 

① 心理学の知識・技能の修得により、自己理解及び他者、社会への理解を深めること

ができる。 

② 心理学以外の幅広い教養と人とかかわるコミュニケーション力を獲得している。 

③ 職場や地域、家庭などで起きる心理的事象を科学的に理解する力を身につけている。 

④ 個人の発達や適応に関する十分な知識を持ち、他者への理解や支援に活用できる力

を身につけている。 

⑤ 人々の福祉のために心理学の知識と技能を活かす倫理観を身につけている。 

学士号を取得するためには、本学に 4 年以上在学し、全学共通科目（外国語科目、必

修科目を含む）より 36 単位以上、学科専門科目より 68 単位以上（必修科目を含む）、他

学科の専門科目又は他学部の開講科目から自由選択できる科目 18 単位以内、合計 124 単

位以上修得する必要があります。 

 

(3) 子ども発達学科 

子ども発達学科は、「自立と共生」という本学の教育理念のもとに、社会人としての幅

広い教養を持つとともに、子どもの心身の発達の理解を基本に、乳児・幼児・児童の保

育、教育に関する専門知識と技能を備えた人間性豊かな人材の養成を目的とします。 

学士（人間学）の学位は、本学に 4 年以上在学し、外国語科目 4 単位以上を含む全学

共通科目を 36 単位以上、保育や初等教育に関する専門科目を 68 単位以上、他学科の専

門科目又は他学部の開講科目から自由選択できる科目 18 単位以内、合計 124 単位以上

を修得し、次のような知識・能力・態度を身につけた学生に授与します。 

① 教育者・保育者としての人間性 

・ 教育や保育に関する仕事の重要性を理解し、自ら積極的に子どもと関わることがで

きる。 
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・ 子どもの権利を理解し、さらに人間尊重の精神を身につけている。 

・ 人と人との関係において協調性を持ち、多様な人々と協力し合うことができる。 

② 教育・保育における専門的知識と実践力 

・ 子どもの発達過程におけるつまずきや虐待等に気づき、温かいまなざしで指導、支

援できる力が身についている。 

・ 教育実践と理論を結び付けて、実践をふり返る力が身についている。 

・ 独善的な見方に陥ることのないように、実証的に物事をとらえ、科学的に思考する

力が身についている。 

③ 態度、志向性 

・ 大学における講義や演習並びに実習を通じて学んだ事柄のみならず、自ら新しい価

値を創造する努力ができる。 

・ 自分の所属する社会の固定的な見方に固執することなく、常に世界的視野を持って

多文化社会を理解する力がついている。 

・ 教育や福祉の世界に身を置く自覚を持っている。 

本学科では、以上のような学修の成果として、学士号の取得とともに、保育士資格、

幼稚園教諭一種免許状、小学校教諭一種免許状について、複数の資格・免許を取得する

ことが非常に重視されます。 

 

(4) 経済経営学科 

経済経営学科では、「自立と共生」という本学の教育理念のもとに、幅広い教養と経済

経営に関する専門的な知識・技能を身につけ、社会で自立して活躍できる人材の養成を

目的とします。このため、本学科では変化の激しい知識基盤社会に対応するため、経済

学、経営学、会計学、データサイエンス、スポーツ健康ビジネス、観光ビジネス分野の

幅広い専門知識・技能を学修し、たゆまず学び続ける自己研鑽力、豊かな人間性を兼ね

備えた問題解決能力を有する人材の養成に努めています。 

本学科の学位は、4 年以上在学し、所定の科目履修の合計 124 単位以上を修得するこ

とにより学士（経済経営学）が授与されます。全学共通科目（外国語など必修科目を含

む）から 36 単位以上、学科専門科目から 68 単位以上（必修科目を含む）、その他、全学

共通科目、自由選択科目などから必要単位を修得する必要があります。 

本学科の学位授与の要件は、次の通りです。 

① 豊かな人間性を備えた企業人・社会人になるための幅広い専門教養を身につけ、他

者への理解力、共存・共創する能力を修得していること。 

② 経済のグローバル化と知識基盤社会における地域経済の活性化に対応するため、経

済、経営、会計、データサイエンス、スポーツ健康の分野の専門知識・技能を修得し、

かつ自己で考え、判断し、論理的に表現できる能力を身につけていること。 

 

(5) 心理学研究科 

心理学研究科では、人間の心と行動についての深い理解と科学的思考を身につけ、臨

床的態度と専門的技法をもって人々に心理的援助のできる人材の養成を目的としていま

す。このため、学位授与の要件としては、学生に次のような能力の修得を求めます。 
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① 公認心理師資格試験と臨床心理士資格試験に十分臨める水準の臨床心理学的知識と

臨床的実践力を修得していること。 

② さらに、実践家・研究者モデルに沿って、臨床場面で起こる事象への科学的理解と

理論的洞察を支えるための研究スキルが備わっていること。 

これらの観点を踏まえて、以下の要件を満たしているときは、修了を認め、修士（臨

床心理学）の学位を授与します。 

大学院に 2 年以上在学し、履修要件に定める授業科目を履修し、専門科目 35 単位(必

修 25 単位を含む)以上、「特別課題研究Ⅰ・Ⅱ」各 4 単位の合計 43 単位以上を修得し、

かつ修士論文を提出して、その審査及び最終試験に合格すること。 

本研究科は、文部科学省・厚生労働省の公認心理師法の定める必要科目を履修するこ

とにより、公認心理師の受験資格が得られます。また、公益財団法人日本臨床心理士資

格認定協会の第 1 種指定大学院となっており、学位の取得により、臨床心理士の受験資

格が得られます。 

 

(6) 子ども教育学研究科 

子ども教育学研究科では、学校教育において複雑化・多様化する社会背景のもとに顕

在化する多様な学校教育課題に教育学的内容知識を基に課題を正確にとらえ分析し、解

決方策を構築し、それを実践知力まで高め、その実践結果を評価・改善し、理論化すると

いう研究能力と実践理論を身につけた人材の養成を目的とします。このため、学位授与の

ためには、次のような条件を満たす必要があります。 

1.本学の教育課程において所定の単位を修得し、以下に示す教育研究及び教育実践力を修得し

たと判定されること。 

① 教育実践の省察をもとに、主体的・継続的に学び続け、自らの教育実践理論を構築する

ことができる力量 

② 教職員と協働して学校組織における教育活動を活性化させる協働力 

2．本学の教育課程において教育課題の解決に関する理論的探究と実践的研究を行い、

修士論文としてまとめ口頭試問に合格すること 

 

(7) 経営学研究科博士前期課程 

経営学研究科博士前期課程は、高い倫理観と学術的な研究能力を持ち、現実問題を

論理的に分析し、独創的で的確な解答を出せる人材育成を目指し、修士論文の作成を

通じて研究能力の育成を重視した研究指導をしています。 

修士号を取得する要件は、大学院に 2 年間以上在学し、履修要件に定める授業科目

を履修し、専門科目 22 単位以上、「研究指導Ⅰ」4 単位、「研究指導Ⅱ」4 単位の合計

30 単位以上修得して、修士論文の面接試験の最終試験に合格することが必要です。修

士論文の到達目標は、①当該テーマにする学会の水準を踏まえていること、②当該分

野に関する先行研究論文、資料等の文献を把握していること、③調査研究に関しては、

調査の対象の範囲や分析が当該研究分野の水準に達していること、④問題の解決に際

して、研究者の独自の論理、知見、発想が見られること、であり指導教員はこの到達

目標を達成できるように論文指導を行うことにしています。 
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(8) 経営学研究科博士後期課程 

経営学研究科博士後期課程において、博士（経営学）の学位は、原則として 3 年以上

在学し、所定の単位 12 単位を修得し、かつ必要な研究指導 6 単位を修得の上、博士論

文を提出して、その審査及び最終試験に合格した者で、豊かな人間性と独創性を兼ね備

えた自立した研究者としての研究能力を身につけている者に授与されます。博士論文の

到達目標は、その研究分野の学会の水準に貢献する、オリジナリティを有する学術

論文であることです。 

 

各学科・研究科のディプロマ・ポリシーは本学ウェブサイトや「履修のてびき」を通

じて周知されている。【資料 3-1-1～3】 

 

3-1-② ディプロマ・ポリシーを踏まえた単位認定基準、進級基準、卒業認定基準、

修了認定基準等の策定と周知 

単位認定基準と卒業認定基準については、「埼玉学園大学学則」（第 4 条、第 31 条～第

36 条）、「埼玉学園大学履修規程」（第 2 条、第 16 条～第 22 条）、「埼玉学園大学履修規

程に関する細則」（第 4 条～第 7 条）及び「各種検定試験等合格者の単位認定について」

（「履修のてびき」）において明記され、本学ウェブサイトや「埼玉学園大学規則集」、「履

修のてびき」等を通じて周知されている。【資料 3-1-4～9】 

本学の単位の認定については、学則第 32 条において「授業科目を履修し、その試験に

合格した者には、所定の単位を与える」と規定されている。本学では、学年を 2 学期に

分け、4 月 1 日から 9 月 20 日までを春期、9 月 21 日から翌年 3 月 31 日までを秋期とし

ており（学則第 8 条）、各授業科目は学期ごとに 15 回にわたって開講され、定期試験は

16 回目に行われている（通年科目の定期試験は 31 回目に行う）。 

成績評価については、学則第 33 条において「試験の評価は、優、良、可、不可をもっ

て表し、可以上を合格とする」と定められている。その判定については下表のような基

準に拠っており、この内容については、学生及び教職員に配付する「履修のてびき」、教

員に配付する「教員のてびき」に明示されている。【資料 3-1-10】 

［表］成績判定の基準 

合格 不合格 

100～80 点 79～70 点 69～51 点 50～0 点 

優 良 可 不可 

学生の進級に関しては、本学では修得単位数に基づく進級基準は設けられていないが、

履修規程第 5 条において、3 年次必修科目（心理学科は全員履修科目）である「専門演

習」の履修条件として3学期以上在学していなければならないことが規定されている。 

本学の卒業要件は、修業年限である 4 年以上在学したうえで、学則の別表第一に掲げ

られている授業科目を履修し合計 124 単位以上修得することと定められている。科目区

分ごとに内訳を見た場合、「全学共通科目」については、「日本語・日本事情Ⅰ～Ⅳ」を

含む外国語科目は 18 科目 18 単位のうち必修である「英語Ⅰ・Ⅱ」（各 1 単位）の 2 単位

を含め 4 単位以上の修得が必要であり、人文・社会・自然科学等の科目は 42 科目 82 単
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位のうち必修である「情報機器の操作」の 2 単位を含め 32 単位以上の修得が必要であ

る。また、「学科専門科目」については、提供される科目数、単位数、必修科目は学科に

よって異なるが、全学科ともに必修を含め 68 単位以上を最低履修単位数としている。以

上の要件を満たしたうえで、卒業認定を受けるためには 124 単位以上の単位を修得しな

ければならない。なお、「自由選択科目」として他学部・他学科の専門科目も 18 単位を

上限に卒業要件単位に含めることができることになっている。 

このように、本学では幅広い教養と深い専門のバランスを図った学修を可能とする教

育体制がとられている。 

心理学研究科の単位認定基準は、各科目のシラバスに明記され、院生に十分に周知さ

れている。単位の認定にあたっては、基本的には試験結果に基づいて行うが、レポート

や授業内の各種課題の結果などを加味することもできる。その際、各授業担当教員はデ

ィプロマ・ポリシーを踏まえて到達度評価を行っている。また、進級基準については、

本研究科では修得単位数に基づく基準を設けていないが、コースワークとして演習科目、

実習科目、及び研究指導科目を体系的に履修するように整えている。具体的には、「臨床

心理査定演習」、「臨床心理基礎実習」、「特別課題研究」はⅠの単位修得をもってⅡへと

進めることとし、「臨床心理基礎実習」の単位修得後に「臨床心理実習Ⅰ（心理実践実習）」

「臨床心理実習Ⅱ」へと学修を進めるように徹底している。 

子ども教育学研究科では、単位認定基準、修了基準を適切に策定し、年度当初ガイダ

ンスの配布資料等で院生への周知徹底を図っている。さらに単位認定基準については各

授業においてシラバス等に明記された内容に応じ、各授業担当者が各院生へディプロマ・

ポリシーを踏まえた周知を行うと共に、1 年次春期の「特別課題研究Ⅰ」を通じた年間

の履修計画作成の過程で院生の理解を深めている。修得単位数に基づく進級基準は設け

てはいないが、院生の多くが幼稚園教諭あるいは小学校教諭の専修免許状取得を目指し

ており、修了基準を明確に示すとともに、各教科・領域に関する科目を中心に、修了ま

でに各人に必要な修得単位について個別の指導を徹底している。 

 経営学研究科経営学専攻博士前期課程の単位認定基準は、2 年間以上在学し履修要項

にある専門科目 22 単位以上を取得し、「研究指導Ⅰ」と「研究指導Ⅱ」各 4 単位の合計

30 単位が必要である。そして修士論文の中間報告と最終試験に合格することとする。修

士論文の到達目標は、当該テーマが学会レベルにあること、先行研究など文献の把握、

そして調査研究が研究分野の水準にあることがあげられる。 

 経営学研究科経営学専攻博士後期課程の単位認定基準は、3 年以上在学し特別研究指

導 6 単位を含む、所定単位の 12 単位を修得することである。さらに博士論文を作成し

その審査及び最終試験に合格する必要がある。なお博士論文の到達目標には研究分野の

学会に貢献するオリジナリティを有することが要求される。 

修了認定基準は、「埼玉学園大学大学院学則」（第 31 条）に明記されており、本学ウェ

ブサイトや「新入生ガイダンス資料」等を通じて周知されている。【資料 3-1-11～12】 

 

3-1-③ 単位認定基準、進級基準、卒業認定基準、修了認定基準等の厳正な適用 

単位認定及び卒業認定については、「埼玉学園大学学則」、「埼玉学園大学履修規程」、

「埼玉学園大学履修規程に関する細則」及び「各種検定試験等合格者の単位認定につい
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て」（「履修のてびき」）で定められた基準に則り、厳正に適用されている。 

履修登録単位については、中央教育審議会答申「学士課程教育の構築に向けて」（平

成 20（2008）年 12 月 24 日）を踏まえ、学修時間を確保し学びの充実を図るという単

位制度の実質化の観点から、履修規程第 7 条に基づき演習（ゼミナール）、校外学習に

係る科目、単位認定科目及び卒業要件外科目等の一部除外科目を除き、年間の履修登録

単位数の上限を 40 単位としている。ただし、卒業年次生については、留年率を抑制す

るため履修登録単位数の上限は設定していない。【資料 3-1-3～7】 

成績評価に関しては、基本的には学期末試験の結果によるが、レポートや授業時の

小テストの結果などを加味することができる。成績の配点比率はシラバスに明記されて

いる。授業担当教員は履修規程第 16 条で明示された成績評価基準に基づき、「優」、

「良」、「可」、「不可」の成績評価を厳正に行っている。また、評価された成績について

学生から照会がある場合には、所定の期間に文書による質問を受け付け、授業担当教員

から文書をもって回答することにより、評価の透明性、客観性を担保し、適正な評価が

なされる仕組みが整えられている。 

成績指標の算出方法としては、本学では GPA（Grade Point Average）を導入していな

い。そのため、成績優秀者や奨学金採用者等を選出するための成績指標については、履修規

程第17条で示されている以下の計算式により算出を行っている。 

優の単位数×1＋良の単位数×0.5＋可の単位数×0.25 

総修得単位数(卒業要件科目で算出、「認定」の評価と記載された科目は除く。) 

 

他大学等における授業科目の履修等の取扱いについては大学学則第 34 条及び第 35

条に規定している。教育上有益と認めるときは、学生が他大学等において修得した単位

を、教授会の議を経て、本学における授業科目の履修により修得した単位として与える

ことができる。また、与えることができる単位数は、合わせて 60 単位を超えないもの

としている。 

進級基準については、本学では修得単位数に基づく基準を設けていないが、履修規

程第 5 条で規定された 3 年次必修科目（心理学科は全員履修科目）である「専門演習」

の履修条件（在学期間 3 学期以上）を遵守し、演習のクラス分けにあたっては、この条

件をクリアする学生を対象にして選考を行っている。 

卒業認定に関しては、学則第 4 条が規定する修業年限 4 年を充足した学生を対象と

して、学則第 36 条及び履修規程第 2 条で規定された卒業要件単位数を満たしているか

を教務委員会で審査した後、教授会において卒業判定が厳格に行われている。 

また、特に 4 年次の必修科目である「卒業論文又は卒業研究」は厳しく管理されて

おり、各教員が定める「字数」、「枚数」、「形式」等の作成要領が教務委員会の審議を経

て 10 月の教授会に報告されている。併せて各学生の卒業論文又は卒業研究の「題目」

についても教務委員会から 12 月の教授会に報告されている。 

心理学研究科の単位認定及び修了認定については、「埼玉学園大学大学院学則」で 

定められた基準に則り、厳正に適用されている。成績評価に関しては、基本的には試験

の結果によるが、レポートや授業内の各種課題の結果などを加味することができる。成

績の配点比率はシラバスに明記されている。授業担当教員は「A」、「B」、「C」、「D」の成

×100 



 

50 

績評価を厳正に行っている。進級基準については、コースワークとして演習科目、実習

科目、および研究指導科目を体系的に整えており、院生が順次学修を進めていけるよう

に指導を徹底している。また、修了要件である修士論文作成・提出についてのコースワ

ークも厳しく管理されている。1 年次の構想発表会及び 2 年次の中間報告会（2 回）で

の発表のほか、題目提出（2 年次春期に提出し、秋期の 11 月に最終提出）によってス

ケジュールを管理し、提出された修士論文についての審査を主査、副査 2 名の審査体制

によって厳正に行っている。修了認定に関しては、大学院学則第 5 条が規定する修業年

限を充足した学生を対象として、大学院学則第 31 条で規定された修了要件を満たして

いるかを教務委員会で審査した後、研究科委員会において修了判定が厳格に行われてい

る。【資料 3-1-11】 

子ども教育学研究科の単位認定及び修了認定については、「埼玉学園大学大学院学

則」で定められた基準に則り、厳正に適用されている。成績評価についてはシラバスに

明示された基準に応じた適正な評価を行っている。原則として試験の結果によるが、特

に演習科目等においては授業内の各種課題等を加味する場合があり、具体的な配点比率

等はシラバス等によって年度当初ガイダンス時に周知されている。またチーム・ティー

チング科目においては複数の授業担当者が協議の上、相互チェックに基づく適切な成績

評価に努めている。修了認定については、1 年次の構想発表会、2 年次の 5 月及び 11 月

の 2 回の中間報告会を経て、2 年次 2 月に学位論文発表会及び最終試験を行っている。

修士論文については、主査及び副査の 2 名により厳正な審査が行われるとともに、最終

試験においては 3 名の教員による学位論文審査委員会を立ち上げ、修士論文及び口頭試

問の内容を吟味した上で、論文審査報告書によって具体的な評価内容を共有できる体制

を整えている。最終的な修了認定は、大学院学則第 31 条で規定された修了要件を満た

しているかを教務委員会で審査した後、研究科委員会において修了判定が厳格に行われ

ている。 

経営学研究科経営学専攻博士前期課程の単位認定基準は、2 年間以上在学し履修要項

にある専門科目 22 単位以上を取得し、1 年次「研究指導Ⅰ」と 2 年次「研究指導Ⅱ」

各 4 単位の合計 30 単位が必要である。そして修士論文の中間報告と最終試験に合格す

ることである。課程修了要件及び認定について在学期間に優れた研究成果を上げたもの

は 1 年以上在学すれば足るものとする。また課程の目的に応じて研究科委員会において

適当と認められれば特定の課題について研究成果の審査をもって修士論文審査に代える

ことができる。（表 1） 
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[表 1]経営学研究科経営学専攻博士前期課程 

科目区分 授業科目名 配当年次 単位数 備考 

経営分野 

経営学特論、経営組織論特論、医療経済特論、ヘルスケ

アサービス･マネジメント特論、労務管理特論、地域企

業論特論、国際経営特論、マーケティング特論、経営史

特論、アジア経済事情特論、会社法特論 

1・2 各 2 

研究指導Ⅰ・Ⅱ8 単位を含

め、30 単位以上修得し、

かつ修士論文あるいは課

題レポートを提出し、そ

の審査及び最終試験に合

格すること。 

会計・税務分野 

財務会計特論、管理会計特論、国際会計特論、会計監査

特論、簿記特論、経営財務特論、租税法特論、法人税法

特論、所得税法特論、相続税法特論、消費税法特論、国

際租税法特論、環境会計特論 

金融分野 
金融論特論、国際金融論特論、貨幣論特論、証券市場特

論 

リスク評価分野 リスク・マネジメント特論 

研究指導 
研究指導Ⅰ 

研究指導Ⅱ 

1 

2 
各 4 

 
経営学研究科経営学専攻博士後期課程の単位認定基準は、まず 3 年以上在学し特 

別研究指導 6 単位を含む、所定単位の 12 単位を修得することである。さらに博士論文

を作成提出し、その審査及び最終試験に合格する必要がある。なお博士論文の到達目標

には研究分野の学会に貢献するオリジナリティを有することが要求される。（表 2） 

 

[表 2]経営学研究科経営学専攻博士後期課程 
科目区分 授業科目名 配当年次 単位数 備考 

経営分野 

経営学特講、経営組織論特講、ヘルスケアサービス・マ

ネジメント特講、地域企業論特講、国際経営特講、経営

史特講、マーケティング論特講、労務管理特講 
国際経営

特講 2・

3、他は

1・2・3 各 2 

特別研究指導Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ6

単位を含め、12 単位以上

修得し、かつ修士論文を 

提出し、その審査及び最

終試験に合格すること。 

会計・税務分野 
財務会計特講、管理会計特講、国際会計特講、経営財務

特講、租税法特講 

金融分野 貨幣論特講、金融論特講、国際金融論特講 

リスク評価分野 リスク・マネジメント特講 

研究指導 

特別研究指導Ⅰ 

特別研究指導Ⅱ 

特別研究指導Ⅲ 

1 

2 

3 

 

（3）3－1 の改善・向上方策（将来計画） 

単位認定基準、卒業認定基準、修了認定基準等については、「埼玉学園大学学則」、「埼

玉学園大学大学院学則」、「埼玉学園大学学位規程」、「埼玉学園大学履修規程」、「埼玉学

園大学履修規程に関する細則」、「各種検定試験等合格者の単位認定について」（「履修の

てびき」）等で明らかにされているが、今後もその厳正な適用を維持するとともに、基準

の妥当性について不断の検証を行っていく。 

教育の質向上を図るとともに、就職等で GPA 評価を求められた場合の対応のため、今

後、GPA 制度の導入を検討する必要がある。 

進級基準については、本学では修得単位数に基づく基準を設けていないが、学修の

促進という点から検討の余地があり、今後必要との意見が出た場合には教務委員会で

審議することとする。 
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3－2 教育課程及び教授方法 

≪3－2 の視点≫ 

3-2-①

3-2-②

3-2-③

3-2-④

3-2-⑤ 

カリキュラム・ポリシーの策定と周知 

カリキュラム・ポリシーとディプロマ・ポリシーとの一貫性 

カリキュラム・ポリシーに沿った教育課程の体系的編成 

教養教育の実施 

教授方法の工夫・開発と効果的な実施 

 

（1）3－2 の自己判定 

 

基準項目 3－2 を満たしている。 

 

（2）3－2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

 

3-2-① カリキュラム・ポリシーの策定と周知 

本学では、大学や学部が掲げる教育目的を踏まえつつ、学科・研究科ごとに教育研究

及び人材養成に関する目的を提示し、学生が学部 4 年間あるいは修士課程 2 年間の学び

を通して、それらの目的を達成するために必要な知識・技能が修得できる教育課程の編

成方針を示すべく、カリキュラム・ポリシーを策定している。なお、人間文化学科・子ど

も発達学科は令和 3 年度において、令和 4（2022）年度入学生から適用となる改定ポリシ

ーを作成した。各学科・研究科のカリキュラム・ポリシーは以下のとおりである。 

 

(1) 人間文化学科 

人間文化学科では、人文科学系の専門分野を中心に学修するとともに、21 世紀の国際

型・共生型の社会において強く要請される幅広い教養とコミュニケーション能力を身に

つけることを目的にカリキュラムを組んでいます。 

本学科では、外国語科目を含む全般的な教養を学ぶ全学共通科目と、「文学・言語科目

群」「史学・文化・人間心理科目群」「メディア科目群」の 3 つの科目群から構成される

専門科目を配置しています。科目履修にあたっては、学生が 3 つの科目群を系統的かつ

横断的に学ぶことにより、人文科学を総合的に学修する一方、広い視野に立って様々な

問題を考える力を養うために弾力的に科目を履修できるようにします。また、演習に関

しては少人数による「教養演習」「基礎演習」「専門演習」「卒業論文又は卒業研究」を学

年の進行に応じて配置し、教員と学生間での双方向の授業を展開します。その中では、

大学での学びの作法や専門的な文献・資料の収集、調査、分析、発表、討論の方法など

をとりあげ、学生の「学ぶ楽しさ、知るよろこび」の体験と自立的・積極的な学修への

取組みを促します。 

本学科のカリキュラム編成の主眼は以下のとおりです。 

① 日本人の思考・価値観の変遷をたどりながらその本質を把握し、日本の文化、

思想、文学、歴史を理解する力を養う。 

② 欧米やアジアをはじめとする世界各地域の言語、文化、思想、文学、歴史への
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理解を深めるとともに、日本文化との比較・対照を通じて国際的な相互理解の重

要性を理解する力を養う。 

③ 国際型・共生型社会の構築に不可欠な言語コミュニケーション能力を培うとと

もに、情報社会の進展に対応できる情報活用能力及び多様な文化実践を支えるメ

ディアへの理解力を養う。 

④ 文化や歴史の影響をうける社会的存在としての人間の形成過程を体系的に学

ぶことによって、人間及び人間の営みを洞察する力を養う。 

以上の①～④に対応する科目を系統的・総合的に学ぶことで得る知識や技能を活かし、

人間や文化にまつわるさまざまな問題の発見・探究・解決を実践します。これらの実践

を通して、批判的・論理的・創造的な思考能力を養います。1･2 年次での全学共通科目

及び学科専門科目の基礎的な学びを基盤としつつ、3 年次ではより高度な専門的学習を

進めさせるとともに、学生が専門的な人文科学の問題について発見･探究･解決を実践す

る場として 3 年次の専門演習を必修科目に位置づけます。そして、専門演習で培った能

力を発揮するために最終学年において卒業論文ないしは卒業研究を課すこととします。 

さらに、中学校教諭一種免許（国語・英語・社会）、高等学校教諭一種免許（国語・英

語・地理歴史）取得のための教職課程を設置するほか、図書館司書、博物館学芸員、学

校図書館司書教諭、准学校心理士の資格取得が可能となるよう、必要な授業科目を配置

します。また、これらの免許や資格の取得を奨励するため、学生にわかり易い履修モデ

ルを用意します。 

 

(2) 心理学科 

心理学科では、心理学の専門的知識や研究法を修得して、心の問題に適切に対応でき

るカウンセリング力を持った人材や、困難な状況においても自ら解決し主体的に生きる

力を身につけた人材を育成するため、次のような方針に基づいて教育課程を編成し、実

施します。 

① 人間の心と行動にかかわる知識・技能を身につける。このため、人間の心と行

動のつながりを理解することができるように、心理学概論Ⅰ、心理学概論Ⅱ、心

理学実験、心理学研究法などの基礎科目から臨床心理学概論、社会心理学概論（社

会・集団・家族心理学）、発達心理学概論、カウンセリング心理学（心理学的支援

法）、心理療法論といった応用科目を幅広く用意する。 

② 人とかかわる力やコミュニケーション力と幅広い教養を身につける。このため、

少人数演習形式の基礎演習Ⅰ・Ⅱ、コミュニケーション心理学といった人と関わ

る力の専門的科目に加えて、人文、社会科学、自然科学、外国語など幅広い教養

を身につけることができる科目を用意する。 

③ 心と行動にかかわる現象を科学的方法によって明らかにする。このため、人間

を認知、感情、行動の 3 つの視点から体験的に理解することができるように知覚

心理学、認知心理学（知覚・認知心理学）、欲求・行動心理学、学習心理学（学習・

言語心理学）、認知行動療法といった科目を用意している。 

④ 心理学の理論と技法を生かし、キャリア力の一環として自己及び他者、社会と

豊かに関わる力を身につける。このため、人と人のつながり、人と社会のつなが
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りについて専門的に理解することができるように、人間関係学、家族心理学、組

織心理学、コミュニティ心理学といった専門科目を用意する。 

⑤ 社会で倫理学の知識と技法を生かして、仕事を円滑に進めるために必要な倫理

観や総合的にまとめる力を身につける。このため、生命の尊重、人権擁護、倫理

観を身につけることができるように、生命の倫理、倫理学、憲法といった教養科

目を用意する。また、最終学年において、卒業論文または卒業研究に取り組むこ

とにより、専門科目履修の総括とする。 

履修の方法としては、学生が学習に積極的に取り組むように、二人一組で自分の意見

を発表し、相手の意見を聞く、3、4 人の小集団で意見を出し合い議論する、課題を設定

しより良い解決方法を求めるなど能動的な学習方法を取り入れます。こうした教育課程

の実施を通じて、学生の「学ぶ楽しさ、知るよろこび」の体験と、自律的・積極的な学

修への取組を促します。 

これらの授業科目の配置については、コース制はとっていませんが大きな分類として、

学生の将来の進路に応じて、臨床心理学系科目を深く専門的に学ぶ履修モデル、社会心

理学系科目を深く幅広く学ぶ履修モデルを用意します。国家資格として法制化された公

認心理師の受験資格には、学部レベルから心理学に関する科目の体系的な履修が必要に

なりますので、このようなニーズに応える授業科目を用意し、学生にわかり易い履修モ

デルを用意します。 

 

(3) 子ども発達学科 

子ども発達学科では、子どもを乳児期（0 歳児）から学童期（12 歳児）までを主とし

て学術研究の対象とする授業科目を編成しています。これは保育士資格、幼稚園教諭一

種免許、小学校教諭一種免許について、複数の資格・免許の取得を目標として掲げた上

で、さらに教育及び福祉の学術的探究を保証するカリキュラムとするためのものです。

学生の「学ぶ楽しさ、知るよろこび」の体験と自立的・積極的な学修への取組みを促し

ながら、教育や保育の専門性を身につけてもらうため、人間性の育成を重視しています。

また、広い視野をもち、実践力を身につけてもらうため、子ども発達学科の専門科目の

みならず、全学の共通科目や他学科、他学部からの自由選択科目なども積極的に学ぶよ

う奨励しています。 

① 教育者としての人間性 

少人数演習形式の「教養演習」(1 年次)、「基礎演習」(2 年次)、「専門演習」(3

年次)を配置し、保育・教育に関する問題の追究を通して、子どもと関わる意義に

ついて学修する。2・3 年次の保育実習、3・4 年次の教育実習を通じて、子ども理

解を深め、一人ひとりを尊重する精神を形成する。また、人文、社会科学、自然

科学、外国語などの科目を配置し、教育者としての幅広い教養を学修する。 

② 教育・保育における専門的知識と実践力 

教職課程に関する科目（小学校教諭免許、幼稚園教諭免許）及び保育士資格に

関する科目と「保育実習」(2・3 年次)、「教育実習」（3・4 年次）より、理論と実

践を往還できるように配置する。また、4 年次秋期に「保育・教職実践演習」を配

置し、これまでの大学での学びをもとに、就業に耐えうる専門的知識と実践力を



 

55 

身につける。 

③ 態度、志向性 

子ども発達学科専門科目「多文化保育論」や「特別な配慮を必要とする子ども

の理解と支援」などの科目を通じて、多様な社会とその変化を受け止められるだ

けの問題意識を深める。さらに、実習に関する「事前・事後指導」や「保育・教

職実践演習」を通して、教育や福祉の世界に身を置く自覚とその世界で中心的に

活躍していこうとする態度を養う。 

 

(4) 経済経営学科 

経済経営学科は、情報通信技術（ICT）の発展、経済の国際化の進展する知識基盤社会

において、専門知識・技能を身につけた社会で自立して活躍できる有為な人材を養成し

ます。 

このために、本学科の教育課程は、全学共通科目、学科専門科目及び自由選択科目に

よって構成されています。 

全学共通科目は、日本文学などの人文科学、環境学などの自然科学、経済学入門など

の社会科学分野と外国語科目分野で構成され、他学部の科目から自由に選択できる自由

選択科目とともに、豊かな人間性を備えた社会人になるための幅広い専門教養を身につ

け、他者への理解力、共創する能力を育てることを目指しています。 

また、学科専門科目は、経済科目群、経営科目群、会計科目群、データサイエンス科

目群、スポーツ健康科目群、観光ビジネス科目群、そして共通科目群により構成され、

経済経営に関する専門的な知識と技能を身につけさせるための科目です。 

本学科の教育方法の特質の 1 つは、経済・経営・会計・データサイエンス・スポーツ

健康・観光ビジネス科目群の学問分野の専門基本科目を 1 年次に広く学修し、2 年次以

降には各専門分野のなかから、自己の興味・適性・進路にそった各論科目を学び、自己

の適性・進路に合った専門分野の高度な専門知識・技能を学習できるように科目配置し

ています。入学時に自己の進路に迷っている学生でも、1 年次で各専門分野の基本を学

べることから、進路決定のために 1 年次から広く専門を学べるという特質があります。 

その特質の 2 つは、学生の興味・適性・進路を尊重して、自己の持っている個性・適

性を早いうちに見極め、2 年次以降の専門分野の学問研究を深堀できるよう、１教員 5～

10 名程度の少人数の「演習」授業を１年次から 4 年次まで継続して行っています。教員

による１人ひとりの顔の見える個別指導方法です。１年次「教養演習Ⅰ」（春期）、「教養

演習Ⅱ」（秋期）、2 年次「基礎演習」（通年）、3 年次「専門演習」（通年）、4 年次「卒業

論文又は卒業研究」（通年）です。演習授業は、学生 1 人ひとりの人格を尊重した、専門

知識・技能を修得し、自己で問題を捉え、問題解決方法を見つけ、論理的に表現し、他

者と共存・共創の能力を身につけることを目指しています。こうした教育課程の実施を

通じながら、学生の「学ぶ楽しさ、知るよろこび」の体験と、自律的・積極的な学修へ

の取組を促します。 

その特質の 3 つは、4 年間の学修の集大成として、演習指導の教員の下で「卒業論文

又は卒業研究」を作成し、「卒業論文合同発表会」でプレゼンテーションを行います。 

演習では、学生がしっかりとした意見を持ち、議論の相手に理解してもらえるように
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主張できることが求められます。混沌とした現代経済において、企業などは、課題を見

つけ、課題を解決する処方箋を作成し、実際に解決する能力を有する人材を求めていま

す。現代社会の要請に応える上できわめて重要な科目が 4 年間にわたる演習でもありま

す。 

その特質の 4 つは、学生の勉学支援のための「情報メディアセンター」（図書館）、資

格取得支援のための「エクステンションセンター」及び、就職支援のための「キャリア

センター」を学内に併設しています。各センターでは、学習全般、資格取得や就職活動

の支援を専門スタッフにより積極的に行い、学生が専門知識・技能を職業人生で活かし

続けられる人材の養成に努めます。 

 

(5) 心理学研究科 

心理学研究科では、自立した心理支援専門家として、個人及び組織・地域からの援助

希求に対して高い共感性とコミュニケーション能力を持ち、十分な心理社会的援助能力

を修学することを目標としたカリキュラムを編成します。 

具体的には、①心理臨床活動を展開するための実践力を養成する「基幹科目群」、②臨

床心理学の知識と方法論をより高度化、深化する「基礎科目群」、③支援対象者の特徴を

理解し、それに応じた援助法を修得する「発展科目群」、④修士論文作成のための高度な

研究実践能力を学習する「特別課題研究」の４領域によって編成されます。教育課程編

成の目的を効果的に実現するために、教育方法として、通常の講義形式のほか、事例研

究方式、課題討論方式、ロールプレイ、グループワークを含む模擬実習など、具体的か

つ実践的な体験学習を多く組み入れます。 

なお、カリキュラム編成においては、文部科学省・厚生労働省の定める公認心理師法

の必要科目を履修し、達成すべき到達目標を実現するように配置されています。 

さらに、公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会による指定要件を踏まえて臨床心

理士養成指定大学院一種の認定を受けています。 

 

(6) 子ども教育学研究科 

1.カリキュラムの編成 

子ども教育学研究科では、教育に関する専門的知識や専門職としての資質・能力の向

上を図り、保育・教育の創造に主体的に取り組むことのできる実践的力量を有する人材

を育成するために「理論を学ぶ科目」 「理論と実践を往還する科目」「自らの教育実践

理論を構築する科目」を構造化し、有機的関連を図ったカリキュラムを編成しています。 

2.教育の実施体制 

各授業科目を担う教員が子ども教育学における教育・研究の使命をもち、保育・教育にお

ける高度な知識と実践的力量について互いに共有し、協働体制のもと教育を進めます。 

3.教育の評価 

各授業科目は本学の理念・目的に沿った目標を定め、到達目標並びに評価の基準・方

法を学生に周知し、成績評価を行います。また、FD 委員会、研究発表会を定期的に開催

し、学生による授業評価の結果をもとにカリキュラムの評価・改善を図り、教育の質保証

をします。 
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(7) 経営学研究科博士前期課程 

経営学研究科博士前期課程のカリキュラムは、経営学、会計学・税法学、金融論、リ

スク評価論の各学問分野の基本科目、理論科目・実務科目により編成しています。高い

専門性をもって経営・会計・税務・金融・リスク評価の知識を修得し、独創的で人間性

豊かな高度専門職業人の育成を目指しています。このため、本研究科における研究指導

は次のような特色を持っています。 

①研究指導の方針は、研究を重視した質の高い修士論文作成を目指していること、②教

育方法は、大学のアカデミズムと先端的な実務との融合により、自ら独創的な解答を得

る自立した研究能力の育成、幅広い視野からの研究活動を行うよう指導していること、

③自立した研究力を身につけるため 2 年間にわたり主指導教員 1 名・副指導教員 1 名の

2 名の教員から個別研究指導を継続して受ける体制を整えていること、④2 年次の 5 月と

11 月に公開の修士論文の中間報告会を義務付け、幅広い参加者からの議論を通じて修士

論文のブラッシュアップの機会を設けていること。 

 

(8) 経営学研究科博士後期課程 

経営学研究科博士後期課程の教育課程は、アカデミズムと先端的な実務との融合によ

り、自ら独創的な解答を得る自立した研究能力の育成、幅広い視野からの研究活動の実

践という本学の教育理念に照らして、経営分野、会計・税務分野、金融分野、リスク評

価分野の理論的な科目と実践的な科目をバランスよく設定しています。 

教育目標は、博士前期課程の目標に加え、次代の地域企業経営及び我が国が抱えている現

実的な経営問題に対応し、新しい企業経営を切り拓く高度な研究能力を持ち、豊かな人

間性と独創性を兼ね備えた自立した研究者としての能力を身につけた高度専門職業人の

育成です。具体的には、①地域の企業、病院経営等の事業組織の戦略の策定・実行でき

る高度専門人材、②経営学に関する自立した研究能力を備えた企業経営の海外進出のフ

ロントランナー、③地域企業と共生して、企業の国際化や地場産業の発展のために貢

献できる会計・財務・金融・リスク評価・税務のできる高度専門人材、④高度な専門性

をもって、先端的な金融問題、リスク評価できる高度金融ビジネスマン、⑤幅広い専門

性を修得し官民共同の政策立案に関与できる人材です。 

このための教育方法の 1 つは、教育課程における学問分野の実務と理論を融合し、新

しい知を創造する研究能力を身につけるため、3 年間にわたり、1 院生に対して主指導

教員 1 人（専任教員）と副指導教員 1 人（客員教員含む）の 2 人の教員が「博士論文作

成のための研究指導」を行います。その 2 つは、2・3 年次の 5 月に論文中間報告会を行

い、広い学問分野からの質疑を受け、博士論文のブラッシュアップの機会を設けています。

その 3 つは、2～3 年次に学術学会で報告し、所属の学術学会において自己の論文の学問

的水準を認識し、その専門分野の学会水準を超えることを目標に研究指導するととも

に、査読付き学会誌に投稿するよう指導します。その 4 つは、3 年次の 10 月末に博士論

文の草稿を出し、公開報告会を行い、指導教員の博士論文の予備審査を受け、予備審査を

合格した者が、最終修正した博士論文を提出することになります。 

 

各学科・研究科のカリキュラム・ポリシーは本学ウェッブサイトや「履修のてびき」
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を通じて周知されている。【資料 3-2-1～3】 

 

3-2-② カリキュラム・ポリシーとディプロマ・ポリシーとの一貫性 

各学科ともに、ディプロマ・ポリシーにおいて「社会人としての幅広い教養」を備え

ると同時に、それぞれの学科が求める「専門的な知識・技能」を修得すべきことが謳わ

れている。それを受けて、カリキュラム・ポリシーでは、4 年間の学びを通して、学生が

「幅広い教養」と「専門的な知識・技能」を修得できるよう、「全学共通科目」と「専門

科目」を軸とする教育課程の編成方針が打ち出されている。両ポリシーの一貫性を保持

し、本学の使命や教育目的が果たされる態勢が整えられている。 

授業担当教員（非常勤講師を含む）は、学生にあらかじめ授業の趣旨や進め方、成績

評価方法等を把握させるため、教育課程（カリキュラム）にあるすべての授業科目につ

いて、半期ないしは通年のシラバスを作成している。シラバス作成の際、授業担当教員

には教務委員会作成の「シラバス作成について（お願い）」が配付されるが、その文書に

おいて「全学共通科目」や「教職・資格課程科目」については本学の人材養成目的、「学

科専門科目」については当該学科のディプロマ・ポリシーがそれぞれ明示され、それら

の基本方針を念頭に置いて授業を行うことが要請されている。このように、すべての授

業は本学の人材養成目的やディプロマ・ポリシーを達成することを目標に展開されてお

り、本学のカリキュラム・ポリシーとディプロマ・ポリシーは連動したものとなってい

る。【資料 3-2-4】 

なお、作成されたすべての科目のシラバスは、授業の趣旨や進め方、学生の到達目標、

成績評価における配点比率等についての記載内容に不備がないか、教務委員によってチ

ェックされ、必要に応じて修正等の指示が行われている。シラバスは学生がいつでも閲

覧できるよう、本学ウェブサイト上で公開されている。また、人材養成目的に合致し、

かつ教育効果を上げると認められる場合には、学外授業や外部講師による授業も行われ

ている。【資料 3-2-5】 

心理学研究科では、人間の心と行動についての深い理解と科学的思考を身につけ、臨

床的態度と専門的技法をもって人々に心理的援助のできる人材の養成を目的としている。

このディプロマ・ポリシーに基づき、自立した心理支援専門家として、個人及び組織・

地域からの援助希求に対して高い共感性とコミュニケーション能力を持ち、十分な心理

社会的援助能力を修学することを目標としたカリキュラム編成を行っている。具体的に

は、心理実践の核となる力を養成する「基幹科目群」を中心として、研究スキルや研究

法の基礎、および臨床心理学近接領域についての学修を深める「基礎科目群」、心理支援

の応用的、発展的な学修を進める「発展科目群」、さらに科学的思考と研究スキルを醸成

する「特別課題研究」へと展開する、4 領域編成の教育課程によってディプロマ・ポリ

シーを実現している。 

子ども教育学研究科では、学校教育において複雑化・多様化する社会背景のもとに顕

在化する多様な学校教育課題に教育学的内容知識を基に課題を正確にとらえ分析し、解

決方策を構築し、それを実践知力まで高め、その実践結果を評価・改善し、理論化する

という研究能力と実践理論を身につけた人材の養成を目的とするディプロマ・ポリシー

を立ち上げている。カリキュラムの編成においては、教育に関する専門的知識や専門職
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としての資質・能力の向上を図り、保育・教育の創造に主体的に取り組むことのできる

実践的力量を有する人材を育成するために「理論を学ぶ科目」、「理論と実践を往還する

科目」、「自らの教育実践理論を構築する科目」を構造化し、有機的関連を図っている。

また教育の実施体制として、各授業科目を担当する教員が子ども教育学における教育・

研究の使命をもち、保育・教育における高度な知識と実践的力量について互いに共有し、

協働体制のもと教育を進めており、カリキュラム・ポリシーとディプロマ・ポリシーの

一貫性を担保した教育課程編成および実施がなされている。 

経営学研究科経営学専攻博士前期課程のカリキュラム・ポリシーは、経営学、会計学・

税法学、金融論、リスク評価論の各学問分野の基本科目と理論・実務科目から編成され

ている。そこでの人材育成の目標は、高い専門性と独創的人間性豊かな高度専門職業人

にある。これらにより修士号学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）が定められてい

る。 

  また、経営学研究科経営学専攻博士後期課程のカリキュラム・ポリシーは、アカデミ

ズムと先端的な実務との融合にある。すなわち自ら独創的解決を得る自立した研究能力

の育成と幅広い視野からの研究活動が実践できることである。具体的には、⑴地域の企

業や病院経営などの事業組織戦略を策定し実行可能な高度専門人材、⑵地域企業と共生

し地場産業の発展に貢献する会計財務・金融などの高度専門人材、⑶幅広い専門性を修

得し官民共同の政策立案に関与できる人材などである。 

 

3-2-③ カリキュラム・ポリシーに沿った教育課程の体系的編成 

本学の教育課程は、カリキュラム・ポリシーに基づき、主として「幅広い教養」を備

えるための「全学共通科目」と「専門的な知識・技能」を修得するための「専門科目」

から構成され、学科ごとに体系的に編成されている。また、広い視野を身につけるとい

う観点から、他学部・他学科の専門科目も「自由選択科目」として履修することができ

るようになっている（18 単位までを卒業要件単位として認めている）。 

本学の教育課程の体系は、1・2 年次で「全学共通科目」を中心に履修しつつ、進級とと

もに基礎的な科目から段階的に専門性の高い科目の履修に移行していく年次配当体系と

なっている。そのため、各授業科目には「埼玉学園大学学則」別表第一に記載されてい

る配当年次が設定されるとともに、授業の難易度や位置づけを明確化することにより学

生が順序立てて科目を履修できるよう、ナンバリング・システムが導入されている。な

お、このナンバリングは履修登録のコードとしても活用されている。 

併せて、学生の体系的な学修を促進すべく、保育士資格や幼稚園教諭及び小学校教諭

免許の取得を前提に段階的なカリキュラムが組み立てられている子ども発達学科を除き、

人間文化学科では分野・区分別に整理した図形式による「履修モデル」、心理学科では進

路希望別の「履修モデル」、経済経営学科では科目群ごとに学科専門科目の「年次配当図」

が作成され、「履修のてびき」で提示されている。【資料 3-2-6～7】 

各学科における教育課程の体系的編成の態様は以下のとおりである。なお、人間文化

学科は令和 3（2021）年度において新たに、令和 4（2022）年度入学生から適用となる 3

つの科目群への再編を行った。 
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(1) 人間文化学科 

人間文化学科では、日本や外国の文学・言語を中心にコミュニケーションのあり方を

追究する「文学・言語科目群」、人間が積み上げてきた多様な歴史や文化を知り、他者へ

の共感能力を養う「史学・文化・人間心理科目群」、情報社会における多様なメディアへ

の理解を通じて、現代文化を読み解く「メディア科目群」を設け、全学共通科目を土台

としながら、それら 3 つの科目群に配置された人文科学分野の専門科目を幅広く横断的

に学べることが特長となっている。学生の学びという点では、広い視野に立って様々な

問題を考える力を養おうとする学生には専門領域を超えて科目を自由に履修することを

奨励するとともに、他方で各専門領域の科目を系統的に学修しようとする学生にも対応

できるよう履修科目を分野・区分別に整理することにより全体像を鳥瞰できる体系的な

履修モデル図を作成し、各学生が自己のニーズに沿った学修をしやすくするようにして

いる。 

また、1 年次から 4 年次に至る各演習（ゼミナール）では、教員と学生との間で対話

型の授業が展開され、学生のコミュニケーション能力の向上が図られるとともに、教員

は学年に応じて必要とされる勉学方法や研究手法を学生に体得させている。 

 

(2) 心理学科 

心理学科は、人の心と行動を理解するための知識・技能を習得し、人とかかわる力や

コミュニケーション力、さらには幅広い教養を身につけるため、1・2 年次において少人

数のゼミ形式による「基礎演習Ⅰ」と「基礎演習Ⅱ」を提供するとともに、1 年次配当の

学科専門科目である心理学概論Ⅰ、心理学概論Ⅱ、臨床心理学概論、社会心理学概論（社

会・集団・家族心理学）、心理学研究法、心理学実験基礎（心理学実験）、心理学統計法

Ⅰの 7 科目すべてを心理学の基礎的な科目と位置づけ必修科目としている。また、3・4

年次の「専門演習」や「卒業論文又は卒業研究」では、心理学の知識を駆使して実践的

な調査・研究に取り組み、その成果をまとめていくこととしている。心理学科では、以

上の演習科目を軸とし、かつ 1 年次必修の専門科目を基礎にしながら、履修モデルを参

考に全学共通科目や学科専門科目を幅広く系統的に学修させることによって、専門知識

と教養を備え、他者への理解と支援に活用できる人材を育成するための教育カリキュラ

ムを構築している。 

     さらに、公認心理師を目指す学生に対しては、大学における公認心理師受験資格取得

のための課程を修了させるべく、公認心理師養成カリキュラムに沿って系統的に学修で

きるよう必要な専門科目を提供している。 

 

(3) 子ども発達学科 

子ども発達学科では、保育士資格、幼稚園教諭及び小学校教諭免許の取得を主目的と

した教育課程が編成されている。子ども発達学科の教育目標は、子どもや保護者及び地

域社会から信頼感を持たれるような人格を備え、かつ乳児・幼児・児童の保育や教育に

関する専門知識や技能を身につけた「子ども教育の専門家」を養成することである。そ

うした観点から、学生は低年次においては全学共通科目を中心とした多彩な専門分野の

学びを通して広い視野を身につけると同時に、併せて 1 年次から順次、保育士資格や幼
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稚園教諭及び小学校教諭免許の取得を目的として講義や実技、教職基礎演習等から構成

される専門科目の学修を開始し、進級とともに実習を含めたより実践的で専門性の高い

授業科目を段階を踏んで系統的に履修することとなっている。このように体系的に編成

された教育課程のもとでの学修により、学生は幅広い教養に下支えされた豊かな人間性

と、理論に裏付けられた専門知識や技能を有する実践力を兼ね備えた「子ども教育の専

門家」を目指すことができるようになっている。 

加えて、1 年次から 4 年次にかけて少人数による演習（ゼミナール）が配置され、担

当教員による親身な指導のもとで大学での勉学方法を学ぶとともに、保育や教育に関す

る課題を追究し、子どもについての理解を深めることによって、学生は教育者としての

自覚をより一層強く持つことが可能となっている。 

 

(4) 経済経営学科 

経済経営学科は、国内において進行する少子高齢化や世界的に進展する情報通信技術

（ICT）の進歩や経済のグローバル化のもとで、幅広い教養に根ざした豊かな人間性を備

えると同時に、経済経営に関する専門知識や技能を身につけることにより、各種の課題

を認識し解決していく自立した人材の養成を目的にしている。そのため経済経営学科で

は、全学共通科目にある人文科学、社会科学、自然科学等の各分野の科目や外国語科目、

及び自由選択科目となる他学部・他学科の専門科目を学ぶ機会を与えることにより学生

に広い視野を持たせる一方、経済経営に関する専門科目については、その基本科目と位

置づけられる経済学総論、経済学、経営学総論、経営学、会計学総論の 5 科目を必修科

目として 1 年次から履修させ、専門の勉強の基礎固めをさせている。また、経済経営学

科の専門科目を「経済科目群」、「経営科目群」、「会計科目群」、「データサイエンス科目

群」、「スポーツ・健康科目群」、「観光ビジネス科目群」の 6 つの専門分野にグループ分

けしたうえで、学生が自己の興味、適性、進路に合わせて基礎からより高度の専門性を

有する科目を配当年次に沿って学修できるよう、体系的な科目配置がなされている。 

また、4 年間にわたる各演習（ゼミナール）では、それぞれの学生が発表資料を作成

し、それらをプレゼンテーションするとともに、ほかの学生とのディスカッションをす

るといった形式で授業を進め、基礎レベルから専門性の高いレベルに至るまでの知識や

技能を学生に修得させることにより、大学での学修の集大成としての卒業論文の作成へ

と導いている。 

 

演習（ゼミナール）については、1 年次から 4 年次にかけて段階的に学修していき、

最終的に「卒業論文又は卒業研究」に到達する体系的な教育課程が編成されている。基

本的には、1 年次の「教養演習Ⅰ・Ⅱ」（心理学科は「基礎演習Ⅰ」）で、文章表現やレポ

ート作成についての基礎的な知識・技法、他者とのコミュニケーション力などを養い、

2 年次の「基礎演習」（心理学科は「基礎演習Ⅱ」）では、教員の専門分野ごとのテーマを

学ぶことにより、学生各自が学修するテーマの方向性を見つけ、3 年次の「専門演習」

においては、自分の学習するテーマを決定し、4 年次の「卒業論文又は卒業研究」で 4 年

間の総まとめを行うこととしている。 

演習（ゼミナール）での学修成果を示す場としては、10 月の大学祭において卒論中間
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発表会が行われ、卒業論文・卒業研究提出後の 2 月には、学科単位で「卒業論文又は卒

業研究」発表会が開催されている。しかしながら、令和 3(2021)年度は、新型コロナウ

イルス感染拡大防止のため、2 月の「卒業論文又は卒業研究」発表会を中止した。 

なお、進級にあたって学生が意欲的に学べる演習（ゼミナール）のクラスを選択できる

よう、各学科で 11 月頃にゼミ紹介のためのガイダンスが実施されるとともに、担当教員

ごとにゼミ見学会や相談会等が行われている。 

1 年次の「教養演習Ⅰ・Ⅱ」（心理学科は「基礎演習Ⅰ」）から 2 年次の「基礎演習」

（心理学科は「基礎演習Ⅱ」）、そして 3 年次の「専門演習」に至るまで、学生指導を継

続的かつ円滑に行えるようにするため、進級時において演習担当教員は「演習担当学生

引継ぎ票」を作成し、次期の演習担当教員に各担当学生の修学状況に関しての引継ぎを

行っている。それにより、次期演習担当教員は担当学生のそれまでの修学状況を把握で

きるようになっている。 

また、体系的に編成された教育課程のもと、授業担当教員は学生の学修を支えるべく、

カリキュラムにおける各授業科目の位置づけを意識したシラバスを作成し、学生が授業

の全体像を把握したうえで科目の履修ができるようにしている。シラバスの内容として

は、大学設置基準第 25 条の 2 で規定された「授業の方法及び内容並びに一年間の授業

の計画をあらかじめ明示」し、かつ「学修の成果に係る評価及び卒業の認定に当たって

は、客観性及び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示する」

という趣旨を踏まえ、授業概要、授業計画、到達目標、履修上の注意、予習・復習、配

点比率を含む評価方法、テキストが明記されたものとなっている。 

また、各研究科における教育課程の体系的編成の態様は以下のとおりである。 

(1) 心理学研究科 

個人、組織、及び地域の援助希求に応える自立した心理支援専門家を養成すべく、「基

幹科目群」、「基礎科目群」、「発展科目群」、「特別課題研究」の 4 領域によって教育課程

を編成している。とくに、心理臨床活動を展開するための実践力を養成する「基幹科目

群」は学修の基礎となる授業科目であり、「臨床心理学特論Ⅰ・Ⅱ」、「臨床心理面接特論

Ⅰ・Ⅱ」、「臨床心理査定演習Ⅰ・Ⅱ」、「臨床心理基礎実習Ⅰ・Ⅱ」は 1 年次に配当され、

さらにⅠからⅡへと順に学修を進めるように構成されている。これらの授業科目の学修

を核として、「臨床心理実習Ⅰ・Ⅱ」によって実践力を高め、「基礎科目群」、「発展科目

群」の科目履修によって臨床心理学の近接あるいは発展領域、および研究スキルの基礎

の学修を進める体系的編成を行っている。また、研究指導科目である「特別課題研究」

についても、Ⅰ（1 年次）からⅡ（2 年次）へと学修を進められるよう体系的に編成し、

綿密な進捗管理のもとで修士論文指導を行っている。 

 

(2)子ども教育学研究科 

カリキュラム・ポリシーに基づき、教育に関する専門的知識や専門職としての資質・

能力の向上を図り、保育・教育の創造に主体的に取り組むことのできる実践的力量を有

する人材を育成するために「理論を学ぶ科目」、「理論と実践を往還する科目」、「自らの

教育実践理論を構築する科目」を構造化し、有機的関連を図ったカリキュラムを編成し

ている。配当年次等の制限を少なくすることで、1 年次春期から始まる「特別課題研究



 

63 

Ⅰ」において個別の履修指導を徹底することを通じ、各院生の各専修免許状取得希望や

修士論文研究計画に応じた適切な学修が進められる編成を企図している。 
 

(3)経営学研究科経営学専攻博士前期課程 

教育課程編成・実施方針（カリキュラム・ポリシー）は、経営学、会計学・税法学、

金融論、リスク評価論の各学問分野で編成されている。その特徴は次の通りである。①

研究重視の質の高い修士論文の作成を行うこと。②学術と先端実務の融合による独創的

研究者の育成を目指すこと。③修士課程 2 年間にわたり主指導教員 1 名、副指導教員 1

名の計 2 名による個別の研究指導体制を整備していること。④2 年次の 5 月と 11 月に修

士論文の中間報告を義務付け幅広く参加者（主に研究者）からの議論を通じ修士論文作

成の向上を図っていることである。 

 

(4)経営学研究科経営学専攻博士後期課程 

カリキュラム・ポリシーは、博士前期課程の教育に加え、次世代の地域企業経営や日

本企業が抱える現実的経営課題に対し、その解決能力を備えた高度専門職業人の育成に

ある。教育方法としては次のものが挙げられる。①博士課程後期 3 年間にわたり 1 院生

に対し主指導教員 1 名（専任教員）と副指導教員 1 名（客員教員を含む）の計 2 名から

「博士論文作成の研究指導」を実施する。②2・3 年次の 5 月に博士論文中間報告を義務

付け、広い分野からの質疑を受け論文の質的向上を図る。③2～3 年次に学術学会で報告

を行い、所属学会における自らの論文の学問的水準を認識させる。そして当該学会水準

を超える論文を投稿し査読付き学会誌に掲載できるよう指導をする。④3 年次の 10 月末

に博士論文の草稿を提出させ、公開報告を行い指導教員の予備審査と最終試験に合格す

るよう指導を行う。 

 

(5)免許・資格の取得 

教育職員免許課程や保育士養成課程、図書館司書課程、博物館学芸員課程についても、

免許・資格取得に必要な科目を配置するとともに、課程登録学生が体系的に学修できる

よう説明会やガイダンスを実施し、履修指導を行っている。なお、令和 2(2020)年度の

「履修のてびき」から図書館司書課程と博物館学芸員課程に係る科目については、履修

モデルを記載することとした。【資料 3-2-8】 

本学の子ども発達学科では、保育士、幼稚園教諭、小学校教諭の養成という明確な人

材養成目的をもつ教育課程を編成しているほか、他学科でも中学校・高等学校の教育職

員免許課程の認定を受けている。これらの免許状や資格取得に向けた教育活動の支援を

目的に、教員・保育士養成支援センター（以下基準項目 3-2 においては「支援センター」）

を設置し、学内関係組織の連携・協力と調整を行っている。学外教育・福祉関係施設で

の実習先確保や実習の円滑な実施に関しては、役割分担と連携が重要になっている。 

本学の免許状や資格取得に関する課程では、国の基準に準拠するとともに、本学の教

育理念の実現を目指した教育を行っている。 

埼玉学園大学における資格に関する課程の編成・運営についての事務は、「支援センタ

ー」において、「埼玉学園大学教育職員免許課程履修規程」及び「埼玉学園大学保育士養
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成課程履修規程」に基づいて行っている。これは学生にとって卒業に関する専攻科目履

修と免許・資格に関する科目履修の区分けができ利便性のあるものである。また、平成

24（2012）年の中央教育審議会答申「教職生活の全体を通じた教員の資質能力の総合的

な向上方策について」の提言に沿った全学的組織としての教職センター型の運営となっ

ている。なお、人間学部子ども発達学科は、教育職員（幼稚園・小学校）と保育士の養

成を目的とする学科であり、免許や資格を取得するために必要な科目は、全て卒業要件

単位に含めることができる。「支援センター」では、これら学科の学生に係る実習及び事

務手続きに関することについて、関係学科と連携を図りながら業務を行っている。 

【資料 3-2-9～11】 

経済経営学部及び人間学部人間文化学科で履修できる中学校・高等学校の教職科目に

関しては、開放制教員養成制度の趣旨に合った科目履修ができるよう、専攻科目と両立

できるカリキュラム編成を行っている。 

「支援センター」では、質の高い教員及び保育士を養成するため充実した実習の提供

を目指している。そのため実習に関する履修が始まる前に体験的活動を経験する機会を

提供するため学校ボランティアの紹介を行っている。これまでは、「支援センター」学生

受付窓口横にボランティア情報のチラシ等を用意し提供してきた。平成 27(2015)年度よ

り、さらに積極的なボランティア参加を呼びかけるため、川口市内の小学校や市教育委

員会などと連絡を取り合い、ボランティア募集に関する情報を収集し、学生に掲示のみ

ならず授業内で詳しく紹介している。 

大学全体として教員・保育士養成業務を運営していくため、事務組織としての「支援

センター」とは別に、大学の委員会として、「教員・保育士養成課程委員会」を設置して

おり、委員長は「支援センター」長が務めている。この委員会の審議事項は、各免許・

資格に関する業務の企画や調整等であり、関係学部・学科から選出される委員等で月に

１回程度の会議を開催している。保育士資格を扱う保育士養成課程と、幼稚園から高等

学校の教員免許を扱う教育職員免許課程について、各学部・学科の運営と齟齬を来さな

いように意見集約を図っている。また、「支援センター」では、教職に関連する資格とし

て学校図書館司書教諭の資格取得を目的とする課程を「埼玉学園大学学校図書館司書教

諭課程履修規程」に基づいて運営している。【資料 3-2-12】 

過去 5 年間でこれらの課程を履修し、免許又は資格を取得した学生の状況は下表のと

おりである。 
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［表］教員免許・保育士資格等取得者数（人、H は平成、R は令和） 

免許・資格名 H29 年度 H30 年度 R 元年度 R2 年度 R3 年度 

幼稚園教諭一種 101 84 76 51 58 

小学校教諭一種 35 8 38 23 39 

中学校教諭一種（国語） 3 1 4 2 3 

中学校教諭一種（社会） 1 4 1 6 5 

中学校教諭一種（英語） 1 0 1 2 1 

高等学校教諭一種（国語） 4 1 4 4 3 

高等学校教諭一種（地理歴史） 3 4 2 5 6 

高等学校教諭一種（英語） 1 0 2 2 0 

高等学校教諭一種（商業） 0 1 0 0 0 

学校図書館司書教諭 2 1 2 3 6 

保育士 107 86 88 50 59 

博物館学芸員 5 6 8 3 6 

図書館司書 2 14 11 6 2 

日本語教員 0 0 0 0 0 

このように本学では、教員免許、保育士資格、博物館学芸員資格等の資格取得のため

の課程を多く用意しており、学生がこうした場と機会を十分に活用することを期待して

いる。英語・商業をはじめ中学校・高等学校の教科の免許取得者は少数にとどまってい

ることについては、前年度に引き続き検討課題となっている。 

平成 27（2015）年度より川口短期大学と合同で教職課程及び保育士養成課程の登録者に

向けて交流の場として「実習体験談と合格体験談を聞く会」を実施し、体験者の具体的なエ

ピソードの紹介や質疑応答を通して、実習や採用試験に関する実体験について詳しく知る

機会を設けてきた。しかし、昨今のコロナ渦の中にあり、対面での実施が困難な状況となっ

ているため、令和 2（2020）年度から、体験談をあらかじめ動画撮影し、それを配信すると

いう形で実施した。対面ではないため、質問をリアルタイムで行うことが難しいところに課

題があり、今後、コロナ渦が収束した際の実施方法の検討が必要と思われる。 

 

3-2-④ 教養教育の実施 

本学において「社会人としての幅広い教養」を培うことは、全学科共通の人材養成の

目的であり、学則第 3 条にもその趣旨が謳われている。それを受けて、本学の教養教育

は、共通教育科目である「全学共通科目」を中心としつつも、専門分野の枠にとらわれ

ず大学教育全体で施されるものと位置付けている。そうした点から、「全学共通科目」が

学生に対して広い視野を備えさせるための様々な分野の授業を提供する一方、学生個々

の関心に応じて他学部・他学科で開講されている科目を「自由選択科目」として履修す

ることが認められており、教育課程上、幅広い教養を身につけることができるよう配慮

されている。なお、「自由選択科目」は 18 単位まで卒業要件単位となるため、履修を奨

励する効果を持っている。 

さらに、本学では放送大学や川口短期大学と単位互換協定を締結しており、学生が選

択できる科目の幅を広げる措置も講じている。 

令和 3(2021)年度における放送大学との単位互換科目は表 1、川口短期大学との単位

互換科目は表 2 のとおりである。 
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［表 1］令和 3(2021)年度放送大学との単位互換科目一覧 

 

［表 2］令和 3(2021)年度川口短期大学との単位互換科目 

科目名 年次 単位 本学における認定分野 

秘書実務 

1～4 2 全学共通科目 

観光ビジネス論 

ホスピタリティ概論 

観光政策論 

観光交通論 

ブライダルビジネスⅠ 

ブライダルビジネスⅡ 

エアラインビジネス 

エアラインホスピタリティ 

テーマパーク論 

アニメで学ぶ環境論 

 

本学の教養教育の運営については、教務委員会が母体となって教務課と協力しながら、

「全学共通科目」の提供をはじめ、全学的な見地に立って教養教育の検討を行っている。 

単位互換対象科目 

( )内は使用教材の年度 
本学における認定分野 単位 履修対象年次 

市民自治の知識と実践 ('21) 

全学共通科目 2 1～4 

問題解決の進め方 ('19) 

国際理解のために ('19) 

初歩のスペイン語 ('17) 

初歩のイタリア語 ('17) 

疾病の成立と回復促進 ('21) 

疾病の回復を促進する薬 ('21) 

人体の構造と機能 ('18) 

生活者のための不動産学への招待 ('18) 

人口減少社会の構想 ('17) 

感染症と生体防御 ('18) 

環境問題のとらえ方と解決方法 ('17) 

市民生活と裁判 ('18) 

行政法 ('18) 

雇用社会と法 ('21) 

住まいの環境デザイン ('18) 

初歩からの物理 ('16) 

初歩からの化学 ('18) 

AI システムと人・社会との関係（'20） 

認知症と生きる（'21） 

量子物理学（'21） 

乳幼児・児童の心理臨床 ('17) 子ども発達学科専門科目 2 3～4 

社会保障の国際動向と日本の課題 ('19) 経済経営学科専門科目 

（経営科目群） 
2 

2～4 

アルゴリズムとプログラミング（'20） 3～4 

健康と社会 ('17) 

経済経営学科専門科目 

(スポーツ・健康科目群) 
2 1～4 

睡眠と健康 ('21) 

フードシステムと日本農業 ('18) 

食と健康 ('18) 

健康長寿のためのスポートロジー ('19) 
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令和元（2019）年度より、キャリア教育を充実させ、かつ全学科の学生の就職活動

と職業意識向上に役立てるべく受講を促進するため、「全学共通科目」のなかに「ビジ

ネス社会と出会うⅠ・Ⅱ（業界研究・会社研究）」を新設し、「キャリアデザインⅠ・

Ⅱ」を「経済経営学科専門科目」から「全学共通科目」へ移行する措置をとった。 

なお、心理学研究科においては、高度な専門性をもつ心理支援専門家を養成するた

めの教育課程編成を行っており、教養教育は実施していない。 

子ども教育学研究科においても、保育・教育に関する研究能力と実践理論を身に着

けた高度人材養成を目指した教育課程を編成しており、教養教育は実施していない。 

経営学研究科経営学専攻博士課程前期・後期課程における教養教育は、リベラルアー

ツの育成と位置づけをしている。ここでのリベラルアーツとは専門と教養の両方を修得

することである。本研究科では高度専門職業人の育成を目指しているため専門分野の学

術研究が主に行われる。しかし、そうした専門分野だけではなく教養教育として哲学や

歴史、文学等の学問領域も修得するよう指導を行っている。現代社会における企業の環

境問題や産業間格差や医療や軍需産業等のあり方などを改善するには専門分野だけでな

く幅広い教養教育の視点が要請される。そうした視点から各教員は専門分野だけではな

く哲学や歴史、文学等も学生に学ぶことを推奨している。 

 

3-2-⑤ 教授方法の工夫・開発と効果的な実施 

本学の授業のあり方の共通理解を得るために行ってきた専任教員及び新任教員、非常

勤講師向けの FD に関する講習会は、令和 2（2020）年度、3（2021）年度は、コロナ禍の

密を避けるために実施できなかった。教員が相互に授業を参観し、授業の改善につながる

ようにすることを目指すピアレビュー、保証人に対して授業を公開し、本学の教育に対

する関心と理解を深めることを目的とする授業公開も、令和 2（2020）年度、3（2021）

年度は実施できなかった。 

また、授業に関する研修会は、令和 2（2020）年度は 11 月 18 日（水）、経済経営学科

教員による「ビジネス教育における実務と学問」（参加人数 48 人）、令和 3（2021）年度

は 10 月 20 日、心理学科教員による「学生のメンタルヘルスについて」（参加人数 56 人）、

令和 4（2022）年 2 月 16 日の経済経営学科教員による「データサイエンスと教育」（参

加人数 58 人）を行い、ほぼ全員の教員が参加した。ビジネス教育における実務教育の必

要性を実感でき、コロナ禍によって精神的不調の大きい学生が多い時代の学生指導や、

データ解析が重要視される時代における授業方法の参考になったと考える。「授業アン

ケート」は例年通り春期と秋期に二回行った。令和元（2019）年度春学期に Web 上での

回答方法に変えた結果、授業については自由記述欄への書き込みが増加し、教員の授業改

善のための参考として有益に機能している。【資料 3-2-13～18】 

本学研究科におけるディプロマ・ポリシーは、高い倫理観と学術的な研究能力を持

ち、現実問題を論理的に分析し、独創的で的確な解答を出せる人材育成を目指し、修士

論文の作成を通じて研究能力の育成を重視した研究指導をすることとしており、修士論

文の到達目標は、①当該テーマにする学会の水準を踏まえていること、②当該分野に関す

る先行研究論文、資料等の文献を把握していること、③調査研究に関しては、調査の対

象の範囲や分析が当該研究分野の水準に達していること、④問題の解決に際して、研究者
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の独自の論理、知見、発想が見られること、であり指導教員はこの到達目標を達成できる

ように論文指導を行うことにしている。 

これらの教育方針にもとづき、各教員が教授方法の工夫及び効果的な実施ができるよう、

毎年、大学院 FD 委員会および自己点検評価委員会合同主催による「大学院専任教員と客

員教員による意見交換会」を実施してきた（令和 2（2020）年度：10 月 28 日、令和 3（2021）

年度：10 月 27 日実施）。「大学院専任教員と客員教員による意見交換会」では、ディプロ

マ・ポリシーに求められているように、各科目の取得のみではなく、修士論文作成に向け

た指導のあり方や工夫についても活発な意見交換が行われており、効果的かつ質の高い指

導のあり方についても検討がなされている。 

また、教員個々の教授方法の工夫・開発についての検証の機会として、学期毎に研究指

導を含む各授業科目について、到達目標と実際の実施内容や方法について「授業報告」を

作成、提出しており、すべての科目についての授業報告結果は、毎年まとめられる「FD 活

動報告書」において公開され、研究科の教員において情報共有されている。【資料 3-2-18】 

 

（3）3－2 の改善・向上方策（将来計画） 

カリキュラム・ポリシーは、教育目標に沿ったものであり、容易に変更できるもの

ではない。また、学生や社会の動向に迎合し、教育目的を見失うような方針転換は避け

なければならない。しかしながら、人材養成目的に即した「学士力」の育成という観点

から、教育課程の体系的編成については不断の検証を行う必要もある。そのため、教育

課程の変更に係る検討は、教育課程委員会や教務委員会において時間をかけて十分に議

論していくこととなっている。 

教養教育の運営については、本学の人材養成目的の一つとして掲げられている「幅広

い教養」を備えた学生の育成を推し進めるべく、教務委員会が母体となり、必要に応じ

て全学共通科目や他大学との単位互換科目の見直しを行っていく。 

「卒業論文又は卒業研究発表会」については、新型コロナウイルス感染拡大防止の

ために中止していたが復活を検討する。 

子ども発達学科については、「子どもの教育の専門家」の養成を企図した指導を行って

いるが、現実問題として学生の進路は多種多様である。これまでもゼミ等を通じて各人

の希望する進路に応じた教育は行っているが、それをさらに組織的に進めるために、令

和 5（2023）年度から「小学校教育コース」と「幼児教育コース」の 2 つのコースを設

置し、これまで以上に学生のニーズに応じた細やかな指導を行える体制の確立に努める。 

中学校・高等学校の教員免許については、取得できる課程を効果的・効率的に運営す

ることが学生定員確保の上からも重要である。そのため、中学校・高等学校の教員免許

課程に関わる教職員および教務等と連携し、学生が教職課程を受講しやすくなる科目配

置、学生の教職へのモチベーションを高める対策を実施していく。 

コロナ禍によって実施できなかった FD に関する講習会、ピアレビュー、授業公開は、

令和 4（2022）年度より再開し、教員や保護者の参観人数を増やしていく。また、令和 2

（2020）年度、3（2021）年度に実施した FD 研修会は、専任教員のほぼ全員が参加し、

多くの意見が出された。今後も時宜にあったテーマを選び、活発な意見交換を行う。 
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3－3 学修成果の点検・評価 

≪3－3 の視点≫ 

3-3-① 

3-3-② 

三つのポリシーを踏まえた学修成果の点検・評価方法の確立とその運用 

教育内容・方法及び学習指導案の改善へ向けての学修成果の点検・評価

結果のフィードバック 

 

（1）3－3 の自己判定 

 

基準項目 3－3 を満たしている。 

 

（2）3－3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

 

3-3-① 三つのポリシーを踏まえた学修成果の点検・評価方法の確立とその運用 

3 ポリシーを踏まえた学修成果の点検及び学内での自己評価の機会として、全教員を

対象とした「学部横断的な教育の質保証構築のための検討会」を実施し、各学科長及び研

究科長による 3 ポリシーの検証を行った。自己点検評価委員長の司会のもと、それぞれの

学科長及び研究科長からは、学科や学部、研究科の特性を踏まえた学修成果の点検が行わ

れ、各教員間で情報共有及び意見交換を実施し、学部間及び学部と各研究科間における学修

成果と教育内容に関する検証や今後の課題の抽出等を行った。 

また、本学では、卒業時に成績優秀者の表彰と同時に、卒業論文についても、優秀論

文の表彰を実施している。学科長及び教務委員による審査を経て、学科ごと優秀な卒業

論文を選出し、教授会にて承認、卒業式にて表彰している。ディプロマ・ポリシーに基

づき、一定の学修成果についての評価の実施の一部として運用されている。 

さらに、各センター及び委員会において実施されている各種調査結果について、教授

会において情報共有を行い、点検の機会としている。 

FD 委員会では、三つのポリシーを踏まえたうえで、年二回、学生に向け「授業につい

てのアンケート」を実施している。その結果を受けて、授業について総括する「授業改

善書」を作成している。【資料 3-3-1～4】 

院生による授業アンケートを令和 2（2020）年、3（2021）年度に実施した。いずれも回

収率は春期 100％、秋期 77％となっており、十分に意見を汲み上げることができている。 

また、院生の授業アンケート内容を踏まえ、各科目の担当教員は自己評価を実施してい

る。当該科目に関し、特に心掛けてきたこと、改善・工夫したこと及び特筆すべき事項を

含め、学生の意見結果を分析することにより、点検・評価の機会としている。 

さらに、博士前期・後期課程とも、論文作成プロセスにおける中間的評価の機会として

の「中間発表会」が毎年実施されている。今後は学修者の自己評価も含めた論文作成に向

けての進捗評価実施としての、「振り返りシート」を運用予定である。 

 

3-3-② 教育内容・方法及び学習指導案の改善へ向けての学修成果の点検・評価結果の

フィードバック 

教育内容・方法及び学習指導等の改善へ向けた学修成果の点検・評価の取組みとして
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は、学期ごとに FD 委員会により「学生による授業アンケート」とそれを受けての「授業

改善書」の作成、及び教員による授業の相互評価（ピアレビュー）が行われている。特

に授業アンケートには、授業に対する総合評価の項目が含まれ、かつ記述式による学生

からの意見欄も設けられていることで、学生による授業評価が的確に把握できるように

なっている。さらに、平成 29(2017)年度に FD 委員会と教務委員会の共同で「学生によ

る授業アンケート」を一部改訂し、質問の項目に「授業満足度について」の欄が設けら

れて以降は、学生の授業満足度のデータも参考にしながら、各授業担当教員が授業改善

への意識向上を図れるようにしている。【資料 3-3-4】 

担当教員によって作成された「授業改善書」は教務課に提出された後、本学ウェブサ

イト上で公開されている。また、授業を参観した教員によるピアレビューに係る授業評

価文書は教務課に提出後、当該授業担当教員に渡され授業改善の参考とされている。 

本学の教育目的にかなった授業をより充実させていくため、学期の授業終了後におい

て、授業の目標がどの程度達成されたか検証することが不可欠であるという認識に基づ

き、各学期の定期試験終了後に、教務委員会はシラバスに記載されている各授業科目の

「到達目標」の達成度について、授業担当教員に自己評価を要請している。各教員は自

己の検証結果を踏まえて「授業目標の達成度に関する自己点検評価」報告書を作成し、

教務課に提出している。提出された報告書については、年度末に 1 冊のファイルに綴じ

たうえで、各授業科目の目標達成度の検証を可能にすべく、1 年間教務課のカウンター

にて自由に閲覧できるようにし、その後教務課にて保管されている。【資料 3-3-6～7】 

教育内容・方法及び学習指導等の改善へ向けた学修成果の点検・評価の取組としては、

学期ごとに FD 委員会により学生による「授業についてのアンケート」と、それを受けて

の「授業改善書」の作成が行われている。「授業についてのアンケート」では、令和元

（2019）年度春学期にウェブ上での回答方法に変えた結果、個々の授業についての自由記

述欄への書き込みが大幅に増えた。また、令和 3（2021）年度より、アンケートの各項目

について結果を集計し、全教員の平均値を 5 段階で記したものを集計結果に加えること

で、学生による授業評価がより客観的かつ正確に把握できるようになった。 

アンケートのデータを参考にしながら、各授業担当教員が授業改善を図れるようにし

ており、作成された「授業改善書」は冊子にして教務課で閲覧可能であり、また「FD 活

動報告書」の一部としてウェブサイト上でも公開している。【資料 3-3-4～6】 

大学院における教育内容・方法及び学習指導等の改善へ向けた学修成果の点検・評価

の取組として、学期ごとに FD 委員会により「学生による授業アンケート」と自己点検結

果としての「授業報告書」の作成が行われている。授業アンケートは、自由記述方式と

しており、院生の率直な意見を細部にわたって把握できるようにしている。 

さらに、授業アンケート結果を踏まえて、学期ごとに全教員、全院生が参加する意見

交換会を行っている。そこでは、教育内容や学修環境等についての院生からの意見、要

望を取り上げており、適宜改善を検討進められるようにしている。【資料 3-3-5】 

経営学研究科の院生は、社会人の方が入学する。しかし教員と院生の交換会は昼間の

時間帯に開催されており、参加の機会が限られるため、今後は就業時間後に交換会を開

催する等で社会人院生の参加が可能になると思われるが、まだ検討の余地がある。 
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（3）3－3 の改善・向上方策（将来計画） 

授業内容の質的向上を図るうえでは、各授業担当教員が本学の人材養成目的や学科ご

とのディプロマ・ポリシーを念頭にシラバスで明示した授業到達目標を達成することが

重要である。その意味で、到達目標の達成度を検証し自己評価することは授業の改善に

もつながる。そのための「授業目標の達成度に関する自己点検評価」報告書の提出率は、

令和元（2019）年度では 6 割程度にとどまっていたが、本報告書の目的の意識づけや提

出を徹底することにより、令和 3（2021）年度では 8 割弱へと向上した。引き続き、報

告書提出の徹底を図っていく。【資料 3-3-7～8】 

FD 研修会は、専任教員の大半が参加し、多く意見が出された。研修会は本学の文化

に定着しているため、今後も時宜にあったテーマのもと、活発な意見交換を行う。 

「授業改善書」は、冊子を教務課で閲覧可能にし、ホームページでも公開することを

学生に周知することで、多くの学生の目に留まり、自分の意見が取り上げられているか

をより確認できるようにする。「授業改善書」の提出率は、令和 2（2020）年度春期は 149

人中 95 名の 64％、秋期は 150 名中 96 名の 64％、令和 3（2021）年度春期は 149 名中

105 名の 70％、秋期は 149 名中 97 名 65％にとどまっているため、必ず提出するように

周知を徹底する。FD 研修会の資料も令和 4（2022）年度よりホームページでも公開する

ことで、学内外の教員に向けて更に授業や学生指導に有益に使えるようにする。 

 

［基準 3 の自己評価］ 

「3－1」に関しては、学科ごとにディプロマ・ポリシーが取りまとめられ、本学の

ウェブサイト上で公表されるとともに、単位認定基準、卒業認定基準、修了認定基準等

については、「埼玉学園大学学則」、「埼玉学園大学大学院学則」、「埼玉学園大学学位規

程」、「埼玉学園大学履修規程」、「埼玉学園大学履修規程に関する細則」、「各種検定試験

等合格者の単位認定について」等に基づいて、厳正に適用されている。 

「3－2」に関しては、学科ごとにカリキュラム・ポリシーが取りまとめられ、本学

のウェブサイト上で公表されている。ディプロマ・ポリシーと連動した形で作成されて

おり、教育課程はそうしたカリキュラム・ポリシーに沿いながら、本学が教育目的に掲

げる「幅広い教養」と「専門的な知識・技能」を兼ね備えた人材を養成すべく、体系的

に編成されている。また、教養教育については、教務委員会が責任母体となって教務課

と協力しながら全学的見地に立って運用している。 

カリキュラム・ポリシーを実践するのは、教員であり、教員の教授能力の向上のた

めに、時宜に合ったテーマを選んで精力的に研修会を行ってきている。これまで常に活

発な意見交換が行われており、今後も継続していく。 

「3－3」に関しては、各科目の担当教員が定期試験や授業における学生の反応を踏ま

えて、自己評価を行い、授業改善書を提出している。教員個人の自己評価と授業改善に

結びつける形で授業内容を点検し、学習成果を評価している。学修成果の点検・評価と

いう点では、各学期の定期試験終了後、教務委員会はシラバスに記載されている各授業

科目の「到達目標」の達成度について、授業担当教員に自己評価を要請し、それを受け

て授業担当教員は自己の検証結果を踏まえて「授業目標の達成度に関する自己点検評

価」報告書を作成し、教務課に提出することになっている。 
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基準 4．教員・職員 

4－1 教学マネジメントの機能性 

≪4－1 の視点≫ 

4-1-① 

 

4-1-② 

4-1-③ 

大学の意思決定と教学マネジメントにおける学長の適切なリーダーシップの

確立・発揮 

権限の適切な分散と責任の明確化に配慮した教学マネジメントの構築 

職員の配置と役割の明確化などによる教学マネジメントの機能性 

 

（1）4－1 の自己判定 

 

基準項目 4－1 を満たしている。 

 

（2）4－1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

 

4-1-① 大学の意思決定と教学マネジメントにおける学長の適切なリーダーシップの

確立・発揮 

大学運営における重要事項の企画及び調整に関することは、「埼玉学園大学運営会議

規程」（以下「運営会議規程」）に基づいて運営会議が、大学院運営における重要事項の

企画及び調整に関することは、「埼玉学園大学大学院委員会規程」（以下「大学院委員会

規程」）に基づいて大学院委員会が審議することになっている。月 1 回を原則として、学

長が必要と認めた場合に適時開催しており、学長自らが議長を務めている。また、大学

運営における学長のリーダーシップ確立等を目的に改正された学校教育法の趣旨に従っ

て、教授会、大学院研究科委員会の審議事項の見直しを行い、適切な運営を図っている

ところであり、学長のリーダーシップは十分に発揮されている。【資料 4-1-1～2】 

 

4-1-② 権限の適切な分散と責任の明確化に配慮した教学マネジメントの構築 

大学の管理運営については、「運営会議規程」に基づき、学長、学部長、事務局長、学

長が指名した者若干名からなる運営会議が、大学運営における重要事項の企画及び調整

に関すること等、意思決定の重要な役割を担い、教授会は、「埼玉学園大学教授会規則」

（以下「教授会規則」）に基づき、教育課程、学生の入学・退学・卒業、教育職員の人事

に関する事項等を審議することとされてきた。平成 26(2014)年の学校教育法改正により、

教授会の役割が法律上明確にされたため、本学においても法改正の趣旨に従って、人事

に関する事項は運営会議の審議事項とすること、教授会は教授会規則に列挙する教育研

究に関する事項について学長が決定を行うに当たり意見を述べるものとすることなど、

運営会議規程及び教授会規則について必要な改正を行い、平成 27(2015)年度から実施し

ている。【資料 4-1-1】【資料 4-1-3】 

また、大学院についても、運営会議規程に対応する「大学院委員会規程」、教授会規則

に対応する「埼玉学園大学大学院研究科委員会規則」（以下「研究科委員会規則」）につ

いて、同様の趣旨から必要な措置を講じた。【資料 4-1-2】【資料 4-1-4】 

なお、学校教育法、教授会規則及び研究科委員会規則に規定する学長の定めについて
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は、学長裁定により、教育課程の編成に関する事項、教育研究組織再編等に関する事項、

国内外の大学等との教育研究連携に関する事項が定められている。いずれも、改正の内

容は教職員に周知され、円滑に機能している。 

また、本学では「埼玉学園大学委員長会議規程」（以下「委員長会議規程」）に基づい

て、学長、学部長、学科長、各種委員会委員長、その他学長が指名した者からなる委員

長会議を置き、教育研究に関する意思決定が円滑に行われるよう、教授会の前に議案の

整理を行うこととしている。【資料 4-1-5】 

いずれの会議も学長が議長となっており、最終的な意思決定の権限と責任は学長にあ

る。副学長については、「埼玉学園大学副学長の選考及び任期に関する規則」に組織上の

位置づけと役割が明確になっており、学長が設置を必要と認めた場合に選考を行うこと

となっているが、現在は置かれていない。【資料 4-1-6】 

なお、本学に置かれている委員会としては、入試委員会、教務委員会、教員保育士養

成課程委員会、自己点検評価委員会、FD 委員会、学生委員会、広報委員会、情報メディ

アセンター委員会、紀要委員会、研究叢書刊行委員会、キャリアセンター委員会、エク

ステンションセンター委員会、臨床心理カウンセリングセンター委員会があり、委員長

は、委員長会議の構成員となっている。このほか、「埼玉学園大学衛生管理規則」に基づ

いて衛生委員会が置かれている。【資料 4-1-7】 

 

4-1-③ 職員の配置と役割の明確化などによる教学マネジメントの機能性 

理事総数は 7 人と少数で、機動的に意思決定が可能であるため、明文化された職務分

担はないが、下表の通り現状では規則やコンプライアンス関係は外部の理事、大学の管

理運営や教学については、大学教員の理事が対応する扱いとしている。具体的に、埼玉

学園大学の管理運営・教学については、埼玉学園大学の学長の他、学科長１名が対応す

る扱いとしている。その他、併設する川口短期大学の管理運営や教学については、埼玉

学園大学の学長を兼ねる川口短期大学の学長、同一法人が設置する川口幼稚園・東川口

幼稚園の園務については、２校の幼稚園のうち東川口幼稚園の園長が対応する扱いとし

ている。【資料 4-1-8】 

 

[表]理事の主な職務分担 

寄附行為上の根拠条文 現職 主な職務分担 

第 6 条第 1 項第 4 号 理事長 法人を代表、業務を総理 

第 6 条第 1 項第 3 号 相談役 寄附行為第15条理事長職務の代理 

第 6 条第 1 項第 1 号 
埼玉学園大学 学長 

川口短期大学 学長 

埼玉学園大学管理運営・教学 

川口短期大学管理運営・教学 

第 6 条第 1 項第 4 号 埼玉学園大学学科長 埼玉学園大学管理運営・教学 

第 6 条第 1 項第 2 号 東川口幼稚園 園長 幼稚園の園務 

第 6 条第 1 項第 3 号 株式会社文宣 専務取締役 コンプライアンス 

第 6 条第 1 項第 3 号 有限会社早船印刷 代表取締役 コンプライアンス 

 本法人の事務組織は下図のとおりであり、本法人全体の管理運営を所掌する法人本部
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と、大学の管理運営を所掌する大学事務局を置いている。また、同一法人が設置するそ

の他の学校について、川口幼稚園及び東川口幼稚園には事務室を、川口短期大学には短

大事務局を置き、各学校の管理運営を所掌している。本法人は理事長の全体的な指揮監

督の下、大学は大学事務局長の下に業務執行の管理体制を構築している。 

 

[図]学校法人峯徳学園事務組織図 

 

 大学の事務組織及び事務分掌については、「埼玉学園大学事務組織及び事務分掌規則」

により定められており、各課・センター等が果たすべき役割と責任が明確になっている。

情報サービス課、キャリア支援課、教員・保育士養成支援課、エクステンションセンタ

ー課については業務の性格上、また効果的・効率的な執行のため、本法人が設置する川

口短期大学の職員と協働で事務処理を行っている。【資料 4-1-9】 

 

（3）4－1 の改善・向上方策（将来計画） 

業務の執行については、教育研究活動の円滑な遂行に資するよう、引き続き効率的・

効果的な体制の構築と業務改善に努める。 

 

4－2 教員の配置・職能開発等 

≪4－2 の視点≫ 

4-2-① 

4-2-② 

 

教育目的及び教育課程に即した教員の採用・昇任等による教員の確保と配置 

FD（Faculty Development）をはじめとする教育内容・方法等の改善の工夫・

開発と効果的な実施 
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（1）4－2 の自己判定 

 

基準項目 4－2 を満たしている。 

 

（2）4－2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

 

4-2-① 教育目的及び教育課程に即した教員の採用・昇任等による教員の確保と配置 

開学以来、大学設置基準上の専任教員数の維持に努めることはもとより、教育目的及

び教育課程に即した教員の確保と配置に努めている。教員組織の編成は、学科や研究科

単位で必要な教員数を配置している。令和 3（2021）年度の専任教員の配置状況は下表

の通りである。 

［表］令和 3（2021）年度専任教員数（人） 

学部名 学科名 
設置基準上の必要専任教員数 配置教員実数 

学科毎 収容定員対応 合 計 学科毎 合 計 

人  間 

人間文化  6 

19 55 

12 

59 
子ども発達  6 19 

心 理 10 12 

経済経営 経済経営 14 17 

 

教員の採用・昇任等、教員の人事に関する事項は、教授会規則及び大学院研究科委員

会規則に基づき、教授会又は研究科委員会で審議されてきたが、平成 26（2014）年の学

校教育法改正に従って、教授会規則及び運営会議規程、研究科委員会規則及び大学院委

員会規程を改正し、大学学部については運営会議、大学院については大学院委員会で審

議することとした。【資料 4-2-1～4】 

選考の基準については「埼玉学園大学教育職員の選考基準に関する規則」、選考の手続

きについては「埼玉学園大学教育職員の選考に関する規則」に従って行われており、採

用に当たっては専任教員、非常勤講師とも公募制を採用している。なお、平成 24(2012)

年度には、教育研究上特に必要とする場合に特任教員を任用できる制度を創設した。任

用等については、専任教員に準ずる選考基準により、理事会で審議される。 

教員の評価については、その基準作りが重要であることから、慎重に検討しており未

だ成案を得ていないが、教員の資質・能力向上、授業改善その他の教育力向上には積極

的に取り組んでいる。【資料 4-2-5～6】 

 

4-2-② FD（Faculty Development）をはじめとする教育内容・方法等の改善の工夫・開発

と効果的な実施 

令和元（2019）年度春学期に「授業についてのアンケート」を Web 上での回答方法に変

更した結果、授業の自由記述欄への書き込みが増加し、各科目の担当教員が学生による授

業アンケートをより参考にできるようになった。各科目の担当教員は、年度初めに授業

の目標を設定し、終了後に自己評価を行い、次年度につなげるシステムが構築されてお
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り、授業の問題点とその解決のための工夫や開発のためのシステムは整っている。 

 

（3）4－2 の改善・向上方策（将来計画） 

授業アンケートを Web 上での回答方法に変えることで、学生の個々の授業の自由記述

欄への書き込みが大幅に充実した。このため各科目の担当教員は、学生の声に対し、具

体的に答えることが可能になった。この傾向を受け、自由記述欄を反映させた授業改善

へのさらなる充実に努めたい。 

教員に向け授業を公開するピアレビューや保護者に向けた授業公開は、コロナ禍の

ために、令和 2（2020）年度、令和 3（2021）年度と実施できなかったが、令和 4

（2022）年度より再開する予定である。ピアレビューにおいては、該当する授業の概要

を「ピアレビュー評価シート」によって事前に提示し、授業を参観した教員は、その授

業に対してコメントを書いて担当教員に提出し、今後の授業改善の参考にするようにし

ている。再開するにあたって、感染を警戒すると共に、ピアレビューは現行では全教員

までは実施できていないが、参加人数を増やすために、周知の徹底化やより数多くの授

業を公開することで、教員の参観の機会を増やすことを考えている。【資料 4-2-7】 

 

4－3 職員の研修  

≪4－3 の視点≫ 

4-3-① SD（Staff Development）をはじめとする教育内容・方法等の改善の工夫・開発

と効果的な実施 

 

（1）4－3 の自己判定 

 

基準項目 4－3 を満たしている。 

 

（2）4－3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

 

4-3-① SD（Staff Development）をはじめとする教育内容・方法等の改善の工夫・開発と効

果的な実施 

本学職員の中には、大学職員としての業務経験が浅い職員も少なくなく、職員の資質・

能力向上については、大学職員として必要な基礎的な知識やスキルを付与するための下

表のような研修を積極的に行っている【資料 4-3-1～3】 
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[表]令和 3（2021）年度学内研修の開催状況 

研修課題 開催日 参加者 

・業務のオンライン化について 
・コロナ禍での進路指導とこれからの広報活動 
・本学大学院入試について 

令和３年９月 07 日 本学及び川口短期大学事務局職員 

・withコロナ時代に必要なキャリア支援とは？ 令和３年９月 15 日 本学及び川口短期大学事務局職員 
・５ステップ 90 パーセントの法則 
・SNS について 令和４年２月 08 日 本学及び川口短期大学事務局職員 

・大学職員の業務について 
・安心・安全な学校づくりのために 
・新学習指導要領がスタート！ 
～小・中・高の教育内容が変わります～ 

令和４年２月 22 日 本学及び川口短期大学事務局職員 

 

（3）4－3 の改善・向上方策（将来計画） 

職員の業務の執行については、教育研究活動の円滑な遂行に資するよう、効率的・効

果的な体制の構築と業務改善に努める。 

職員の資質・能力向上については、平成 28（2016）年の大学設置基準の改正により、

大学及び大学院は大学等の「教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図るため、その

職員に必要な知識及び技能を習得させ、並びにその能力及び資質を向上させるための研

修の機会を設けることその他必要な取組を行うものとする」こととされ、平成 29(2017)

年度から実施が義務付けられた。本学では、従来から SD 研修会というタイトルで職員研

修会を実施してきたが、内容的に必ずしも十分といえるものではないため、年１回、外

部の講師を招き、社会人として必要な知識を習得させる。 

 

4－4 研究支援  

≪4－4 の視点≫ 

4-4-①

4-4-②

4-4-③ 

研究環境の整備と適切な運営・管理 

研究倫理の確立と厳正な運用 

研究活動への資源の配分 

 

（1）4－3 の自己判定 

 

基準項目 4－4 を満たしている。 

 

（2）4－4 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

 

4-4-① 研究環境の整備と適切な運営・管理 

情報システムの更新については、次の 3 点に取り組み、教育研究環境の向上に努めた。

図書館システムについて、耐用年数の到達に伴い、令和 3(2021)年度に最新機器へ更新

し、図書検索や図書の貸出・返却の利便性の向上を図り、大学が保有する図書・視聴覚

資料等の研究資源の保全を図った。基幹システムについて、耐用年数の到達に伴い、令

和 3(2021)年度に最新機器へ更新し、システム障害発生時におけるデータ消失等のリス

ク軽減を図った。Office ソフトの更新について、令和 3(2021)年度に教職員用 PC129 台
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を Office2021 に更新し、ウイルス対策を行うとともに最新ソフトにより研究が行える

よう、環境を整えた。 

 

4-4-② 研究倫理の確立と厳正な運用 

「埼玉学園大学における公的研究費の運営･管理に関する規程」及び「埼玉学園大学に

おける研究活動に係る不正防止等に関する規程」に基づき、公的研究費の厳正な管理

に努めている。【資料 4-4-1～2】 

学内規則及び法令を遵守し、科学研究費を始めとする競争的研究費の運用を進める。 

 

 

4-4-③ 研究活動への資源の配分 

「埼玉学園大学研究助成費に関する規程」及び「埼玉学園大学学科出張旅費等支給規

程」に基づき、個人研究費は 1 人当たり年額 32 万円、学会出張は 1 人当たり年額 16 万

円を上限とし、教員の研究活動を助成している。【資料 4-4-3～4】 

規則に基づいた資源の配分を行い、教員の研究活動の活発化を図っていく。 

 

（3）4－4 の改善・向上方策（将来計画） 

教員及び学生の研究環境の向上のため、引き続き必要な設備投資を行っていく。 

学内規則及び法令を遵守し、科学研究費を始めとする競争的研究費の運用を進めていく。 

規則に基づいた資源の配分を行い、教員の研究活動の活発化を図っていく。 

 

 

［基準 4 の自己評価］ 

教員及び学生の研究環境の向上のため、必要な設備投資を行っており、学内規則及び

法令を遵守し、科学研究費を始めとする競争的研究費の運用を進めている。 

職員の資質・能力向上については、平成 28（2016）年の大学設置基準の改正により、

大学及び大学院は大学等の「教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図るため、その

職員に必要な知識及び技能を習得させ、並びにその能力及び資質を向上させるための研

修の機会を設けることその他必要な取組を行うものとする」こととされ、平成 29(2017)

年度から実施が義務付けられており、本学では、従来から SD 研修会というタイトルで職

員研修会を実施し、職員の資質・能力向上を図っている。 

また、教員については FD（Faculty Development）をはじめとする教育内容・方法等の改善

の工夫・開発を目的として「学生による授業アンケート」を実施している。アンケートに

は記述式の欄が含まれており、苦情や技術的な指摘も具体的であるため、教育内容・方

法の改善に役立っている。 

以上のことから、適切に行われている。 
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基準 5．経営・管理と財務 

5－1 経営の規律と誠実性 

≪5－1 の視点≫ 

5-1-① 

5-1-② 

5-1-③ 

経営の規律と誠実性の確立 

使命・目的の実現への継続的努力 

環境保全、人権、安全への配慮 

 

（1）5－1 の自己判定 

 

基準項目 5－1 を満たしている。 

 

（2）5－1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

 

5-1-① 経営の規律と誠実性の確立 

学校法人峯徳学園（以下「本法人」）は、川口幼稚園、東川口幼稚園及び川口短期大学

を設置・運営してきた長年の実績の下に、埼玉学園大学を設置したものであり、学校法

人峯徳学園寄附行為(以下「寄附行為」)において、学校等の設置・運営の共通の目的を

「教育基本法及び学校教育法に従い、学校教育を行い、社会に有為な人材を育成するこ

と」（寄附行為第 3 条）と明確に定めている。また、経営の規律に関しては、役員及び理

事会、評議員及び評議員会並びに資産及び会計の在り方について、私立学校法等の関係

法令に忠実に従った寄附行為の規定を遵守している。【資料 5-1-1】 

また、法人に監査室を設け、業務活動及び会計処理に関して監査を行うとともに、監

事及び会計監査人の行う監査とも連携協力して経営の規律の維持を図っている。 

教職員に関しては、埼玉学園大学就業規則において、守るべき服務規律を明文化して

いるほか、学校法人峯徳学園教職員行動規範（（平成 20(2008)年 3 月 24 日）。以下「行

動規範」）を策定し、一人ひとりが高潔な価値観、倫理観を保持し、誠実かつ公正に諸活

動の展開に努める旨を宣言している。【資料 5-1-2～3】 

 

5-1-② 使命・目的の実現への継続的努力 

私立学校法及び寄附行為に定めるところにより、理事会及び評議員会を設置し、毎年

度定期的に開催して、使命・目的を実現するために継続的な努力を行っている。また、

理事会の下に、「学校法人峯徳学園法人経営健全化検討委員会規程」に基づき、理事長の

諮問に応じて法人経営の健全化に関して審議する「経営健全化検討委員会」を置いてい

るほか、「埼玉学園大学将来事業計画検討委員会規程」に基づき、埼玉学園大学の将来事

業計画を審議することを目的に、「将来事業計画検討委員会」を設置している。近年では、

平成 23（2011)年 9 月の答申を受け、大学院経営学研究科、心理学研究科、子ども教育

学研究科の設置及び経営学部の経済経営学部への改組を実現してきた。【資料 5-1-4～5】 

平成 27（2015）年 2 月に、経済経営学部・経営学研究科（博士後期課程）の教員組織

編成の将来構想と、学部収容定員の充足策に関する答申を受け、教員組織編成の方向性

を定め、定員充足策検討委員会にて検討を開始し、継続的な努力を行っている。 
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5-1-③ 環境保全、人権、安全への配慮  

キャンパス環境については、自然に囲まれ、心和む学習環境にある。体育館・テニス

コート等の運動施設、ダイニングホール、メディアセンター（図書館）、カフェテリア（学

生食堂）は、学生のアメニティにも配慮している。必要に応じて専門業者に委託して施

設設備の保全、清掃に努めており、教職員についても「行動規範」において、「私たちは、

豊かな環境マインドを育み、常に環境の保全や資源の保護を心がけた活動を推進します」

と定め、常に清潔・清掃を心掛けている。また、環境省が推進する期間に準じてクール

ビズを実施しているほか、閉館による夏季一斉休業を行い、省エネルギーに努めている。 

また、バリアフリーに関し、障害者用トイレの設置、校舎出入り口への車いす用のス

ロープと自動ドアの設置、エレベーターに障害者の利便性を高める設備を施すなど、昨

今の一般的な社会水準として求められるものは備えている。 

人権に関する取組みは、「埼玉学園大学におけるハラスメントの防止等に関する規程」、

「埼玉学園大学内部通報者等の保護に関する規程」、「学校法人峯徳学園個人情報の保護

に関する規程」、マイナンバーを含む個人情報（特定個人情報）に関する「学校法人峯徳

学園特定個人情報の取扱いに関する規程」を整備した。【資料 5-1-6～9】 

安全への配慮として、消防法に基づく「埼玉学園大学消防計画」で災害に備えていた

が、「埼玉学園大学危機管理規則」を定め、幅広い危機に備えている。【資料 5-1-10～11】 

また、「埼玉学園大学衛生管理規則」を制定し、衛生委員会の設置と教職員等の安全衛

生に関する配慮、健康診断、ストレスチェック等の適切な実施に努めることとした。 

セキュリティ対策として、学内ネットワークの管理体制は情報メディアセンター委員

会を中心に、当センターを運営する情報サービス課の専任職員が管理運営にあたってい

る。また、情報セキュリティポリシーの策定が懸案であったが、対応するものとして平

成 29(2017)年度に「埼玉学園大学・川口短期大学情報セキュリティ対策基本規程」及び

「埼玉学園大学・川口短期大学情報資産の運用・管理及び利用に関する規程」を策定し、

具体的な運用・管理・利用に関する組織・体制の枠組みを整備した。基幹システムについ

て耐用年数の到達に伴い、令和3(2021)年度に最新機器へ更新し、システム障害発生時におけ

るデータ消失等のリスク軽減を図った。【資料 5-1-12～14】 

喫煙に関しては、令和元（2019）年 7 月に健康増進法の改正に伴い、ピロティに設け

ていた喫煙所を、通路との同一空間を避けた場所へ移転させ、キャンパス環境を改善し

た。 

 

（3）5－1 の改善・向上方策（将来計画） 

埼玉学園大学消防計画に基づき避難訓練等を定期的に実施し、「危機管理規則」に基づ

き、被害の恐れのある様々な危機を未然に防止し、発生した際の被害を最小限に抑え、

再発防止のため、危機管理マニュアルを検討・策定し、関係者に周知する。 

学校教育法施行規則に基づく教育関係情報公表は、ウェブサイトでの集約化を図る。 
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5－2 理事会の機能 

≪5－2 の視点≫ 

5-2-① 使命・目的の達成に向けて意思決定ができる体制の整備とその機能性 

（1）5－2 の自己判定 

 

基準項目 5－2 を満たしている。 

 

（2）5－2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

 

5-2-① 使命・目的の達成に向けて意思決定ができる体制の整備とその機能性 

私立学校法及び寄附行為に定めるところにより、理事会及び評議員会を設置し、これ

らを毎年度定期的に開催して、使命・目的を実現するために継続的な努力を行っている。

また、理事会の下に、「学校法人峯徳学園法人経営健全化検討委員会規程」に基づき、理

事長の諮問に応じて法人経営の健全化に関して審議する「経営健全化検討委員会」を置

いているほか、「埼玉学園大学将来事業計画検討委員会規程」に基づき、埼玉学園大学の

将来事業計画を審議することを目的として、「将来事業計画検討委員会」を設置している。

平成 23（2011)年 9 月の答申を受けて、大学院経営学研究科、心理学研究科、子ども教

育学研究科の設置及び経営学部の経済経営学部への改組を実現しており、「経営健全化

検討委員会」より、令和 3(2021)年度に人間文化学科及び心理学科の定員変更と経済経

営学科の改組を行うため、令和 2（2020）年度に申請することとしたが、引き続き検討

中である。 

また、平成 27（2015）年 2 月に、経済経営学部・大学院経営学研究科（博士後期課程）

の教員組織の編成に関する将来構想と、学部収容定員の充足策に関する答申を受けて、

教員組織編成の方向性を定めるとともに、学部収容定員の充足策については、「定員充足

策検討委員会」において具体的な検討を開始するなど、使命・目的の実現のために継続

的な努力を行っている。 

 

（3）5－2 の改善・向上方策（将来計画） 

理事会及び評議員会については、法令を遵守し、意思決定機関として、引き続き機

動的かつ適切に機能するよう、現在の体制を維持する 

 

5－3 管理運営の円滑化と相互チェック 

≪5－3 の視点≫ 

5-3-① 

5-3-② 

法人及び大学の各管理運営機関の意思決定の円滑化 

法人及び大学の各管理運営機関の相互チェックの機能性 

 

（1）5－3 の自己判定 

 

基準項目 5－3 を満たしている。 
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（2）5－3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

 

5-3-① 法人及び大学の各管理運営機関の意思決定の円滑化 

寄附行為では、意思決定権が理事会にあること、理事長の職務を規定しており、大学

及び大学院の運営については、重要事項に関して審議する運営会議と大学院委員会を設

置し、教授会及び研究科委員会が、教授会規則及び研究科委員会規則に定める教育研究

に関する事項を審議する。いずれも最終的な意思決定権の権限と責任は学長に属する。 

理事会のうち大学・大学院に係る重要事項については、事前に運営会議等に諮り、決

定事項については、運営会議等に報告することとしている。このように、法人及び大学

各管理運営機関等の間でコミュニケーションが図られ、円滑に意思決定がされている。 

 

5-3-② 法人及び大学の各管理運営機関の相互チェックの機能性 

理事会には、監事の出席を常例として、やむを得ず欠席の場合は、議題について事前

に説明している。会議では、大学の管理・運営をはじめとする学校法人の業務全般、財

務の状況、学生の入学動向等について、議長から質問や意見を求めるようにしている。

令和 3（2021）年度の理事会開催と監事の出席状況は下表 1 のとおりである。 

[表 1]令和 3（2021）年度理事会開催と監事の出席実績 
 4 月 1 日 5 月 11 日 5 月 18 日① 5 月 18 日② 6 月 25 日 2 月 15 日 

監事数(人) 2 2 2 2 2 2 

出席者数(人) 2 2 2 2 2 2 

出席率 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

評議員会は、私立学校法及び寄附行為に基づき評議員を選考し、「学校法人制度の改善

方策について（平成 15(2003)年 10 月 10 日大学設置・学校法人審議会学校法人分科会学

校法人制度改善検討小委員会）」の趣旨から、法人の役員及び教職員の合計は、評議員総

数の 2/3 以内としている。令和 3（2021）年度評議員会開催状況等は下表 2 のとおりで

ある。 

[表 2]令和 3（2021）年度評議員会開催と評議員の出席実績 
 4 月 1 日 5 月 11 日 5 月 18 日 2 月 15 日 

評議員数(人) 15 15 15 15 

出席者数(人) 12 14 14 14 

出席率 80.0％ 93.3％ 93.3％ 93.3％ 

 

（3）5－3 の改善・向上方策（将来計画） 

引き続き、ボトムアップとリーダーシップのバランスの取れた運営に配慮することと

し、教授会の議案の整理のため行っている学長ミーティングの効果的な活用を図る。 

5－4 財務基盤と収支  

≪5－4 の視点≫ 

5-4-① 

5-4-② 

中長期的な計画に基づく適切な財務運営の確立 

安定した財務基盤の確立と収支バランスの確保 

 

（1）5－4 の自己判定 

 

基準項目 5－4 を満たしている。 
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（2）5－4 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

 

5-4-① 中長期的な計画に基づく適切な財務運営の確立 

経常的経費支出をできるだけ学生生徒等納付金の範囲内に収め、財政の健全性と大学

の持続性を確保するという方針の下で、人件費や管理的経費を抑制しつつ、教育研究経

費を充実させていくことを目標としている。 

 

5-4-② 安定した財務基盤の確立と収支バランスの確保 

補助金や寄付金等の大幅な増は見込めない中で、収容定員充足による授業料、入学金

等の学生生徒等納付金の確保を課題として、入試広報の充実を図っているほか、「経営

健全化検討委員会」、「将来事業計画検討委員会」での検討とその結果を踏まえて、学

部・学科の改組等総合的な対策を講じている。また、管理的経費の節減と効率的使用に

努め、収支バランスの確保を図っている。【資料 5-4-1～2】 

収支バランスについては、帰属収支差額ないし事業活動収支差額はプラスであり、全

体としては安定した推移となっている。 

帰属収入ないし経常収入については、大部分を学生生徒等納付金が占めている。近年

は、退学者減少対策等により、在籍者数及び学生生徒等納付金は安定しているが、収容

定員の充足率向上が学校経営上の大きな課題である。最近 3 年間の主な財務比率の推移

は表 1 のとおりである。なお、平成 26(2014)年度までは「学校法人会計基準（昭和 46 年

4 月 1 日文部省令第 18 号）」（以下「会計基準」）が改正される前の「消費収支計算書関

係比率」により、平成 27（2015）年度以降は、改正後の「会計基準」の「事業活動収支

計算書関係比率」によっている。 

 

[表 1]最近 3 年間の主な財務比率 

比率 算式 元年度 2 年度 3 年度 

消費収支比率 
消 費 支 出 

消 費 収 入 
－ － － 

基本金組入後収支比率 
事 業 活 動 支 出 

事業活動収入－基本金組入額 
86.53％ 100.37％ 91.58％ 

学生生徒納付金比率 

学生生徒等納付金 

帰 属 収 入 
－ － － 

学生生徒納付金 

経 常 収 入 
86.97％ 83.80％ 85.81％ 

補助金比率 

補  助  金 

帰 属 収 入 
－ － － 

補  助  金 

経 常 収 入 
6.44％ 9.35％ 9.75％ 
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本学教員の科学研究費補助金の申請・採択状況は表 2 のとおりである。 

 

[表 2]科学研究費補助金の採択状況 

区分 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 

申請件数（件） 10 11 11 17 5 

採択件数（件） 0 1 0 4 2 

採択率（％） 0 9 0 23 40 

採択額（千円） 

（含間接経費） 
0 2,600 0 3,640 1,820 

採択額は、総額を示す 

 

 

（4）5－4 の改善・向上方策（将来計画） 

法人経営の健全化については、「法人経営健全化委員会」において審議することとな

っており、社会的な人材養成ニーズに適切に対応した教育研究組織の改組転換や運用の

改善方策、収支のバランスの取れた財務運営のあり方について引き続き検討を進めてい

く。今後も、財政の健全性と大学の持続的発展のため、定員充足に向けた取組みを通じ

て学生生徒等納付金収入の確保に努めるとともに、支出面では人件費や管理的経費の抑

制と、教育研究経費の充実に努める。また、科学研究費補助金等、外部の競争的研究資

金について、申請件数及び採択率の向上に向けた取組を行う。 

 

5－5 会計  

≪5－5 の視点≫ 

5-5-① 

5-5-② 

会計処理の適正な実施 

会計監査の体制整備と厳正な実施 

 

（1）5－5 の自己判定 

 

基準項目 5－5 を満たしている。 

 

（2）5－5 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

 

5-5-① 中長期的な計画に基づく適切な財務運営の確立 

「学校法人会計基準」（昭和 46 年 4 月 1 日文部省令第 18 号）及びこれに基づく「学校

法人峯徳学園経理規程」に基づき適正に処理しており、平成 27(2015)年の学校法人会計

基準の改正に対しても、「学校法人峯徳学園経理規程施行細則」を改正し、法令に従った

会計処理を行っている。【資料 5-5-1～2】 

私立学校法第 47 条及び「学校法人峯徳学園財務情報等の公開に関する規程」に基づき

財務情報の公表を行っている。公表の方法としては、基準項目 3-1 で記述しているとお
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り本学ウェブサイトでの公表のほか、例年発行している埼玉学園大学学報の 7 月発行分

への掲載である。【資料 5-5-3～4】 

予算と異なる支出が必要になった場合は、適時に理事会を招集して補正予算を編成す

ることとしている。 

科学研究費補助金に代表される公的研究費を対象とする「研究機関における公的研究

費の管理・監査のガイドライン」が平成 26(2014)年 2 月に改定され、改定後のガイドラ

インにそって公的研究費の不正使用防止の体制整備が求められていた。本学では、この

ための規程の改正手続等が遅れていたが、平成 28(2016)年 4 月に「埼玉学園大学におけ

る公的研究費の運営・管理に関する規程」を改正し、平成 28(2016)年７月には「埼玉学

園大学における研究活動に係る不正防止等に関する規程」を制定した。以上をもって、

概ね必要な体制の整備が完了したため、全体像及び規程本学ウェブサイトに公開した。

公的研究費についての採択件数や金額の実績は、現状では多いとはいえないが、今後採

択件数の増加に向けての取組が重要であり、このためにも新ガイドライン及びこれに基

づく学内規程等に従って公的研究費の適正な運営・管理に努めていく。【資料 5-5-4～5】 

 

5-5-② 安定した財務基盤の確立と収支バランスの確保 

監事 2 人により、私立学校法第 37 条第 3 項及び寄附行為第 16 条に規定する職務が厳

正に処理されている。また、私立学校振興助成法第 14 条で義務付けられている公認会計

士の監査の際には、監事が立ち会うとともに、その機会に公認会計士、監事間の意見交

換会を設定し、業務の改善に資することとしている。 

 

 

（5）5－5 の改善・向上方策（将来計画） 

引き続き会計法令を遵守し、適正な会計処理に努める。 

法人の監査室、監事、公認会計士間の連携強化により、業務の改善に資する。 

 

 

［基準 5 の自己評価］ 

学校教育法、私立学校法、大学設置基準をはじめとする関係法令を遵守し、高等教育

機関を設置する学校法人に求められる管理運営体制や関係諸規程を整備している。 

会計処理については、「学校法人会計基準」をはじめとする関係法令を遵守し適正な処

理を行っている。 

人件費や管理経費を抑制しつつ、教育研究経費の充実に努めるとともに、財政の健全

性と大学の持続性を確保していくため、入試広報の充実等、定員充足に向けた不断の取

組を通じて学生生徒等納付金収入の確保に努めている。 

監事は、理事会に出席し意見を述べることを常例とし、公認会計士の監査に立ち会う

とともに、公認会計士・監事間の意見交換会を設定して業務の改善に資している。 

 以上のことから、法人の経営・管理と財務は適切に行われている。 
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基準 6．内部質保証 

6－1 内部質保証の組織体制 

≪6－1 の視点≫ 

6-1-① 内部質保証のための組織の整備、責任体制の確立 

（1）6－1 の自己判定 

 

基準項目 6－1 を満たしている。 

 

（2）6－1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

 

6-1-① 内部質保証のための組織の整備、責任体制の確立 

 

平成 30（2018）年 4 月 1 日に施行された「学校教育法百十条第二項に規定する基準を適

用するに際して必要な細目を定める省令の一部を改正する省令」の施行を受け、埼玉学園大

学においては、平成 31（2019）年 2 月に「内部質保証方針」が定められ、本方針に基づき

内部質保証のための組織が整備され、責任体制も確立している。「内部質保証方針」の具体

的な内容は以下の通りである。【資料 6-1-1】 

 

１． 内部質保証の目的 

本学の理念・目的を実現するため、本学は自ら、教育研究活動等が適切な水準にあるこ

との保証・説明に努め、恒常的・継続的に質の向上を図る。 

２． 内部質保証の体制 

本学における内部質保証の実施は、学長の下、運営会議が統括・推進する。各学部・研

究科等の教育研究組織及び事務組織は、連携協力して本学の理念・目的に基づく改善・改

革に努める。 

３． 自己点検・自己評価の実施 

「埼玉学園大学自己点検評価委員会規程」及び「埼玉学園大学大学院自己点検評価委員

会規程」に基づき、自己点検評価委員会は自己点検・評価について審議するとともに、報

告書を公表する。【資料 6-1-2～3】 

４． 外部評価による検証 

内部質保証の適切性、有効性を客観的に検証するため、認証評価機関による認証評価を

受審する。 

５． 教職員個人における内部質保証 

「埼玉学園大学 FD 委員会規程」、「埼玉学園大学大学院 FD 委員会規程」及び「埼玉学

園大学における SD の推進に関する規程」に基づき、組織的な FD 活動及び SD 活動を通

して、教職員それぞれが内部質保証の担い手であることを自覚し、改善に努める。 

【資料 6-1-4～6】 

 

具体的な質保証の組織体制としては、運営会議における組織的決定に基づき、学部につい

ては、自己点検評価委員会において、大学院においては、各研究科大学院自己点検評価委員
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会において、内部質保証のための諸活動を実施している。自己点検評価委員会及び各大学院

自己点検評価委員会においては、活動結果についての各報告書の取りまとめを行い、運営会

議において承認される仕組みとなっている。また、運営会議において承認された事項につい

ては、委員長会議において、各委員会委員長に周知され、教授会にて全教職員に報告される

一連の質保証体制である PDCA サイクルに基づくプロセスが確立している。 

本学における内部質保証体制のモデルは下表の通りである。 

 

［表］埼玉学園大学 内部質保証体制（PDCA サイクル） 

 

内部質保証のための具体的な活動を実施する「埼玉学園大学自己点検評価委員会規程」

の審議事項は以下の通りとなっている。【資料 6-1-2】 

 

（審議事項）委員会は、学長の諮問に応じ次の各号に掲げる事項について審議する。 

（１） 本学の、自己点検・評価の企画立案、実施に関すること 

（２） 本学の、自己点検・評価に基づく改善状況の点検に関すること 

（３） その他自己点検・評価に関すること 

 

さらに、内部質保証のための活動には、各教職員の深い理解と協力が重要であることよ

り、必要に応じて、自己点検評価委員会メンバーに加え、参与、事務局長、各学部長、各学

科長、各委員会委員長および各課課長の参加による「拡大自己点検評価委員会」が開催され

る仕組みとなっており、全学をあげての質改善のための取組みが行われる組織体制が確立

していると言える。 

令和 2（2020）年度および令和 3（2021）年度の委員会活動の実施は以下の通りである。 

 

【令和 2（2020）年度】 

令和 2（2020）年 7月 1日 第 1回 自己点検評価委員会 

埼玉学園大学 内部質保証体制(PDCAサイクル)

運営会議 [学長、副学長、学部長、事務局長、学長が指名したもの]

拡大自己点検評価委員会

自己点検評価委員会(平成21年2月25日改正)

埼玉学園大学内部質保証方針(平成31年2月19日 運営会議)

2.内部質保証の体制
本学における内部質保証の実施は、学長の下、運営会議が統括･推進する。

各学部･研究科等の教育研究組織及び事務組織は、連携協力して本学の
理念･目的に基づき改善･改革に努める。

3.自己点検･自己評価の実施
「埼玉学園大学自己点検評価委員会規定」及び「埼玉学園大学大学院自己点
検評価委員会規定」に基づき、自己点検評価委員会は、自己点検･評価につ
いて審議するとともに、報告書を公表する。

自己点検評価委員会メンバーに加え、各学部長、参与、事務局長、
各学科長、各委員会委員長及び各課長の参加により開催され、内
部質保証に関する審議及び議論、内容の共有及び連携を行う。

埼玉学園大学自己点検評価委員会規定
(審議事項)委員会は、学長の諮問に応じ次の各号に掲げる事項について審議する。

⑴本学の、自己点検･評価の企画、立案、実施に関すること

⑵本学の、自己点検･評価の企画に基づく改善状況の点検に関すること

⑶その他自己点検･評価に関すること

各学部･委員会
各研究科・委員会

事務組織

拡大自己点検評価委員会
自己点検評価委員会

教授会
研究科委員会

委員⾧会議

運営会議

Decision:意思決定

Share:共有Plan:計画
Check:評価

Share:共有
Act:改善
Do:実行

委員長会議
入試委員会、教務委員会、教員･保育士養成課程委員会、自己点検評価委員会、FD委員会、
学生委員会、情報メディアセンター委員会、紀要委員会、研究業績刊行委員会、キャリアセン
ター委員会、エクステンションセンター委員会及び臨床心理カウンセリングセンター委員会

学⾧のリーダーシップ（Leadership)
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令和 2（2020）年 12 月 9 日 第 2 回 自己点検評価委員会（拡大自己点検評価委員会） 

令和 3（2021）年 3月 10 日 第 3 回 自己点検評価委員会（拡大自己点検評価委員会） 

【令和 3（2021）年度】 

令和 3（2021）年 7月 7日 第 1回 自己点検評価委員会 

令和 3（2021）年 9月 8日 第 2回 自己点検評価委員会  

令和 4（2022）年 2月 9日 第 3回 自己点検評価委員会（拡大自己点検評価委員会） 

 

また、教職員個々人における内部質保証の担い手としての認識と取組みについては、教職

員個々人の内部質保証に対する理解が深まらない限り、質的向上は期待できないことから、

これまで以下のように関連する各委員会の研修会の実施等により、教職員の内部質保証に

ついての共通理解と情報共有、意識の高まりを目指した取組みを行ってきた。 

 

令和元（2019）年 9月 18 日 SD 研修会（教職員合同） 

講師 文部科学省高等教育局高等教育企画課 課長補佐 奧井雅博氏 

「我が国の大学改革の現状と課題 （高等教育改革の全体像、2040 年に向けた高等教

育のグランドデザイン、教育の質保証と情報公表）」【資料 6-1-7】 

 

令和 2（2020）年 9月 16 日 SD 研修会（教職員合同） 

講師 文部科学省高等教育局高等教育企画課 課長補佐 奧井雅博氏 

「我が国の大学改革の現状と課題 （高等教育を取り巻く状況、2040 年に向けた高等

教育のグランドデザインについて、教学マネジメント指針、全国学生調査（試行実施）

の結果）【資料 6-1-8】 

 

令和 2（2020）年 2月 19 日 FD 研修会 

講師 埼玉学園大学自己点検評価委員長 一戸 真子氏 

「FD と内部質保証のあり方について」【資料 6-1-9】 

 

また、学修者主体の大学の質向上を目指すためには、FD と SD すなわち、教員と職員の連

携は大変重要である。下表は、各種委員会と事務の担当部署の関係に関する一覧である。教

員と職員が一丸となり、学生からの様々な声やニーズを汲み入れながら、快適な学習環境の

整備や夢や希望の実現に向けての万全のサポート体制が整えられている。 
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［表］各種委員会と担当部署の関係 

会議名 担当部署 

教授会 総務課・教務課 

運営会議 事務局 

委員長会議 教務課 

入試委員会 入試広報課 

教務委員会 教務課 

学生委員会 学生課 

自己点検評価委員会 教務課 

ＦＤ委員会 教務課 

紀要委員会 情報サービス課 

情報メディアセンター委員会 情報サービス課 

叢書刊行委員会 情報サービス課 

キャリアセンター委員会 キャリア支援課 

エクステンションセンター委員会 エクステンションセンター課 

教員・保育士養成課程委員会 教員・保育士養成支援課 

臨床心理カウンセリングセンター委員会 教務課 

学生募集・広報活動協議会 事務局 

ＳＤ活動推進委員会 総務課 

危機管理委員会 学園本部 

衛生委員会 総務課 

監査室 学園本部 

学生相談室連絡会 学生課 

情報セキュリティ委員会 情報サービス課 

ハラスメント調査委員会 事務局 

 

大学院に関しても、学部同様、令和元（2019）年に定められた「埼玉学園大学内部質

保証方針」にそって、内部質保証のための組織が整備され、責任体制が確立している。

具体的な自己点検・自己評価は、「埼玉学園大学大学院自己点検評価委員会規程」に基づ

き、委員会を中心に研究科全体で諸活動を展開している。「埼玉学園大学大学院自己点検

評価委員会規程」は、平成 22（2010）年 5 月に制定され、第 1 条の目的及び設置の趣旨

には、「本大学院に、教育研究の水準の向上を図り、本大学院の教育理念・目的及び社会

的使命を達成するため、本大学院の現状について自ら点検・評価を行う自己点検評価委

員会を置く」ことが明文化されている。【資料 6-1-1】【資料 6-1-3】 

大学院の内部質保証においては、「教育」と「研究」の双方の質保証のための種々の取

組が求められる中、本規程に基づき、大学院自己点検評価委員会において、審議、承認

され、内部質保証のための活動が実施されている。 

具体的な審議事項は第 2 条に明記されており、以下の内容となっている。学長から名

を受けた委員長が中心となり、①本大学院の自己点検・評価の企画・立案及び実施に関

すること、②本大学院の自己点検・評価に基づく報告書の作成及び公表に関すること、

③本大学院の自己点検・評価に基づく改善についての点検、報告及び提言に関すること、

④第三者評価に関する企画・立案及び実施に関すること、⑤学長の諮問した事項に関す

ること、⑥その他本大学院の自己点検・評価に関することについて委員会において審議

し、組織的に質保証のための取組みを行っている。【資料 6-1-3】 

また、特に論文指導を含む大学院教育の質の向上を目指し、大学院 FD 委員会も「埼玉
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学園大学大学院 FD 委員会規程」に基づき組織的な質保証の取組みを行っている。大学院

FD 委員会委員の中には、学内のみではなく、客員教授なども委員として FD 委員会に参

加し、第三者的な視点も含め、活動内容の質的保証のための組織体制が確立している。 

【資料 6-1-5】 

 

（3）6－1 の改善・向上方策（将来計画） 

 

2 年前の自己点検報告書においては、学部横断的、研究科横断的な教育の質保証構築

のための検討、すなわち「横の質保証」に向けた取組及び、学部と大学院とのシームレ

スな教育の質保証構築のための検討、すなわち「縦の質保証」についての検討が必要で

あることを将来計画として明記した。前者についてはこの 2 年間の取組みにおいて、や

や進展が見られたが、後者の「縦の質保証」に向けた取組みについては、まだ十分に検

討されているとは言えない。引き続き将来の改善計画として取り組むべき課題と思われ

る。新型コロナの世界的な蔓延や、地球温暖化の進行、世界情勢の不安定化など、地球

レベルでの新たな深刻な課題が次々と生じてきている中で、大学の使命及び学部や大学

院教育研究に求められるスキルや知識などについての検証を行いながら、各学部学科、

各研究科の掲げる目標と社会が求めるニーズとのマッチングの必要性が強く求められる。

より充実した組織体制のあり方も同時に検討していく必要があると思われる。 

 

6－2 内部質保証のための自己点検・評価 

≪6－2 の視点≫ 

6-2-① 

6-2-② 

内部質保証のための自主的・自律的な自己点検・評価の実施とその結果の共有 

IR(Institutional Research)などを活用した十分な調査・データの収集と分析 

 

（1）6－2 の自己判定 

 

基準項目 6－2 を満たしている。 

 

（2）6－2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

 

6-2-① 内部質保証のための自主的・自律的な自己点検・評価の実施とその結果の共有 

 

本学における内部質保証のための自主的・自律的な自己点検・評価の実施のサイクルは、

①単年度、②中期 2 年周期、③長期 7 年周期、の 3 種類の PDCA（Plan-Do-Check-Action）

サイクルによって重層的に自己点検および評価が実施される仕組みとなっている。下表の

ように、毎年、単年度ごとの自己点検評価チェックシートによる自主的な自己点検を行い、

結果を取りまとめている。さらに、2年間の諸活動及び大学全体の組織運営実施内容につい

て、「自己点検評価報告書」として冊子にとりまとめ、公表している。長期的な内部質保証

のための周期としては、7年ごとに受審する第三者による外部認証評価を基準として、種々

の計画や改善、新たな取組みなどを行う仕組みとなっている。単年度ごとに作成される自己
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点検評価チェックシート及び「自己点検評価報告書」のそれぞれについては、自己点検評価

委員会を中心に企画・立案され、全学的な取組みとして、各関連内容についての部署や委員

会が活動内容の確認および点検を行い、取りまとめ、運営会議による承認を得て、教授会に

て周知され、結果が共有されている。【資料 6-2-1～2】 

単年度ごとに実施される自己点検評価チェックシートの積み上げによってまとめられる

自己点検評価チェックシート（令和 3（2021）年度取組実績及び令和 4（2022）年度取組・

改善計画の策定について）は、具体的には、年度毎の改善を含む取組実績をとりまとめ、S、

A、B、Cの 4段階の自己評価を行うことによりこれまでの取組みの検証を行い、次年度にお

ける取組み・改善計画を立案することにより、実際の実績や実施内容や結果すなわち、エビ

デンスに基づく自己点検・評価を定期的に実施できている。2 年ごとに中期的取りまとめと

して作成される「自己点検評価報告書」においては、自己点検評価委員会が調整役を果たし、

全学的な取組として、各委員会や事務担当すなわち教員と職員が合同で、内部質保証のため

の自己点検・評価を定期的に実施する機会となっている。【資料 6-2-3】 

 

［表］埼玉学園大学の第三者評価を含む自己点検実施のサイクルについて 

年度 
自己点検評価 

チェックシート 

自己点検評価報告書作成 

（対象年度） 

第三者評価受審 

（対象年度） 

2016 年（H28 年度） ○ ○（H27 年度） ○（H27 年度） 

2017 年（H29 年度） ○ -  

2018 年（H30 年度） ○ ○（H29 年度）  

2019 年（R 元年度） ○ -  

2020 年（R2 年度） ○ ○（R 元年度）  

2021 年（R3 年度） ○ -  

2022 年（R4 年度） ○ ○（R3 年度）  

2023 年（R5 年度） ○ - ○（R4 年度） 

2024 年（R6 年度） ○ -  

2025 年（R7 年度） ○ ○（R6 年度）  

 

内部質保証のための自主的・自律的な自己点検・評価のための活動として、令和 2（2020）

年度及び 3（2021）年度は、以下の日程で大学院自己点検評価委員会を開催した。 

【資料 6-2-4～5】 

また、各研究科 FD 委員会を中心に、設置後初年度が終了した時点から毎年年度ごとに実

施されてきた大学院教育の活動をとりまとめた「令和 2 年度 FD 活動報告書」を作成した。

本活動報告書作成においては、大学院における内部質保証のための自主的・自律的な自己点

検・評価の検証の機会となっており、年間を通して実施されてきた諸活動を取りまとめるこ

とにより、検証結果内容についての共有が可能となっている。なお、本報告書はホームペー

ジ上でも公開している。【資料 6-2-6】 

 

6-2-② IR(Institutional Research)などを活用した十分な調査・データの収集と分析 

 

内部質保証のための自己点検・評価活動を行うにあたっては、担当者などによる主観

的な点検とならないよう、十分なエビデンスやデータに基づく業務検証及び組織的意思
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決定を踏まえた検証を行える体制が組織的に整備されている。下図のとおり情報メディ

アセンターが学内全体のデータ管理を行っており、必要に応じて、学生 ID

（identification）に基づき、学生の入学前から卒業後までの一連のプロセスにおいて、

教学関連をはじめ、3 ポリシー内容の検証や各委員会及び部署における検討や改善に必

要なデータが抽出、活用できる体制となっており、実際にデータに基づく検討が行われ

ている。 

 
自己点検チェックシートや自己点検報告書作成時においても、活動実績や改善、次年

度計画などに活用したエビデンスの提示を求め、収集しており、「根拠に基づく PDCA サ

イクル」が実行されていると言える。下表は各委員会において実施している各調査等の

担当や実施方法、時期などを一覧にしたものである。学修者のニーズ及び実態の把握を

行い、理想や形式のみではなく、大学の現状や実態に基づく種々の改善を行っている。

さらに、大学への社会における期待度や本学に求めるもの、社会的な要請などについて

も、定期的に情報収集し、担当部署において検討、分析を行っている。 

また、教員個々人においても、毎学期、自身の実際に担当した講義や演習についての、

学生による満足度調査実施結果がフィードバックされ、すべての科目ごとに、結果に基

づく授業改善書を作成し、次年度への改善や計画へ役立つことが可能となっており、教

育の質向上に繋がっている。【資料 6-2-7～8】 

［表］アンケートの実施状況について 

名 称 担 当 時 期 対 象 依 頼 方 法 回 答 方 法 

入学前ガイダンスアンケート 教務委員会 3月 入学者 終了後に実施 用紙 

授業についてのアンケート FD委員会 7月、12月 受講生 授業中に実施 Web 方式 

授業改善書 FD委員会 8月、2月 教員 メール依頼 用紙 

「授業到達目標の達成度に関する自己点検評価」報告書 教務委員会 8月、2月 教員 メール依頼 用紙 

オープンキャンパスアンケート 入試広報課 年に 11 回開催 参加者 終了後に実施 用紙 

学校見学アンケート 入試広報課 随時 参加者 終了後に実施 用紙 

データ検索講習会アンケート 情報メディアセンター委員会 6月、12月 参加者 終了後に実施 用紙 

エクステンションセンター 
講座受講者アンケート 

エクステンションセンター委員会 講座中間時、終了時 受講者 講座中に実施 用紙 

学生生活意識調査 学生 委 員会 11月～12月 全学生 ゼミで実施 Web 方式 

卒業生アンケート 学生委員会 3月 卒業生 卒業式後に実施 Web 方式 

就職先アンケート キャリアセンター委員会 1月 企業・団体 メール依頼 Web方式 
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上述した「埼玉学園大学大学院経営学研究科 FD 活動報告書」においては、様々な大学院

教育の質的向上を目指し、収集されたエビデンスがまとめられ、それらに基づく報告書作成

がなされている。具体的なエビデンスとしては、大学院生による授業アンケート実施結果

や、教員による授業報告（到達目標に関する自己点検、学生の授業アンケート結果に基づく

自己点検）をはじめ、研究科長による 3ポリシーの検証内容もまとめられ、各教員が共有で

きるようになっている。また大学院教育及び研究の質的向上を目指し、毎年実施される教員

の大学院研究発表会および、専任・客員教員及び大学院生による意見交換会、専任教員と客

員教員による意見交換会を実施しており、結果がまとめられ、多くは大学院自己点検評価委

員会及び大学院 FD 委員会において、内容に関する計画立案、実施、結果のとりまとめ及び

分析がなされ、経営学研究科委員会において報告・情報共有がなされている。 

【資料 6-2-6】【資料 6-2-9～11】 

 

（3）6－2 の改善・向上方策（将来計画） 

 

今後の内部質保証のための自己点検・評価の精度の向上を目指すための方策としては、

学内全体における360度評価を目指し、次年度においては、本報告書である令和3（2021）

年度自己点検評価報告書をデータとして、自己点検評価委員をはじめとする、内部質評

価すなわち、ピアレビューの実施を行う予定である。第三者による外部評価実施前に、

埼玉学園大学の質改善のサイクルの中に、ピアレビューが加えられることにより、より

質の高い点検・評価が実施可能となることが期待される。 

今後は各研究科の院生のキャリアパスや論文精度の保証等について更にエビデンス

収集・分析を行い、質的向上を目指し、ディプロマ・サプリメントも視野に入れながら、

それぞれのキャリアパスに沿った教育や研究の在り方に関する検討を継続していく。 

 

6－3 内部質保証の機能性  

≪6－3 の視点≫ 

6-3-① 

 

内部質保証のための学部、学科、研究科などと大学全体の PDCA サイクルの

仕組みの確立とその機能性 

 

（1）6－3 の自己判定 

 

基準項目 6－3 を満たしている。 

 

（2）6－3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

 

6-3-① 内部質保証のための学部、学科、研究科などと大学全体の PDCA サイクルの

仕組みの確立とその機能性 

 

内部質保証のための大学全体のPDCAサイクルが十分に機能しているかの検証の機会とし

て、令和 3（2021）年 10 月に自己点検評価委員会主催で全教職員参加の「学部横断的な教



 

94 

育の質保証構築のための検討会」を実施し、全学科長及び研究科長の講演により 3 ポリシ

ーの検証を行った。各学科長及び各研究科長からは、各学部や学科、研究科による質改善の

取組結果や改善内容等についての発表が行われ、各教員の情報共有・意見交換の機会となっ

た。 

教員個々人の教育の質保証活動としては、担当した各授業科目に対して、どの程度計

画どおりに実施できたかについて、「到達目標の達成度について自己点検評価報告書」の

作成を学期ごとに実施している。その際、担当する科目が、自身の所属する学科におけ

るディプロマ・ポリシーのどの部分に貢献しているかについての検証も行っており、教

員個々人による教育の質保証のための PDCA サイクルが確立しており、教育の改善及び

向上に役立てられている。【資料 6-3-1～2】 

大学院では学部と同様、教育の質保証のための PDCA サイクルに基づく 3 ポリシーを

起点とした内部質保証を行い、その結果が教育の改善および向上に反映されているかに

ついての検証の機会として、令和 3（2021）年 10 月に、3 研究科長による自己点検内容

の報告がなされた。全学部および全研究科の教員がほぼ出席し、意見交換の場ともなっ

た。 

毎年作成している「自己点検評価チェックシート」及び、2 年に一度とりまとめてい

る「自己点検評価報告書」は、これまで途切れず実施され、まとめられてきており、大

学院においては、「研究科 FD 活動報告書」が毎年まとめられており、これらは、大学独

自に展開している内部質保証のための大学全体の PDCA サイクルの仕組みの集大成であ

り、しっかりと確立・定着し、十分に機能していると思われる。【資料 6-3-3～5】 

 

（3）6－3 の改善・向上方策（将来計画） 

 

内部質保証が十分機能しているか検証するためには、3 ポリシーを起点とした内部質

保証の実施の結果、教育の改善・向上に実際に反映され、結果として示すことができる

かが必要になると思われる。種々のデータに改善結果が反映され、可視化できるように

なることが今後の改善策として取り組むべき課題と思われる。 

大学院研究科においては、縦の連携をより重視する必要があると思われる。学部教

育→修士課程（博士前期課程→博士後期課程）と縦に続く教育の質保証と研究を含む教

育プロセスの可視化及び最終的な結果についての更なる検証を行いながら、中長期的な

改善・向上を目指したい。 

 

［基準 6 の自己評価］ 

 

いずれの項目に関しても、これまで述べてきたように、内部質保証実施のための組織

体制が十分に整えられ、実際の点検・評価が恒常的に行われ、機能していると思われる。 

以上のことから、内部質保証の取組みは適切に行われていると言える。 
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Ⅳ．大学が使命・目的に基づいて独自に設定した基準による自己評価 

基準 A．地域貢献・社会連携 

基準 A 地域との連携による人材養成・地域文化振興への貢献 

≪基準 A の視点≫ 

A-1 

A-2 

地域との連携による人材養成・地域文化振興への貢献 

大学が有する物的・人的・知的資源の地域への提供 

 

（1）A－1 の自己判定 

 

基準項目 A－1 を満たしている。 

 

（2）A－1 の自己判定の理由 

 

A-1 地域との連携による人材養成・地域文化振興への貢献 

 

本学は川口市と連携して「子ども大学かわぐち」を共催している。「子ども大学かわぐ

ち」は川口市教育委員会、地域の大学、NPO が協力し合って、子どもの知的好奇心を刺

激し、学びの機会を提供する企画である。下表の通り、埼玉学園大学はこの企画に積極

的に参加し、毎年講師及び学生スタッフを派遣している。 

 

［表］派遣実績 

年度 開講日 講義テーマ 講師 

平成 28 年度 
（2016） 

10 月 8 日 
「はてな学」 
身のまわりのものを使って科学しよう 

長友大幸教授 

10 月 23 日 
「学園祭」 
埼学祭にお店を出そう！！ 

学生スタッフ 

平成 29 年度 
（2017） 

9 月 30 日 
「はてな学」 
頭と体を使って友だちと仲良くなるグループワーク 

高橋 誠講師 

10 月 22 日 
「学園祭」 
埼学祭にお店を出そう！！ 

学生スタッフ 

平成 30 年度 
（2018） 

8 月 25 日 
「生き方学」 
いろんな音でアンサンブルしてみよう 

笠井かほる教授 

 

ただ、令和元（2019）年度は台風の影響で、令和 2（2020）年度・3（2021）年度は

新型コロナウイルス感染症拡大のため、川口市教育委員会の判断により 3 年連続で中

止となった。【資料 A-1-1～2】 

 

A-2 大学が有する物的・人的・知的資源の地域への提供 

 

平成 26（2014）年度まで埼玉学園大学が川口市教育委員会や埼玉県男女共同参画推進

センターとの共催で実施してきた公開講座について、やや形式化している傾向があった

ため、より積極的・主体的に大学の物的・人的・知的資源を提供する観点から、平成 27
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（2015）年度から、本学各学科における特色ある研究成果を集約し、独自の企画で実施

することとした。具体的には毎年度幹事学科を選出し、四学科でローテンションを組み、

公開講座を順次担当する体制を整えている。 

本学が主催する「埼玉学園大学公開講座」は、エクステンションセンター・公開講座

プログラム委員会が所掌し、講座のテーマは各学科の持つ専門性を活かすことを原則と

しながら、必要に応じて学科横断的に展開することも予定している。実施の具体的プラ

ンは、その年度の公開講座を担当する幹事学科の教員が中心となって、プログラム委員

会で検討したプランの原案をもとに、エクステンションセンター委員会での審議を経て

決定する。令和元（2019）年度には、下表 1 のとおり経済経営学部経済経営学科が幹事

学科を務め、「日銀のマイナス金利下で経済はどうなっているのか」を統一テーマとして

公開講座を実施した。【資料 A-2-1】 

 

［表 1］令和元（2019）年度公開講座実施状況 

統一テーマ「日銀のマイナス金利下で経済はどうなっているのか」 

開講日 講座内容 講 師 受講者数 

 9 月 14 日 日銀のマイナス金利とは何か？ 相沢幸悦 教 授 59 

 9 月 28 日 マイナス金利下での地方銀行経営 大江清一 准教授 47 

10 月 19 日 仮想通貨の可能性 奥山忠信 教 授 37 

11 月 30 日 マイナス金利下の会社財務 箕輪徳二 教 授 41 

 

令和 2（2020）年度は人間学部人間文化学科が幹事学科として行う予定であったが、

新型コロナウイルスの感染拡大状況を鑑みて、一般受講者の安全を考慮し、中止とした。 

令和 3（2021）年度では、人間文化学科が 2 年度に引き続き幹事学科となり、公開講

座の実施に向けて準備を進めていたが、新型コロナウイルスの感染拡大により、従来と

同様の形態（対面形式）で実施することは困難と判断し、感染拡大防止に配慮した形で

の開催を模索した。さまざまな討議、準備期間を経て、令和 4（2022）年 2 月、エクス

テンションセンター創立以来初となるオンデマンド配信形式での公開講座を下表 2 のと

おり実施する運びとなり、講座内容を本学の公式 YouTube チャンネルにて公開した。 

【資料 A-2-2】 

 

［表 2］令和 3（2021）年度公開講座実施状況 

統一テーマ「さいたま学のすそ野」 

配信期間 講座内容 講 師 再生回数 

2 月 4 日～ 

  28 日 

サキタマの立地と古代・中世 湯浅吉美 教授 137 回 

古典文学と武蔵野 穴井 潤 講師 143 回 

水上勉の浦和時代 掛野剛史 教授 256 回 

ポップカルチャーに見る「翔/飛んで（る）埼玉」 岡田正樹 講師 139 回 

 

令和 4（2022）年度は子ども発達学科が幹事学科となり、引き続き「埼玉学園大学公

開講座」を開催する。また開催形式については、新型コロナウイルス感染拡大防止に取

り組み、受講者が安心して受講できるよう努める。 
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メディアセンターについては「埼玉学園大学・川口短期大学情報メディアセンター利用規

程」により、地域住民をはじめとする学外者の情報メディアセンター利用が認められてい

る。【資料 A-2-3】 

なお、学外者開放については、大学及びメディアセンターのウェブサイトにおいて、学外

者の利用が可能であることを明示するバナーを配置し、周知を図っている。また、利用者の

利便性を図ることを目的として平成29(2017)年度より利用を開始したメディアセンターの公

式Twitterでは、メディアセンターからの情報発信を積極的に行っている。 

ただし、令和2(2020)年度・3(2021)年度については、新型コロナウイルス感染症拡大防

止の観点から一時的に学外者の利用を中止している。利用中止前の2年間の学外者登録者

数、延べ利用者数及び貸出冊数は下表3のとおりである。令和元(2019)年度の利用者数の減

少については、学外者の利用に一部制限を設けたため、登録者数、延べ利用者数が減少して

いる。 

 

［表3］学外登録者数、延べ利用者数及び貸出冊数 

区分 登録者（新規登録者）（人） 延べ利用者（人） 貸出数（冊） 

平成 30(2018)年度 81(70) 1,132 308 

令和元(2019)年度 37(18)   395 234 

 

本学では、平成 26 年（2014）年度に大学院心理学研究科修士課程臨床心理学専攻を設

置するとともに、これに先立ち臨床心理カウンセリングセンターを整備した。同センタ

ーは、大学院生に対して公認心理師・臨床心理士を養成するための教育・訓練を行う学

内実習施設としての機能を有するとともに、外来者に対する心理相談サービスの提供と

調査研究活動を行うことを目的としている。運営については、「埼玉学園大学臨床心理カ

ウンセリングセンター運営規定」に基づいて行われており、相談者はこの規定に定める

心理相談料が必要となる。当センターの存在は年々地域に浸透し、多くの市民の方が利

用している現状にある。また、さいたま市を中心とした関東圏内の医療機関、及び川口

市、志木市、朝霞市等の教育委員会との連携も強化した。下表 4 が示すように、過去 2

年の相談件数は、令和 2（2020）年度は 182 件、令和 3（2021）年度は 250 件であった。

この 2 年間はコロナ禍の影響で受付を中止していた時期もあり、例年と比較して件数が

少なくなっているが、これまでの活動実績から、地域のメンタルヘルス・サービスの拠

点として、認知されていると言える。今後も、地域住民からの信頼をさらに深めるよう

な地域支援活動を目指していきたい。【資料 A-2-4】 

 

［表4］令和 2 年度、令和 3 年度の臨床心理カウンセリングセンター相談件数(件) 
 4月期 5月期 6月期 7月期 8月期 9月期 10月期 11月期 12月期 1月期 2月期 3月期 

令和 2 年度 0 0 1 14 17 14 26 22 23 20 22 23 

令和 3 年度 17 23 22 28 14 25 17 25 23 18 20 18 

 

（3）基準 A の改善・向上方策（将来計画） 

新型コロナウイルスによる影響の長期化を踏まえ、エクステンションセンター講座と
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同様に、子ども大学かわぐち、公開講座も新しい生活様式における開催のあり方を模索

し、さまざまな創意工夫が求められている。子ども大学かわぐちに関しては、今後、川

口市教育委員会と連携を強化し、開催に向けてオンデマンド配信形式も含めて検討する。

令和 4（2022）年度に大学祭が開催されれば、その一環として実施する可能性を探りた

い。 

公開講座については、令和 3（2021）年度初めてオンデマンド配信にて実施したが、

反響は概ね良好であった。参加者から「YouTube であるため、聴き取りにくかったとこ

ろや理解が追いつかない場合には繰り返し視聴でき有益であった」との声があがってい

る。もちろん初めての試みだったため、反省点や課題も見受けられた。例えば音声環境

や画像の鮮明さについて改善の余地があり、4 講座の撮影環境、資料の出し方が統一さ

れていない問題もあった。これらの課題は今後の実施過程で改善していきたい。 

将来的には公開講座は対面形式とオンデマンド配信形式の両方を備え、必要に応じて、

自在に切り替えられるよう体制整備を検討する。 

学外者のメディアセンター利用再開については、新型コロナウイルス感染症の収束状況や

他機関の再開状況をふまえて慎重に判断する。また、学外者の利用を中止している期間も、

ウェブサイトやTwitter を通して情報の提供に努める。 

 

［基準 A の自己評価］ 

 

大学として公的機関との連携を強化しながら地域社会への貢献に努めている。また

大学の人的・物的・知的資源を提供するという観点から公開講座を行うなど、各基準項

目に関する上記の記述を総合的に判断し、基準 A 全体についても要件を満たしていると

判断できる。 

「A-2 大学が有する物的・人的・知的資源の地域への提供」に関してメディアセンター

では、大学の持つ知的情報を地域へ提供する等、地域振興に貢献している。 
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基準 B．研究業績の公表 

基準 研究業績の公表 

≪基準 B の視点≫ 

B-1 研究業績の公表 

 

（1）B－1 の自己判定 

 

基準項目 B－1 を満たしている。 

 

（2）B－1 の自己判定の理由 

 

B-1 研究業績の公表 

 

本学で作成される知的生産物については、「埼玉学園大学紀要委員会規程」、「埼玉学園大

学紀要投稿規程」、「埼玉学園大学研究叢書刊行に関する規則」、「埼玉学園大学研究叢書刊行

委員会規程」及び「埼玉学園大学研究叢書刊行に関する規程」に基づき、編集、刊行されて

いる。また、平成28(2016)年 4月 1日より運用を開始した「埼玉学園大学・川口短期大学

機関リポジトリ」（以下「リポジトリ」）を通して、本学教員の研究成果を組織的に収集・保

存・公開している。【資料 B-1-1～6】 

埼玉学園大学紀要については、平成 13(2001)年度発行の創刊号から令和 3(2021)年

度発行の第 21 号まで、埼玉学園大学心理臨床研究については、平成 26(2014)年度発行

の創刊号から令和 2(2020)年度発行の第 7 号まで掲載し、学内外に無償で公開してい

る。また、本学初の博士号授与（平成 28(2016)年 3 月）以降、博士論文の公表もリポ

ジトリで行っている。 

埼玉学園大学研究叢書については、令和2(2020)年度に第20巻を刊行し、メディアセン

ターのウェブサイトやTwitter を通して刊行報告を行っている。【資料B-1-7～8】 

 

（3）B－1 の改善・向上方策（将来計画） 

 

電子化許諾済み論文については、引き続きリポジトリへの登録・公開を行い、運用の定着

に努める。また、ウェブサイト及び Twitter を活用しつつ、より効果的な刊行の報告を行う

よう工夫する。 

 

［基準 B の自己評価］ 

「B-1 研究業績の公表」に関して冊子体に限らず、リポジトリを通して本学教員の研究

成果を収集・保存・公開することで、より多くの人に向けて本学に係る研究業績を公表して

いる。また、ウェブサイト及びTwitter を通して積極的に情報を発信している。 

以上のことから、研究業績の公表は適切に行われている。 
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Ⅴ．特記事項 

 

1．産学連携 

実社会を理解した上で、新たなイノベーションの担い手となる人材の育成が大学教育

において求められる中、教育の質保証の視点から、埼玉高速鉄道線東川口駅が最寄り駅で

ある本学と、（株）埼玉高速鉄道とにおいて、多面的な連携のもと、研究開発、人材交流、教

育・研修、社会・地域貢献、環境保全の各分野において相互に協力し、豊かな人間形成及び

人々の幸福に貢献可能な社会と産業の発展に寄与することを目的とし、令和 2（2020）年 2

月 4 日、包括的連携に関する協定に基づく産学連携活動がスタートした。 

「企業と大学の共同による地域社会イノベーション－鳩ヶ谷における参加したくなるロ

ーカルプロジェクトの実践について」のテーマのもと、ゼミナール活動を中心に、歴史の

街『鳩ヶ谷』駅をフィールドとして、様々な活動がされている。埼玉高速鉄道社長他経営

幹部と学生との交流や、商工会はじめ関係者との座談会が実施され、合同プロジェクトに

よる鳩ケ谷地区の魅力発信のためのインスタグラムの開設が開始している。【資料特-1】 

 

2．高大連携 

 高等学校における教育の多様化・選択の幅の拡大や、大学進学率の向上・少子化によ

る大学入試の多様化などが、大学生の学力や学習意欲の低下につながっているのではと

いう問題意識を背景に、学生を高校から大学に円滑に移行させることの重要性が指摘さ

れるようになっている。高大連携により、高校生の大学での学習に対する目的意識や将

来に対する意識の向上を図ろうとする目的で、令和 2 年 10 月、川口市教育委員会と埼

玉学園大学との教育連携及び協力協定が結ばれた。学生の実習に市内小中学校の実習現

場を提供していくことや、市内高校及び埼玉県立岩槻北陵高校との連携事業（インター

ンシップ）が実施された。高校 2 年生が本学授業を体験、進路指導の充実が図られた。 

また、本学小中学校の免許希望取得と心理学カウンセラー育成講座の希望学生に、実

習現場を川口市教育委員会に提供いただいた。ボランティア活動などにも積極的に参加

している。市内・県内の高校生が大学の学びの場を提供する機会をつくり、様々な連携

事業を今後もより深めていく。【資料特-2】 

 

3．国立公園オフィシャルパートナーシップ（環境省） 

 本学が目指しているポストコロナ・アフターコロナにおける観光の姿は、三密を避け、

可能な限り再生可能エネルギーの利用や自然への回帰を実現するものである。自然を保

護しながら観光促進をする両輪が成立する考え方と行動を模索し、それらが地方創生や

広域周遊につながることで旅行消費額の増大に貢献する。そのため、自然への親しみや

身近なところで啓蒙を受けることは、これまでにないアプローチとなる。そのような中

で国立公園を管轄する環境省では「国立公園満喫プロジェクト」を促進するための「国

立公園オフィシャルパートナーシップ」プログラムを令和 3（2021）年度から 5 年間の

延長を行った。本学は環境省のこの動きに連携し、プログラムに賛同する企業・団体と

意見交換や情報の共有を行うことが学習に寄与することを目的として、令和 3（2021）

年度からパートナーシッププログラムに参加し、学びを高度化させている。【資料特-3】 
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【資料 2-6-4】 FD 活動報告書  

【資料 2-6-5】 令和２年度教育研究に関する意見交換会の実施について 全研究科 

【資料 2-6-6】 令和３年度教育研究に関する意見交換会の実施について 全研究科 

【資料 2-6-7】 令和２年度 FD 活動報告書 全研究科 

【資料 2-6-8】 卒業生・修了生アンケート 2021  

【資料 2-6-9】 埼玉学園大学学生相談室規程  

【資料 2-6-10】 令和3 年度学生相談室利用状況  

【資料 2-6-11】 埼玉学園大学ウェブサイト（授業改善）  

 
基準 3．教育課程 

基準項目 

コード 該当する資料名及び該当ページ 備考 

3-1．単位認定、卒業認定、修了認定 

【資料 3-1-1】 埼玉学園大学ウェブサイト（ディプロマ・ポリシー） 全学科 

【資料 3-1-2】 埼玉学園大学ウェブサイト（ディプロマ・ポリシー） 全研究科 

【資料 3-1-3】 履修のてびき（抄） 全学科 

【資料 3-1-4】 埼玉学園大学学則  

【資料 3-1-5】 埼玉学園大学履修規程  

【資料 3-1-6】 埼玉学園大学履修規程に関する細則  

【資料 3-1-7】 各種検定試験等合格者の単位認定について（履修のてびき）  

【資料 3-1-8】 埼玉学園大学ウェブサイト（抄）  

【資料 3-1-9】 
学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基

準に関すること 

 

【資料 3-1-9】 埼玉学園大学規則集（目次）  

【資料 3-1-10】 教員のてびき  

【資料 3-1-11】 埼玉学園大学大学院学則  

【資料 3-1-12】 新入生ガイダンス資料（一覧） 全研究科 

3-2．教育課程及び教授方法 

【資料 3-2-1】 埼玉学園大学ウェブサイト（カリキュラム・ポリシー） 全学科 

【資料 3-2-2】 埼玉学園大学ウェブサイト（カリキュラム・ポリシー） 全研究科 

【資料 3-2-3】 履修のてびき 全学科 

【資料 3-2-4】 シラバス作成について（お願い）  

【資料 3-2-5】 埼玉学園大学ウェブサイト（講義要項（シラバス））  

【資料 3-2-6】 履修モデル（履修のてびき） 人間文化 

【資料 3-2-7】 年次配当図（履修のてびき） 経済経営 

【資料 3-2-8】 履修モデル（履修のてびき） 図書館司書、博物館 

【資料 3-2-9】 埼玉学園大学教育職員免許課程履修規程  

【資料 3-2-10】 埼玉学園大学保育士養成課程履修規程  

【資料 3-2-11】 埼玉学園大学･川口短期大学教員･保育士養成課程委員会規程  

【資料 3-2-12】 埼玉学園大学学校図書館司書教諭課程履修規程  

【資料 3-2-13】 令和２年度 授業に関する研修会について  

【資料 3-2-14】 令和３年度授業に関する研修会について  

【資料 3-2-15】 「学生による授業アンケート」実施報告書  

【資料 3-2-16】 授業アンケートフォーマット  
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【資料 3-2-17】 FD 活動報告書 学部 

【資料 3-2-18】 FD 活動報告書 全研究科 

基準項目 

コード 該当する資料名及び該当ページ 備考 

3-3．学修成果の点検・評価 

【資料 3-3-1】 
学部横断的な教育の質保証構築のための検討会について 

（令和 3 年 9 月 15 日教授会） 
 

【資料 3-3-2】 「卒業論文又は卒業研究」優秀賞の審査について  

【資料 3-3-3】 「学生による授業アンケート」実施報告書  

【資料 3-3-4】 FD 活動報告書 学部 

【資料 3-3-5】 令和２年度 FD 活動報告書 全研究科 

【資料 3-3-6】 埼玉学園大学ウェブサイト（FD 活動）  

【資料 3-3-7】 「授業目標の達成度に関する自己点検評価」報告書  

【資料 3-3-8】 令和３年度「授業到達目標の達成度に関する自己点検評価」報告書について  

 

基準 4．教員・職員 
基準項目 

コード 該当する資料名及び該当ページ 備考 

4-1．教学マネジメントの機能性 

【資料 4-1-1】 埼玉学園大学運営会議規程  

【資料 4-1-2】 埼玉学園大学大学院委員会規程  

【資料 4-1-3】 埼玉学園大学教授会規則  

【資料 4-1-4】 埼玉学園大学大学院研究科委員会規則  

【資料 4-1-5】 埼玉学園大学委員長会議規程  

【資料 4-1-6】 埼玉学園大学副学長の選考及び任期に関する規則  

【資料 4-1-7】 埼玉学園大学衛生管理規則  

【資料 4-1-8】 学校法人峯徳学園寄付行為  

【資料 4-1-9】 埼玉学園大学事務組織及び事務分掌規則  

4-2．教員の配置・職能開発等 

【資料 4-2-1】 埼玉学園大学教授会規則  

【資料 4-2-2】 埼玉学園大学大学院研究科委員会規則  

【資料 4-2-3】 埼玉学園大学運営会議規程  

【資料 4-2-4】 埼玉学園大学大学院委員会規程  

【資料 4-2-5】 埼玉学園大学教育職員の選考基準に関する規則」  

【資料 4-2-6】 埼玉学園大学教育職員の選考に関する規則  

【資料 4-2-7】 ピアレビュー評価シートフォーマット  

4-3．職員の研修 

【資料 4-3-1】 埼玉学園大学における SD の推進に関する規程  

【資料 4-3-2】 令和３年度の SD の活動計画について  

【資料 4-3-3】 埼玉学園大学・川口短期大学教職員 SD 研修会のご案内  

4-4．研究支援 

【資料 4-4-1】 埼玉学園大学における公的研究費の運営･管理に関する規程  

【資料 4-4-2】 埼玉学園大学における研究活動に係る不正防止等に関する規程  

【資料 4-4-3】 埼玉学園大学研究助成費に関する規程  
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【資料 4-4-4】 埼玉学園大学学科出張旅費等支給規程  

 

基準 5．経営・管理と財務 

基準項目 

コード 該当する資料名及び該当ページ 備考 

5-1．経営の規律と誠実性 

【資料 5-1-1】 学校法人峯徳学園寄附行為  

【資料 5-1-2】 埼玉学園大学就業規則  

【資料 5-1-3】 学校法人峯徳学園教職員行動規範  

【資料 5-1-4】 学校法人峯徳学園法人経営健全化検討委員会規程  

【資料 5-1-5】 埼玉学園大学将来事業計画検討委員会規程  

【資料 5-1-6】 埼玉学園大学におけるハラスメントの防止等に関する規程  

【資料 5-1-7】 埼玉学園大学内部通報者等の保護に関する規程  

【資料 5-1-8】 学校法人峯徳学園個人情報の保護に関する規程  

【資料 5-1-9】 学校法人峯徳学園特定個人情報の取扱いに関する規程  

【資料 5-1-10】 埼玉学園大学消防計画  

【資料 5-1-11】 埼玉学園大学危機管理規則  

【資料 5-1-12】 埼玉学園大学衛生管理規則  

【資料 5-1-13】 埼玉学園大学・川口短期大学情報セキュリティ対策基本規程  

【資料 5-1-14】 埼玉学園大学・川口短期大学情報資産の運用・管理及び利用に関する規程  

5-2．理事会の機能 

【資料 5-2-1】 学校法人峯徳学園寄附行為  

【資料 5-2-2】 学校法人峯徳学園法人経営健全化検討委員会規程  

【資料 5-2-3】 埼玉学園大学将来事業計画検討委員会規程  

5-3．管理運営の円滑化と相互チェック 

【資料 5-3-1】 学校法人峯徳学園寄附行為  

【資料 5-3-2】 埼玉学園大学教授会規則  

【資料 5-3-3】 埼玉学園大学大学院研究科委員会規則  

5-4．財務基盤と収支 

【資料 5-4-1】 学校法人峯徳学園法人経営健全化検討委員会規程  

【資料 5-4-2】 埼玉学園大学将来事業計画検討委員会規程  

5-5．会計 

【資料 5-5-1】 学校法人峯徳学園経理規程  

【資料 5-5-2】 学校法人峯徳学園経理規程施行細則  

【資料 5-5-3】 学校法人峯徳学園財務情報等の公開に関する規程  

【資料 5-5-4】 埼玉学園大学学報 Vol39  

【資料 5-5-5】 埼玉学園大学における公的研究費の運営・管理に関する規程  

【資料 5-5-6】 埼玉学園大学における研究活動に係る不正防止等に関する規程  
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基準 6．内部質保証 

基準項目 

コード 該当する資料名及び該当ページ 備考 

6-1．内部質保証の組織体制 

【資料 6-1-1】 埼玉学園大学 内部質保証方針について  

【資料 6-1-2】 埼玉学園大学自己点検評価委員会規程  

【資料 6-1-3】 埼玉学園大学大学院自己点検評価委員会規程  

【資料 6-1-4】 埼玉学園大学 FD 委員会規程  

【資料 6-1-5】 埼玉学園大学大学院 FD 委員会規程  

【資料 6-1-6】 埼玉学園大学における SD の推進に関する規程  

【資料 6-1-7】 令和元年度 SD 研修会「我が国の大学改革の現状と課題」  

【資料 6-1-8】 令和 2 年度 SD 研修会「我が国の大学改革の現状と課題」  

【資料 6-1-9】 授業に関する研修会「FD と内部質保証のあり方について」  

6-2．内部質保証のための自己点検・評価 

【資料 6-2-1】 埼玉学園大学ウェブサイト（大学点検・評価）  

【資料 6-2-2】 令和 3 年度自己点検評価報告書 担当割振り表  

【資料 6-2-3】 
自己点検チェックシート令和３年度取組実績及び令和４年度取

組・改善計画の策定について 
 

【資料 6-2-4】 令和 2 年度大学院自己点検評価委員会開催通知 全研究科 

【資料 6-2-5】 令和 3 年度大学院自己点検評価委員会開催通知 全研究科 

【資料 6-2-6】 令和 2 年度 FD 活動報告書 全研究科 

【資料 6-2-7】 授業改善書  

【資料 6-2-8】 授業アンケート集計結果フォーマット  

【資料 6-2-9】 大学院 研究発表会について 全研究科 

【資料 6-2-10】 大学院研究科教育研究に関する意見交換会の実施について 全研究科 

【資料 6-2-11】 今後の自己点検評価活動について 全研究科 

6-3．内部質保証の機能性 

【資料 6-3-1】 学部横断的な教育の質保証構築のための検討会 講演資料含む 

【資料 6-3-2】 「授業到達目標の達成度に関する自己点検評価」報告書  

【資料 6-3-3】 
自己点検チェックシート令和３年度取組実績及び令和４年度取

組・改善計画の策定について 
 

【資料 6-3-4】 令和 3 年度自己点検評価報告書 担当割振り表  

【資料 6-3-5】 令和 2 年度 FD 活動報告書 全研究科 
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基準 A．地域貢献・社会連携 
基準項目 

コード 該当する資料名及び該当ページ 備考 

A-1．地域との連携による人材養成・地域文化振興への貢献 

【資料 A-1-1】 令和元年度 子ども大学かわぐち 募集案内  

【資料 A-1-2】 令和元年度 子ども大学かわぐち スタッフ募集  

A-2．大学が有する物的・人的・知的資源の地域への提供 

【資料 A-2-1】 令和元年度 埼玉学園大学公開講座のご案内  

【資料 A-2-2】 令和３年度 埼玉学園大学公開講座のご案内  

【資料 A-2-3】 埼玉学園大学・川口短期大学情報メディアセンター利用規程  

【資料 A-2-4】 埼玉学園大学臨床心理カウンセリングセンター運営規定  
 
基準 B．研究業績の公表 

基準項目 

コード 該当する資料名及び該当ページ 備考 

B-1．研究業績の公表 

【資料 B-1-1】 埼玉学園大学紀要委員会規程  

【資料 B-1-2】 埼玉学園大学紀要投稿規程  

【資料 B-1-3】 埼玉学園大学研究叢書刊行に関する規則  

【資料 B-1-4】 埼玉学園大学研究叢書刊行委員会規程  

【資料 B-1-5】 埼玉学園大学研究叢書刊行に関する規程  

【資料 B-1-6】 埼玉学園大学・川口短期大学リポジトリ運用に関する細則  

【資料 B-1-7】 埼玉学園大学研究叢書第 20 巻  

【資料 B-1-8】 情報メディアセンターウェブサイト（埼玉学園大学研究叢書）  
 
Ⅴ．特記事項 

基準項目 

コード 該当する資料名及び該当ページ 備考 

特-1．産学連携 

【資料特-1】 
埼玉高速鉄道株式会社と埼玉学園大学との包括的連携に関す

る協定書 
 

特-2．高大連携 

【資料特-2】 上級学校と高校の連携事業実施について  

特-3．国立公園オフィシャルパートナーシップ 

【資料特-3】 国立公園オフィシャルパートナーシップ締結書  
  


